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研究の窓

不確実性とリスクにどう向き合うか

年金財政の予測の対象は，百年にも及ぶきわめて長い将来期間である。それほど先のことを正確に
予測することは，ほとんど不可能である。むしろ，不確実性やリスクを予測にどのように反映させる
かを考えたほうが有益であろう。

日本では，年金財政の将来予測に際して財政検証（かつては財政再計算）という作業が行われてい
る。合計特殊出生率や平均寿命といった人口動態に関する想定や，物価上昇率や賃金上昇率，運用利
回りといった経済前提が 5 年に一度見直され，それに基づいて年金財政の将来予測が修正される。こ
の財政検証については，運用利回りの想定をはじめとして批判がないわけではない。しかし，将来予
測の前提となるマクロ経済変数の予測やその根拠の提示，情報公開等の面で，日本の年金財政の将来
予測の方法論が諸外国のそれと比べて劣っているとは言えない。

ただし，少子高齢化の進展の中で，公的年金に対する国民の信頼や制度としての持続可能性を高め
るためには，年金財政の長期予測にさらに工夫すべき点がいくつかあると筆者は考えている。たとえ
ば，次のような点が挙げられる。

第 1 に，予測は慎重な数字のほうがよい。われわれは基本的にリスク回避的である。たとえば，将
来のある時点において，50％の確率で 100 万円，残りの 50％の確率で 900 万円の所得が得られると
しよう。このとき，将来の期待所得は単純に計算すると 500 万円となるが，この 500 万円は確実に手
に入る 500 万円とは異なり，リスクが伴う。リスクを回避したいと考える個人にとっては，この期待
所得はたとえば 450 万円の値打ちしかないかもしれない。リスクが伴う数字の場合，リスクが伴わな
い数字にやや控えめに変換すること，つまり，確実性等価（certainty equivalence）を考えたほうが
説得的である。

もちろん，政府と個人は違う。政府は個人ほどリスク回避的でないので，期待値を割り引いて考え
るという発想はあまり出てこないかもしれない。しかし，年金財政のあり方は個人の生活に直接大き
な影響を及ぼすので，リスク回避という観点はもっと重視すべきである。将来推計においても，期待
値が描くよりやや悲観的な将来像を提示したほうがよい。

第2に，現行制度の持続可能性をチェックするために将来予測を活用するという発想があってよい。
予測にはどうしても不確実性が伴う。したがって，それに基づいて年金制度を調整したり，あるいは
現行制度のままで進んだりという意思決定をしても，それが不適切となる可能性は十分にある。現行
制度を維持するために都合の悪い予測を排除するという，予測の本来の目的に反する行為につながる
誘因も排除できない。

もともと将来予測は難しく，その正確さを追求することにはおのずから限界があるのだから，現行
制度を持続するための条件を逆算してみてはどうか。たとえば，現行制度が無理なく機能するために



研　究　の　窓 3Summer  ’10

は，どの程度の出生率や運用利回りが最低限必要になるか。そうした条件が満たされない蓋然性が高
まれば，制度の持続可能性に黄信号が点灯していることになり，政府は制度改革の検討に着手しなけ
ればならない。実際，こうした発想は，いくつかのシナリオを提示するという点で現行の財政検証に
も部分的に用いられている。たとえば，基礎年金給付の国庫負担率の引き上げが年金財政の維持に不
可避であることが明らかになっているが，ほかの経済前提の場合はどうだろうか。

以上の 2 つの点は政府の財政検証をめぐるものだが，年金財政の将来推計そのものについては，さ
まざまなアプローチで幅広く検討する工夫が求められる。財政検証などで用いられる通常の年金数理
モデルは，年金制度については細かく記述できるが，人口動態やマクロ経済変数は外生扱いとなる。
これに対して，経済学者がしばしば用いる世代重複モデルは理論的には精緻だが，年金制度を細部ま
で描写できない。伝統的なマクロ計量モデルはマクロ経済と年金制度の相互関連を把握できるが，経
済主体の行動の記述が不完全である。

これらのモデルには一長一短があり，いずれかがほかより優れているという性格のものではない。
あるモデルでは外生変数扱い，あるいは不確実となっている要因がほかのモデルでは明示的に分析で
きる，という相互に補完的な関係にある。さらに，世帯形成をはじめとする個人レベルの行動変化を
詳細に反映させるためには，マイクロ・シミュレーションによる分析が有益である。こうしたさまざ
まなモデルによる知見を総合することにより，不確実やリスクが伴う年金財政の将来予測はより頑健
となり，豊富な内容を持つことになる。

小　塩　隆　士
（おしお・たかし　一橋大学経済研究所教授）
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金融資本市場の変化が公的年金積立金運用政策の
在り方に及ぼす影響＊

米　澤　康　博

I　は じ め に

厚生年金，国民年金（以下，単に公的年金と呼
ぶ）の積立金の運用の在り方が問題にされてい
る。当然ながら長期的な視点から効率的かつ安全
に運用することが基本であるが，同時に年金財
政，特に厚生年金の年金財政と整合的に運用され
なければならない。この要請の下，16年財政検証

（以前の財政再計算）時には賃金上昇率2.1％の
下，3.2％が運用目標利回りとされた。基本ポート
フォリオもその目的に対応したものが策定され，
現在もそれに基づいて運用されている。国内債券
67％からなる極めてリスクの少ないポートフォリ
オである。同様に21年財政検証時には，賃金上昇
率2.5％の下，4.1％が運用利回りとされたが，今回
は政権も変わり，新大臣からはその利回りは目標
として適当ではないとのことで明確な運用目標が
与えられないという異常事態になっている。

同時に，積立金の運用をつかさどる年金積立金
管 理 運 用 独 立 行 政 法 人（Government Pension 
Investment Fund，以下GPIFと略称）のあり方に
問題があるとの意図の下，その運営の在り方に関
する検討会も立ち上がり，GPIFの組織のあり方，
運用のあり方，運用目標等が幅広く議論，検討さ
れている次第である。このような状況でGPIFで
は16年財政検証時の現行ポートフォリオを「暫
定」ポートフォリオとの位置づけではあるが継続
使用することを決定している。

そもそもこれら異常事態に陥ったのは21年財政
検証直後に発生したリーマン・ショックにより，

それまで比較的堅調だった日本経済，世界経済が
100年に一度の金融恐慌に遭遇したからである。
株価は暴落し，世界経済，日本経済の将来は一転
して弱含みとなった。財政検証も足元5年程度は
この不況を取り入れて再調整されているものの，
それ以降，長期的には依然4.1％の目標が維持され
ている。低成長経済下では4.1％はやはり高過ぎ
るのであろうか。しかし本文で説明するように年
金財政に直接関与するのは4.1％の絶対水準では
なく，「賃金上昇率をどの程度上回る利回りか」に
係わってくる。16年改正では1.1％であり，21年
改正では1.6％がそれである。例えば金融危機に
よって賃金上昇率が0％に下がれば1.6％が運用目
標となり，実際，1.6％の収益をあげれば予定の年
金財政は平均的には達成できることになる。これ
は不可能な目標ではない。

では年金財政は金融危機から影響を受けないの
であろうか。実際，積立金の運用からは大幅なマ
イナス収益が生じている。それを評価して運用が
失敗しているとの報道も多い。本論文ではまず実
際の積立金運用に関して整理，紹介した後，最近
のリーマンショックに代表されるような金融資本
市場の変化が生じた時にそれがどの程度，年金財
政に対して悪影響を与えるかを確認することを目
的とする。同時に，そもそも年金財政と整合的な
積立金運用とは如何に行われるべきかに関して理
論的に再検討することにする。残念ながら，いわ
ゆる修正賦課方式における積立金の運用に関する
先行研究はほとんどなく，企業年金積立金運用に
関する先行研究に頼らざるを得ない状況になる1）。

まず次章では賦課方式をベースとする公的年金
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制度の下での積立金の意義，役割を整理，確認す
る。その下で，第III章では積立金が実際にどのよ
うに運用され，その結果，どの程度のリスクを抱
えているかを説明する。加えて今回のような金融
危機が積立金運用を通して将来の年金財政に如何
に影響を与えるのかを理論的に検討する。第IV
章では一転して一定の最適基準から見て現行の積
立金運用は適当か否かを理論的に評価することに
する。そこではより安全な運用が示唆される。

II　積立金の意義

公的年金の予算制約を明らかにすることによっ
て修正賦課方式下における積立金の機能を確認す
ることにしよう。t年期末の積立金額をAt とする
とAt+1は

 （1）

となる。ここで，Ct+1はt+1年中の保険料総額，Pt+1

はt+1年中の給付総額である。rt+1はt+1年1年間の
積立金からの運用収益率である。完全な賦課方式
の場合にはAはゼロであり，毎年，Ct=Ptとなる。
これをベースとすれば積立金からの貢献は第一に
運用収益であり，第二に積立金の取り崩しからの
収益であり，これらの結果，一定期間Ct<Ptにする
ことが可能となる。

もちろん都合の良い積立金が天から降ってくる
訳ではなく，それは上記の逆，すなわちCt>Ptの期
間を経て積み立てられたのであり，超長期でみれ
ばそれは高々，給付と保険料との時差的な調整に
過ぎない。しかし団塊の世代の引退，その後の少
子化による年金支えの時代に向けて極めて重要な
任務を負うことが期待される。

完全な賦課方式であっても人口が増えればCtと
Pt+1 とは同じではなくその間の人口成長率nで増
えることになる。しかし，積立金部分からの収益
率は上記の rであり，それは人口の成長率よりは
高いのが一般である。もちろん積立金を持つ公的
年金と言ってもそれは完全な事前積立方式とは異
なって積立金からの収益は給付の一部を担うだけ

であるが，積立金収益部分に関してはnより高い
収益率 rを稼ぐことが可能となる。この点も積立
金の貢献部分である。

F.Modigliani and A.Muralidhar〔2004〕に従っ
て（1）式の両辺を t年の賃金総額wtNtで除して書
き換えると，

 

（2）

となる。ここで， ，πは賃金上昇率であ
る。また は保険料率， は平均的な給
付比率であり，制度によって両比率はほぼ時系列
的に安定しているので時点を表すサフィックスは
省略する。

5年毎に行われる財政検証も基本的に（1）式に
基づいて行われるが，実際には財政的な補助，す
なわち国庫負担があるのでその点を考慮する必要
がある。賃金総額で除した国庫負担をftとすると，

 （3）

となる。さらに年金財政は有限均衡方式を用いて
おり，100年後の積立金を1年程度の給付額にまで
に減らすとの制約を置いている。この条件を定式
化すると，at+100=pとなる。

16年財政検証では積立金からの収益率 rの期待
値（長期的な運用利回り）を3.2％，賃金上昇率π
の期待値を2.1％と置き，その下での将来の年金財
政がMuralidhar〔2008〕によって計算，図示され
て お り， そ れ を 図 1 と し て 引 用 す る。Fixed 
Premiumが cであり，2017年度以降は18.3％固定
である。Cost ratioがpであり，年金給付額は「過
去の平均年間給与額＊（5.481/1000）＊加入年限」
で計算される。平均的な40年加入の場合には平均
年間給与額の21.9％となる2）。Trust fundがaであ
り，Government subsidyが f である。

以上からわかるように財政検証は確率モデルで
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はなく確定モデルを用いて行われている点が特徴
である。要するに将来の予測は期待値によって計
画されており，リスクは考慮されていない。（3）
式において cは制度によって与えられたで確定値
としてもそれ以外の変数は極めて不確実であり，
その結果atも不確実にならざるを得ない。従って
仮に期待値としてat+100=pを想定したとしてもリ
スク（例えば標準偏差）があるので50％の確率で
それを下回ることになる。どの程度下回るかはリ
スクの水準による。各種のリスクのうち，次章で
は本論文のテーマでもある積立金の運用からのリ
スクに焦点を当て見ておこう。

III　基本ポートフォリオと運用リスク

積立金の運用はGPIFが行い，（3）式の(1+r- -n)
を効率的に高めることが目的となる。実際には
π，nを所与として rに関して国内債券，外国債

券，国内株式，外国株式，短期資産の5資産から
なる基本ポートフォリオを策定し，それに基づい
て効率的なリターンを想定している。短期資産は
年金給付用の流動性確保が目的であるので構成割
合5％は先決であるので，実質的にはポートフォ
リオは下記の4資産からなる。問題のリスクは
ポートフォリオ全体のリスクを国内債券並みの
5.4％程度に抑えており，その下でのリターンの最
大化を狙ったポートフォリオとなっている。その
際の4資産の特性は次の表のように推定され，そ
の下で導出された基本ポートフォリオの構成は表
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出所）　Muralidhar（2008）

図1　16年財政検証下の将来年金財政

表1　基本ポートフォリオ
� （％）

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式 短期資産
リターン 3.0 4.8 3.5 5.0 2.0
リスク

（標準偏差）
5.42 22.27 14.05 20.45 3.63

構成割合 67 11 8 9 5
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1の通りである。資産間の相関係数は省略する。
このポートフォリオ全体の期待収益率は約

3.4％，リスクは5.6％となっている。年金財政上
の目標利回りは3.2％であるがGPIFは運用コスト
等を考慮してそれより0.2％高い水準である3.4％
を目標利回りと内規している。そのリスクは将来
の年金財政，とりわけ積立金に対して如何なる効
果を持つであろうか。この点についてリスク内容
を二つのケースに峻別して見ておこう。

① 期待収益率，リスク等が不変で，いわゆる構造
変化がないケース。
期待収益率，リスクは表1の通りで「一定」の

ケースである。このケースである限りポートフォ
リオはリバランス・ルールの下，維持していれば
よく，GPIFもこのケースを標準的と想定している。

このケースでは将来の年金積立金の予想をモン
テカルロ・シミュレーションによって確認するこ
とが可能となる。このシミュレーションで何がわ
かるかと言うと，構造変化はないものの，その中
にあって悪いケースでは積立金はどの程度まで減
るか，あるいは最悪の場合，積立金を使い果たし
て資金不足になるのか否かに関しての情報を得る
ことができる。

表2は16年財政再検証におけるモンテカルロ・
シミュレーションの結果である。2029年末におけ
る財政計算上の予定積立金は257.9兆円であり，リ

スクを明示的に考慮した分布が示されている。
5％の確率で最悪98.4兆円の減少（Value at Risk）
で159.5兆円までに低下する可能性があることを
示している。さらに予定積立金を下回る場合にお
ける下方額の期待値，すなわち下方部分積率は
24.9億円となっている3）。

同様なシミュレーションを北村，中嶋，臼杵
〔2006〕が行っている。そこではマクロ経済スラ
イド調整を明示的に考慮し，また賃金上昇率，物
価上昇率に関しても確率過程を想定し，詳細に分
析を行っている。4資産のリスク・リターンに関
しては表1と同様な数値を前提としている。厚労
省試算前提利回りのケースとは，期待リターンを
3.4％ではなく，運用目標利回り3.2％そのものの
ポートフォリオを策定した場合のケースである。
参考までに保有比率は，国内債券77.6％，国内株
式5.8％，外国債券5.8％，外国株式5.8％である。
いずれも所得代替率が50％に達した場合に給付調
整を終了するケースを想定している。当論文では
結果を積立比率（積立金/年金総支出）である「何
年分」で表示しており，本論文と関係する2030年
における部分を引用すると表3となる。

2030年においては各ポートフォリオ間で大差な
いが2050年においては悪い場合（1％タイル，5％
タイル）では基本ポートフォリオよりはより安全
な債券のみポートフォリオ，あるいは厚労省試算
前提利回りのポートフォリオの方がより高い積立
比率をもたらすことを示している。
（財）年金シニアプラン総合研究機構〔2009〕は

表1と同じ4資産のリスク（標準偏差）・リターン
表2　 将来積立金に関するモンテカルロ・シミュレー

ション
� （兆円）
財政再計算上の予定積立金額（2029 年度末） 257.9

2029 年度末の積立金額の
確率分布

5％タイル 159.5
25％タイル 212.3
50％タイル 258.7
75％タイル 312.0
95％タイル 406.7

信頼区間 95％の VaR
2024 年度末 76.3
2029 年度末 98.4
2043 年度末 121.1

2029 年度末に予定積立金額を下回る場合に
おける当該下回る額の期待値（下方部分積率） 24.9

出所）　平成16年，検討作業班資料

表3　 2030年における積立比率シミュレーション結果

債券のみ 厚労省試算前
提利回り

分科会の
基本 P

平均 5.5 5.7 5.8
標準偏差 1.3 1.3 1.5
1％タイル 2.7 2.8 2.7
5％タイル 3.5 3.7 3.6
25％タイル 4.7 4.9 4.9
75％タイル 6.3 6.6 6.7
95％タイル 7.7 8.0 8.5

出所）　北村，中嶋，臼杵（2006）
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の下で基本ポートフォリオが効率的であるか否か
を確かめ，まずそれが効率的なフロンティアー上
にほぼ位置していることを確かめている。その
後，実質な積立金の期待値と2035年末の予定積立
金をもとにショートフォール確率，および下方部
分積率を計算して，その2パラメータの下で依然
効率的であるか否かを確かめている。ところがこ
れら代替的2パラメータ指標の下では現行ポート
フォリオは必ずしも効率的ではなく，より効率的
なポートフォリオが存在することを示唆してい
る。下方部分積率を最小とするようなポートフォ
リオは国内債券58％，国内株式10％，外国債券
18％，外国株式9％，短期資産5％となっている。

② 期待収益率等，リスク等が変化して，いわゆる
構造変化が起きるケース。
まさに100年に一度のリーマン・ショックのよ

うな金融危機の場合には期待収益率，リスク等が
変化している可能性が高い。構造変化が起きたか
否かを確かめることは容易ではないが，もし変化
が確かめられた場合にはポートフォリオの改訂も
必要となる。しかし一般的に構造変化を確認する
ことは極めて困難であり，ともすればポートフォ
リオの改訂も遅れを持つことになりかねない。

ところが年金財政は意外とこの構造変化に対し
て柔軟な構造を持っていることがわかる。それは

（3）式からもわかるが人口の成長率n，国庫負担
率 f を所与とすると，将来の年金財政に影響を与
えるのは r そのものではなく，r–πだからであ
る。公的年金の世界ではこれをむしろ「実質目標
利回り」「実質運用利回り」等と読んでいる。した
がって構造変化で rが低下しても同じ程度に賃金
上昇率πが低下すれば将来の年金財政，より具体
的には将来の c–pに対して何ら影響を与えないこ
とがわかる。すなわちこのような構造変化はマク
ロ経済に対しては重大な結果を与えるが年金財政
に関しては中立的なのである。実際，16年再計算
後でも運用目標 3.2％を「賃金上昇率 2.1％＋
1.1％」と表現されることが多々あるが，それはこ
の実質運用利回り1.1％が重要だからである。
「そもそもこの低金利時代に運用目標を3.2％

（4.1％）とすることは無理であり，それは厳しい
年金財政のつけを無理やり運用に押し付けてい
る」との意見を良く聞くが，あくまで賃金上昇率
が2.1％（2.5％）と想定した場合での運用目標であ
り，仮に現在のような不況で賃金上昇率が0％で
あると想定する場合には目標の利回りは1.1％

（1.6％）でよく，決して無理な目標ではないこと
が理解されよう（カッコ内の数値は21年度再計算
時の数値である）。

この下方への数値改訂の際には各資産の期待収
益率も低下しているのが一般的であるのでポート
フォリオの改訂も必要とするが，改定の程度はそ
れほど大きくはないことがわかる。例えば各資産
のリスク構造（分散，共分散構造）が一定の下，
期待収益率，目標収益率が「階差を維持しなが
ら」低下する場合にはポートフォリオは改訂する
必要がないことを簡単に証明できる4）。

しかし現在の低金利，特に国債の金利の低水準
は幾分異常である。この金融危機時に多くの金融
機関，機関投資家が日本国債に逃避したからであ
る。理由としては流動性確保の意図もあるし，ま
た通貨としての円への信頼もあったからであろ
う。ケインズの言うところの流動性選好である
が，それは貨幣への選好ではなく国債への選好で
ある。加えて日銀のさらなる低金利政策が後押し
している格好になっている。問題はそれが反転し
て国債の金利が上昇する場合であり，その場合に
は国債が売られるので当然キャピタルロスが生じ
ることになる。この過程では景気が回復している
と想定されるので好ましいケースではあるが国債
のウェイトが高いポートフォリオの成果は苦戦す
ることが予想される。賃金上昇率が順調に回復す
ると一定の実質目標利回りを確保することが難し
くなる可能性が生じよう。

Ⅳ　最適運用政策からの含意

これまでは年金財政制度に基づきながら積立金
運用の在り方等を議論してきたが，視点をそこか
ら移して，所与の年金制度にとっての運用の在り
方を理論的に探ってみる。以下で紹介する議論は
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現在のところ必ずしも一般的な理論，考え方に
至っている訳ではないので，位置づけとしては試
論となることを予め断っておく。しかし，この規
範的な議論を紹介することによって現行の制度上
の問題点も浮か上がってくるので見ておこう。

まず当初の（1）式に戻って考えると，それは確
定的なモデルで示されているので定義によってリ
スクが明示的に示されず，この点に限界があるこ
とを確認した通りである。そこで以下ではリスク
を明示的に考慮して再検討する。リスクが避けら
れない下で行うべきは将来の給付を確実に行うこ
とであろう。したがって運用目的は，将来，積立
金が想定外に減少して保険料を上げざるを得なく
なること，あるいは追加的な財政支援が必要とな
ることを可能な限り避けることである。制度的に
は確定給付型年金制度に近い考え方である。した
がって追加拠出は可能な限り少なくし，また必要
な場合にはどこかの世代に集中することなく，広
く浅く安定的に行う必要があろう。

以下，簡単化のため，国庫負担は省略したうえ
で運用対象として収益リスクのある資産，例えば
株式とリスクのない安全資産を想定すると積立金
Aの蓄積は次式で定式化される。

 （4）

ここで，utは t期における株式への配分比率，1-ut

は安全資産への配分比率であり，それぞれの収益
率は株式がdSt/St，安全資産が rf dtである。（4）式
の下段の式は単に書き換えただけであるが，そこ
でのハットのついた変数は財政再計算上計画され
た保険料総額，給付総額である。これらを確定的
な変数として扱う。実際にはそれら変数は労働力
人口成長率，賃金上昇率に依存して決定されるの
で不確実性の高い変数であるが以下では簡単化の
ため確定変数として扱う。

確定給付企業年金等の事前積立型確定給付型年
金の場合には最適化問題は（4）式の上段式を制約

に，将来のCt流列からなる保険料負担額評価を最
小にするように毎期の資産配分比率，およびCtの
流列を求めるのであるが5），ここでは賦課方式が
中心である公的年金での最適化なので，（4）式下
段の式を制約にloss functionである追加保険料負
担額評価の最小化，すなわち

 
（5）

を目的関数とする。ここで，Ct－ Ĉtであり，
は時間選好率，は1より大きなコスト変動回避
係数である。計画期間であるが実際には100年間
を想定しているが簡単化のため無限大としてあ
る。要するに追加的な保険料総額を長期にわたっ
てより少なく，また必要な場合にはより安定的に
確保することを目的とする。

事前積立型年金の場合の解は Siegmann and 
Lucas〔1999〕等によって解かれているので，そ
れを参考に解くと一定の仮定の下で，次のように
得られている。

 

（6）

ここで，Am
tは t年以降（将来）の P̂－ Ĉ流列を安全

利子率で割引いたt年における現在価値である。

は株式投資収益率のリスクプレミアム，
2 はその

分散である。
この両最適解は興味深い。その時点での積立金

AtがAm
t<Atの場合には追加的な保険料は必要とせ

ず，またその場合には全額安全資産で運用すれば
よいことになる。逆にAm

t >Atの場合には追加的な
保険料収入を必要とし，同時に株式運用も必要と
なる。またの水準も重要である。これは標準的
な確定拠出型年金のような運用収益の期待効用最
大化問題におけるリスク回避度に相当する指標で
あり，その場合にはは1未満の値となり，マイ
ナス値で絶対値が大きくなるほど，よりリスク回
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避的となる。本論文のようなloss functionの場合
にはγは1より大きな値となる。追加的な拠出が
よりできにくいような状況をよりリスク回避的と
呼び，γはプラスでより大きな値となる。回避度
が十分に高い場合には（6）式より危険資産には投
資すべきではないとの答えがでる。それを可能と
するには常にAm

t Atとしておき，予定利率を安全
利子率にしておく必要があることがわかる。

ここで実際の年金財政，積立金の運用と比較す
る場合，いくつかの点で確認，検討を要する点が
ある。まずは実際には長期における安全資産がな
い点である。そこで近似として国債金利を安全利
子率と見做し，そのリスクをゼロと仮定する。こ
の想定の下でAm

t を国債の金利を用いて計算する
とAm

t >Atとなることが確かめられる。実際，16年
改正においては国債（長期）金利として3％とし，
かつ rとしては3.2％で計算されているのでこの大
小関係が成り立つ。この結果，3.2％の場合には株
式運用が必要となり，また理論的には毎期，保険
料は（6）式に従って追加していく必要が生じる。
要するにAm

t >Atの場合にはいくら運用で工夫して
も100％確実に給付を実行できるとは限らないと
いう点である。それゆえ不足分の一定割合を追加
的な保険料として毎年少しずつ補填しておく必要
があるのである。

簡単な数値例によって再確認しよう。将来
は初項 から毎年賃金上昇率2.1％で一

定 成 長 す る と 仮 定 す る と ，
となり， となる。もち

ろんAtにはその時点での積立金時価を用いるのが
適当であるがここでは簡便的にこの方法を用い
た。他方，表1の数値を参考に，＝0.018，

2 ＝
0.048，＝2とすると，最適な株式の保有比率は
ut=8.25％となる。これは現在のポートフォリオ
中，内外の株式の合計比率20％より大幅に低く
なっている。

また必要追加保険料を（7）式の両辺をAt で除
して を計算すると約0.37％となる。ここで，

＝0.02と置いている。例えば年金積立金が120兆
円の場合には約0.4兆円が保険料として追加必要
となる。

しかし実際にはこの追加的な保険料は想定され
ていないのでそれが期待できない場合，何をすべ
きであろうか。安全資産運用100％では将来確実
に給付が行き詰まることが目に見えているので，
株式を組み込むことによって将来のある時点で株
価が急上昇してAm

t<Atとなる可能性を探ることで
ある。そのようになったならば，その時点以降は
積立金全額を安全資産で運用することが適当とな
り，この場合には追加的な保険料は一切不要とな
る。株式を組み込むとこのような都合の良いケー
スを期待することが許されるがそれは極めて投機
的な運用政策であることには間違いはない。

Ⅴ　おわりに

年金積立金の運用の在り方に関しては必ずしも
合意がある訳ではない。100％安全資産に近い国
債で運用すべきであるとの意見から，CalPERSや
SWF（Sovereign Wealth Fund）を参考にリスク
資産をより多く含めて積極的に運用すべきであ
る，までかなり幅広く議論されている。いろいろ
な議論がある背景には年金制度を組み込んだ一般
的な運用理論が確立されていないからと思われ
る。それらを収斂させるためにも公的年金におけ
るALM（Asset Liability Management）問題を考
えなければならない。

本論文では公的年金ALMに関する一つの考え
方を提示した。そこでの主たる結論は，「追加的
な保険料徴収が許されない場合には年金積立金は
全額安全資産で運用し，その運用収益で賄えるよ
うな年金給付を企画する必要がある」である。

この側面から実際の運用を見ると高い確率では
ないものの将来の給付が確実に行われない可能性
は残されている，となろう。しかしこの結論は本
論文での仮定にも大きく拠っている。すなわち国
債100％ポートフォリオ運用にはリスクはなく，そ
れに対して現行ポートフォリオでは株式を保有し
ているのでリスクがあるとの位置づけであるが，
実際にはこの二分法は適当ではない。国債に運用
しても金利変動リスクがある以上，厳密には安全
資産とは言えないのである。ある程度のリスクは
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不可避である以上，そこに株式をわずかに加える
余地がでてくる。すなわち，ポートフォリオ全体
のリスクを国債100％ポートフォリオリスクと同
じレベルに限定して，その制約の中で株式を若干
保有して期待リターンを稼ぐのである。このよう
にして構築した現行ポートフォリオはリスクの面
から見れば実質的に国債100％ポートフォリオに
ほかならないのである。長期的な安全資産がない
もとでは完全に運用リスクをヘッジする方法はな
いので現時点での大域的最小分散ポートフォリオ
に近い。おそらく運用としてはこの国債相当の
ポートフォリオで運用し，将来積立金が枯渇した
時点で追加保険料を徴収することが適当となろう。

ところが現行ポートフォリオを国債相当と位置
づけたとしたならば，リーマン・ショックによる
金融危機時にこれほどの大幅なマイナス収益に
なったことは理解しにくい。少なくとも国債
100％ポートフォリオであればそのようなことは
ないと推測されるので実感とは合わない。その
ギャップはどこから来るのであろうかと問えばそ
の答えの一つに「日本株に実際にはリスクプレミ
アムがないから」と推測できる。当然，リスクプ
レミアムを見込んでポートフォリオに組み込んで
いるのであるが実際にはリスクは大きいにもかか
わらずプレミアムがなく，その結果ポートフォリ
オ全体の成果が悪くなっているのがこれまでの経
験である。理論的にはそのような資産は組み込む
べきではないので何とも悩ましく，困った問題で
はある。

注
＊本論文を作成するに当って，年金シニアプラン総

合研究機構における研究成果，本雑誌の執筆者会
議での諸議論，および臼杵政治氏（ニッセイ基礎
研究所）からのコメントが参考になりました。記
して感謝致します。

 1） 　良き例外としては，（財）年金シニアプラン総
合研究所（2009），北村，中嶋，臼杵（2006），本
多（2009），Muralidhar（2008）がある。企業年
金積立金の運用一般に関しては例えば，Blake

（2006）を参照。
 2） 　保険料と年金額等に関しては盛山（2007）がわ

かりやすい。
 3） 　下方部分積率（LPM：Lower Partial Moment）

とは目標値βを下回る値の期待値。
 算式で表すと，

 ．

 4） 　これまでは基本ポートフォリオを策定したな
らば，大きな経済構造変化等がない限り，その
ポートフォリオを維持することが適当となって
いたが，最近，むしろ機動的にポートフォリオを
改訂すべきであるとの考えが台頭し始めてい
る。しかし構造変化の統計的な把握の仕方，リ
バランス・ルールとの関係等，それを実行する際
には解決しなければならない点が多々あると思
われる。

 5） 　この場合の問題の解は次のようになる。
 
 

 
 ここで， であり，一定率gで成長する将来

給付総額の安全利子率による現在価値である。
すなわち，確定給付年金であるので，給付を先
決，確定させるので保険料支払いは当然，経済状
況によって変動せざるを得なくなる。より現実
に即した定式化およびそれに基づく解に関して
は，大森，米澤（2009）を参照。
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マクロ経済変動と社会保障財政
――状態空間モデルによる予測――

畑　農　鋭　矢

I　予測の不確実性と社会保障財政

1	　不確実性を考慮した予測
高齢化に伴う公的年金財政の危機は，学術研究

の場に限らず，一般的にも周知の事実となってき
た。このような一般的認識を培うための土台とし
て，八田・小口〔1999〕に代表されるシミュレー
ション分析が担った役割は大きい。これらの研究
は，高齢化の進行によって公的年金財政がいかな
る影響を被るのかを数量的に予測し，その変化に
伴って必要となる制度変更の妥当性について考察
することで，数々の重要な知見を提供した。

このようなシミュレーション分析において重要
となるのが将来人口の予測である。とりわけ，公
的年金の給付対象となる高齢者の割合など，人口
構造の推移の予測は必要不可欠と言える。その
際，多くの研究で利用されるのが，国立社会保
障・人口問題研究所の将来推計人口であろう。ま
た，現実の世界においても幾度かの制度改革が試
されたが，その方向性を定める際の基礎には，同
じ将来推計人口の予測値があったと推測される。
ところが，わが国の実際の高齢化は，歴史的にこ
の予測を上回る速度で進行してきた。つまり，人
口予測には片方に偏った（楽観的な）系統的誤差
が生じていたと考えられる。制度設計を模索する
ための資料として，このような系統的誤差を可能
な限り排除し，精度の高い（中立的な）予測を行
うことが重要である。

しかし，厄介なことに，予測が平均的に当たれ
ばそれで十分というわけではない。予測には誤差

がつきものであり，そこには不確実性が伴うから
である。したがって，信頼に足る政策立案を行う
ためには，不確実性に対応できるように幅を持っ
た将来予測（予測の信頼区間）を提示することが
必要であろう。Lee and Tuljapurkar〔1994〕は，
従来の高位・中位・低位という3つの推計ではな
く，統計学的手法に基づいて人口予測に信頼区間
を提示する方法を開発した。このような手法に基
づくと，遠い将来ほど誤差が大きくなるので，平
均的な予測値から乖離する可能性を無視できなく
なる。

また，予測に不確実性が伴うという問題は人口
予測に限らない。経済成長率やインフレ率といっ
たマクロ経済変数についても同様のことが言え
る。このことは，加藤〔2006〕や畑農〔2003〕が
示したように，マクロ経済変数の設定を変えると
財政予測が大きく影響されることからも明らかで
ある。より精緻な分析を指向するのであれば，
Lee and Tuljapurkar〔1998〕のように，マクロ経
済変数の予測を確率的に行い，それらの予測を外
生として社会保障財政にかかわる予測の信頼区間
を求めることが必要となる。彼らの計算結果によ
れば，遠い将来の予測においては社会保障財政の
予測に大きな誤差が伴うことがわかっている。

日本についても，鈴木・湯田・川崎〔2003〕が
人口予測の不確実性を考慮し，モンテカルロ法に
より信頼区間を明示して公的年金財政の将来予測
を行っている。確率的なモデルによる分析が一般
化する過程において，このような研究の進展はき
わめて自然なものである。マクロ経済変数の確率
的予測に関する研究は十分に進んでいるとは言え
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ないが，今後，人口予測に限らず，ほかの経済変
数に関する不確実性についても確率的に処理され
る傾向が強まるのではないだろうか。

2	　予測と状態空間モデル
すでに述べたように，政府の予測は偏った誤差

を伴い，系統的に誤ってきた。このような予測は
財政運営を撹乱してきたに違いない。このことを
簡単な数式モデルで考えてみよう。いま，説明さ
れるべき財政変数をG，財政変数の決定要因とな
る変数ベクトルをXとしよう。要因Xが変化した
ときの財政変数Gの反応を表すパラメターのベク
トルをAで表すと，財政変数Gの決定式を，

 （1）

と表すことができる。ただし，右下の添え字は期
を表現している。

予測が系統的に偏った誤差を有しているとき，
いずれかの時点において財政運営は予測の修正を
迫られる。このとき，足下の決定要因Xが不変だ
としても，予測の修正に伴って財政変数Gは変化
するかもしれない。（1）式にしたがえば，要因X
の変化に対する反応パラメター Aは予測（修正）
の影響を受けて変化する可能性がある。このこと
を式で表すと，

 （2）

となり，パラメター Aは時間に依存することにな
る。次期において，どのような予測の修正が行わ
れるのかはわからないとすると，パラメター Aの
期待値は不変であるから，その時間的推移は平均
0の正規分布にしたがうetを誤差項として，

 （3）

のように表すことができる。（2）式と（3）式は状
態空間モデルの最も単純な形式を示している。財
政変数の決定において予測が重要であればあるほ
ど，可変パラメター At の確率的変動は無視でき

ず，（1）式のような時間を通じて不変のパラメ
ターを想定することは妥当ではなくなる。

3	　目的と構成
以上のことを受けて，本稿では状態空間モデル

による社会保障財政の予測を試みる。状態空間モ
デルは，観察可能な説明変数の変動だけでなく，
財政収支決定プロセスの観察できない要因の変化
についても考慮できる点で優れた予測手法である。

以下では，まず，経済理論をバックグラウンド
とした財政収支決定モデルの概要を説明し，その
状態空間表現について議論する。次に，使用デー
タの概要を示した上で，状態空間モデルの推定を
行い，予測の基礎となる統計量を計測する。最後
に，状態空間モデルの推定結果を基礎として，
2050年度までの社会保障財政収支の予測を行う。
その際，予測の平均値だけでなく，その信頼区間
が明らかとなる。終節では，本論の要約と今後の
課題についてまとめる。

II　財政収支の決定モデル

1	　課税平準化仮説
財政収支の決定メカニズムをモデル化した研究

としては，Barro〔1979〕の課税平準化仮説が有
名である。以下では，畑農〔2009〕にしたがって
モデルの概略を説明しよう。まず，t期の政府の
予算制約式を，

 （4）

と表すものとしよう。ここで，dBはネットの債務
残高Bの純増であり，利払いを含む財政赤字Dに
対応する。Gは利払いを除く政府支出，rは時間を
通じて一定と仮定された利子率，Bは期初の政府
債務残高， は平均税率，Yは所得水準である。

（4）式において，課税ベースは所得Yで表されて
いることに注意されたい。

ここで，平均税率の水準が経済に歪みをもたら
すと想定し，歪みによって生じる超過負担が平均
税率 の凸関数とする。合理的な政府は，（4）式
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から得られる異時点間の予算制約の下で超過負担
を最小化することを目的とすると考えられる。こ
のとき，平均税率に関する最適な選択は，

 （5）

となり，t期に予想される各期の平均税率の期待
値が等しくなる。つまり，超過負担を最小化する
ためには，税率を平準化することが求められる。
このことは直感的には以下のように説明できる。
政府はある一時点において税率を低く設定すれ
ば，超過負担を小さくすることができる。しか
し，異時点間予算制約を満たすためには，ほかの
いずれかの時点において税率を平準化された水準
よりも高く設定する必要があり，そのような高い
税率は超過負担を大きくする。ここで，超過負担
が平均税率 の凸関数であることを想起すると，
高税率による超過負担の増加は低税率による超過
負担の減少を上回る。したがって，税率を平準化
された水準から乖離させることは，超過負担の総
和を増やしてしまうのである。

平均税率が平準化された状況において，所得Y
と政府支出Gが恒常的変動部分と一時的変動部分
に分けられることを仮定すると，財政赤字は次式
のように表すことができる。1）

 （6）

ここで，ρ は平均的な経済成長率であり，利子
率と等しいと仮定されている。また，Y *はYの恒
常的変動成分，G*はGの恒常的変動成分を表す。

（6）式の意味は次のとおりである。第1に，政府
支出と所得水準に一時的な変動がない（右辺第2
項と第3項が0の）場合，財政赤字は政府債務残高
のρ の割合となり，このρ が政府債務の増加率と
なる（右辺第1項）。第2に，現実の所得が恒常的
変動成分よりも多いと（税収が増えるので），財政
赤字は減少する（右辺第2項）。第3に，政府支出
が恒常的変動成分よりも多いと，財政赤字は増加
する（右辺第3項）。

2	　景気安定化仮説
しかし，政府は課税平準化が想定するよりも能

動的に行動している可能性もある。たとえば，
Bohn〔1998〕によると，債務残高が持続可能な水
準を超えると，異時点間の予算制約を維持するた
めに，政府は財政収支を黒字方向へ修正し始める
ので，債務残高と財政赤字の間には負の関係が確
認できるはずである。このことは，（6）式におけ
る第1項の効果に対して負の圧力が加わることを
意味する。

別の可能性として，畑農〔2005〕が提示した景
気循環に対する裁量的政策の可能性を指摘するこ
とができる。すなわち，政府が税率を平準化せ
ず，経済の一時的変動に応じて税率を変化させる
ような財政運営を行っているのである。たとえ
ば，不況時に課税平準化を維持せず，減税政策を
実行すれば，（6）式が示唆するよりも大きな財政
赤字が発生する。政府が超過負担だけでなく，景
気不安定化のコストを重視しているとすれば，景
気循環に応じた税率の変動は合理的な意思決定の
結果として生じてもおかしくない。このような状
況では，財政赤字の動向を説明する上で課税平準
化仮説の定式化は妥当しないことになる。2）

以下では，景気安定化の考え方を採り入れた拡
張モデルを紹介しよう。まず，課税平準化と整合
的な税率を *（課税平準化税率）とし，所得水準
がYt = Y *tのとき，税収は *Y *tと表されるものと
しよう。次に，現実の所得が恒常的変動成分から
乖離したとき，現実の税負担がYt －Y *t に対して

*と異なる税率で課されている可能性を考えよ
う。この税率をγ *と書く。γは累進度を表すパラ
メターであり，一時的に所得が増加したときの平
均税率が課税平準化税率よりもどの程度高くなる
のかを規定する。税制が累進的である場合には
γ>1，課税平準化仮説が成立する場合にはγ  =1，
税制が逆進的である場合にはγ  <1である。このと
き，現実の税収は，

 （7）

と表される。（7）式を変形すると，t期の平均税率は
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 （8）

となる。（8）式から，現実の平均税率が課税平準
化税率 *から乖離する現象を理解することがで
きる。すなわち，税制が累進的なケース（γ  >1）
では，好況時（Yt－Y *t >0）に平均税率Tt/Ytが *
より高くなり，不況時（Yt－Y *t <0）に平均税率
Tt/Yt が *より低くなる。課税平準化仮説が成立
するケース（γ  =1）では，（8）式右辺第2項は常
に0であり，平均税率Tt/Ytは必ず *に等しい。税
制が逆進的であるケース（γ  < 1）では，好況時

（Yt－Y *t >0）に平均税率Tt/Ytが *より低くなり，
不況時（Yt－Y *t <0）に平均税率Tt/Ytが *より高
くなる。

以上の税率決定プロセスを用いると，財政赤字
を示す（6）式は次のように書き換えられる。

 （9）

（9）式は課税平準化モデルより得られた（6）式と
ほとんど同じであるが，右辺第2項にγ  が掛かって
いる点が異なる。つまり，所得の変動に対する税
の動きが累進的であればあるほど，つまりγ  が1よ
りも大きいほど，所得の一時的変動に対する財政
赤字の反応が課税平準化モデルの予想よりも大き
なものとなる。逆に，税の動きが逆進的であれば
あるほど，つまりγ  が1よりも小さいほど，所得
の一時的変動に対する財政赤字の反応は課税平準
化モデルの予想よりも小さなものとなる。また，
前述のように，Bohn〔1998〕の議論によると，持
続可能性を回復しようとするときにはρ に対して
負の圧力が加わる。

3　状態空間モデル
景気安定化仮説から得られた（9）式の両辺を所

得水準で除して正規化したものを推定式と考えよ
う。ただし，（9）式のパラメターは一定とは限ら
ない。γ は税の累進度によって変化するし，ρ は持
続可能性を考慮した財政運営に影響される。した
がって，これらのパラメターは時間に関して可変

とし， と表記する。推定式は，

 （10）

となる。ただし，

であり，utは誤差項である。 は形式的には定数
項に相当するが，時間に関して可変である。各パ
ラ メ タ ー の 予 想 さ れ る 値 は，

となり，本節のモデルで説明できない構造
変化は の変動として現出すると予想される。
（10）式の可変パラメター は確率的に変化す

るものと想定しよう。すなわち， を確率的
ショックとして，次のようなパラメターの遷移方
程式，

 （11）

を考える。この世界では，可変パラメター が財
政運営ルールを表しており，この状態が（11）式
にしたがって遷移すると考えるわけである。この
定式化は状態空間モデルにほかならない。
（10）式と（11）式より構成される体系に対して

は，カルマン・フィルターが有効である。その推
定方法には，プレディクション，フィルタリン
グ，スムージングの3つがあるが，ここでは t期ま
でに得られる情報によって t期の行動が決まると
いう合理的期待形成を基礎として，フィルタリン
グを用いるのが適切であろう。ただし，フィルタ
リングによって推定を行うためには，いくつかの
パラメターについて初期値を与える必要がある。
ここでは畑農〔2009〕と同様の手順を踏まえた。
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まず，OLSを適用し，係数や分散を得る。次に，
これらの値を初期条件とし，カルマン・フィル
ターを適用する。さらに，このカルマン・フィル
ターの推定結果を用いて初期条件を変更し，再び
カルマン・フィルターを適用する。この最終ス
テップは，尤度が最大になるまで繰り返され，得
られた係数が最終的な推定値となる。

III　状態空間モデルの推定

1	　使用データ
社会保障部門のデータを得るために，国民経済

計算の一般政府の部門別勘定を利用した。この分
類によると，中央政府，地方政府，社会保障基金

（以下，社会保障部門）の別にデータを入手でき
る。期種として会計年度を採用したが，政府部門
別データの入手可能性の制約から，サンプル期間
は1970年度から2008年度である。ただし，ストッ
ク変数については暦年末の値しか入手できないた
め，前暦年末の値を採用した。また，すべての変
数は国内総生産デフレータによって実質化を施し
た。推定の際にはGDP比をとっているので影響
はないが，恒常的変動成分の抽出にあたって実質
化された変数を用いるためである。所得には国内
総生産を利用し，政府支出は当該部門の最終消費
支出と総資本形成の合計とした。

分析の焦点となる財政赤字には，1980年度以降
は純貸出（+）／純借入（－）にマイナスを掛けた
もの，1979年度以前については貯蓄投資差額にマ
イナスを掛けたものを採用した。この点には若干
の留意が必要である。一般に，社会保障の収支と
して議論されるのは，保険料と給付の差額であ
り，貯蓄投資差額ではないからである。本稿の使
用データにおいて，保険料と給付の差額は貯蓄に
現れていることになる。政府債務については，負
債から金融資産を控除したネットの額を用いた。

国民経済計算を利用した多くの研究と同様に，
本稿の分析も統計の改訂の影響から，データの連
続性確保に腐心した。最近では，2004年度確報に
おいて2000年基準への改訂がなされ，この基準で
のデータは1980年度以降しか入手できない。より
長期のデータセットを整備するためには，旧来の
68SNAに依拠するほかないが，この基準では1998
年度までのデータしか入手できず，最近時点が
サンプルから抜け落ちてしまう。そこで，データ
の連続性を考慮しながら，長期の時系列データを
確保するために，以下のような手順を採用した。
まず，2008年度確報（93SNA・平成12年基準）に
よって，1980年度～ 2008年度のデータを入手す
る。次に，このようにして得た1980年度の値を
ベースに，1998年度確報（68SNA）のデータから
計算した変化率を用いて1979年度以前の値を後ろ
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図1　財政赤字対GDP比
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向きに算出する。ただし，財政赤字については，
各確報に基づいて計算されたGDP比をそのまま
利用した（図1）。

残された問題は，所得と政府支出の恒常的変動
成分Y *，G*の作成方法である。第1の方法は，移
動平均にもとづいて算出された確定的トレンドを
恒常的変動成分と考えるものである（MAと略

記）。この場合，次のような手順にしたがった。そ
れぞれの成長率の5期移動平均を算出し，それをト
レンド成長率とした（第1ステップ）。次に，初期
時点の1970年度に現実の値を与えて，第1ステッ
プで算出したトレンド成長率にしたがって終期ま
での水準を計算した（第2ステップ）。さらに，現
実値の期間合計と恒常的変動成分の期間合計が等
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図2　一時的変動成分の計測手法による比較：GDP
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図3　政府支出の一時的変動成分
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しくなるように，1970年度の初期値を修正し，第2
ステップの計算を再び行った（第3ステップ）。第
3ステップにおいて現実値の期間合計と恒常的変
動成分の期間合計が等しくなるように得られた系
列を所得と政府支出の恒常的変動成分とした。第
2の方法は，Hodrick and Prescott〔1997〕で発案
されたHPフィルターである（HPと略記）。HPフィ
ルターのパラメターλ については100を与えた。第
3の方法は，Kitagawa and Gersch〔1984〕により
展開されたカルマン・フィルターを応用した平滑
化手法で，Decompと呼ばれる（DCと略記）。ラグ
次数の決定にはAIC基準を採用した。

図2は，実質GDPに上述の3手法を適用し，一
時的変動成分が実績値に占める割合を示したもの
である。この推移は景気循環に対応していると想
定されるが，手法によって異なる結果が得られる
ことがわかる。手法の優劣を断じることは難しい
ため，3つの手法を適用した場合の結果を比較す
ることが妥当である。結果として，どの恒常的変
動成分を用いるかによって推定パラメターは影響
を受けるが，その差異はそれほど大きなものでは
なかった。そこで，以下では，HPによる計測結果
のみを示すこととする。図3には一般政府と社会
保障部門の政府支出から抽出された一時的変動の
実績値に占める割合が示されている。政府の中で
も，一般政府と社会保障部門ではその推移がかな

り異なることがわかる。

2	　推定結果
それではカルマン・フィルターによる推定結果

を確認していこう。ここで得られた推定値のうち
一般政府の結果は，ほぼ畑農〔2009〕の第9章と
同じであるが，社会保障部門との比較のために掲
載している。また，前述のように，恒常的変動成
分の抽出方法にHPフィルターを用いたケースの
みを示している。他の抽出法によると，幾分推定
値が異なる場合は見られるものの，時系列的な推
移はほぼ同様である。

図4は定数項に相当する の推移を示したもの
である。この項は，ほかの諸要因が0のときの財
政赤字の基調を表していると考えていいだろう。
図によれば，赤字国債の発行が常態化した1970年
代半ば以降，一般政府の財政赤字対GDP比が2 ～
3％の赤字基調へシフトしたのに対して，社会保
障部門の財政は一貫して2 ～ 3％の黒字基調を
保っている。この点のみに注目すれば，社会保障
財政の基本的スタンスは大きな変化を見せていな
いことになる。

図5は政府債務bの係数を示している。この数値
は予想される経済成長率ないし利子率を表してい
るというのが標準的な課税平準化モデルの枠組み
である。しかし，Bohn〔1998〕によれば，政府が
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財政運営の持続可能性を回復しようと努めるとき，
この係数にはマイナス方向への圧力がかかるはず
であり，推定値の大きな変動はそのことを示唆して
いる可能性が高い。一般政府部門においては，赤
字国債依存の進んだ1970年代後半にパラメター値
は急上昇し，バブル期までは財政再建の動きを反
映して低下を続けた。バブル崩壊以降においては
財政状況の悪化を反映するように反転上昇し，
1990年代末以降は緩やかに低下しつつある。それ

に対して，社会保障部門では1980年代半ばにやや
上昇が見られるものの，概ねマイナスの範囲にあ
り，持続可能性は維持されてきたと考えられる。

図6は課税平準化や景気安定化の程度を測る
YVARの係数を示したものである。一貫して，一
般政府の値は社会保障部門の値よりもかなり大き
いが，両者の時系列的推移は比較的似ている。社
会保障部門に限れば，1980年代半ば以降，課税平
準化モデルないし景気安定化モデルとの親和性が
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図5　 （bの係数）の推移
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高くなった。この時期は基礎年金導入と重なる
が，この頃に社会保障財政の運営に変化が生じた
可能性を指摘できるだろう。ただし，一般政府と
異なり，1990年代末以降，このパラメター値が大
きく上昇した形跡は見られない。それどころか
2006年度には値の急低下が確認されている。この
変化が一時的なものなのか，永続的なものなのか
は現段階で判断することが難しい。

図7は，GVARの係数を示している。この推定値
の推移は一般政府と社会保障部門で大きく異な
る。一般政府では，ほぼ課税平準化モデルないし
景気安定化モデルの枠組みで説明できるが，社会
保障部門では1980年代初めまで負だったものが
徐々に上昇してきている。21世紀に入ると，ほぼ
課税平準化仮説と整合的であるが，その値は一般
政府に比べるとかなり小さい。このことは，社会
保障の収支として議論されるのが，保険料と給付
の差額であり，貯蓄投資差額ではないことに関係
しているだろう。つまり，社会保障部門の保険料
と給付の差額は貯蓄に現れており，これがYVAR
の影響を受ける。他方で，消費と投資から成る社
会保障部門の政府支出が収支に及ぼす影響は相対
的に小さいのである。

IV　状態空間モデルによる予測

以上で得られた状態空間モデルの推定結果に基
づき，社会保障財政の将来予測を試みよう。状態
空間モデルの観測方程式は（10）式で表されるか
ら，3つの説明変数と4つのパラメターを設定でき
れば予測が可能となる。

ただし，ここでは単純な点推定ではなく，信頼
区間を明示した確率的予測を行う。そのため，3
つの説明変数と4つのパラメターの変化を正規乱
数で表現し，モンテカルロ法により社会保障部門
の財政赤字を予測しよう。手順は以下のとおりで
ある。第1に，YVARとGVARおよび観測方程式の
誤差項uについて，1970 ～ 2008年度の平均値と標
準偏差に基づいて正規乱数を発生させる。第2
に，状態空間モデルの推定で得られた4つのパラ
メターの遷移を表す誤差項の標準偏差を用いて平
均0となる4つの正規乱数を発生させる。この乱数
を利用して，4つのパラメターの確率的予測値を
得る。第3に，純債務の対GDP比bについては，
蓄積過程を考慮して，
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として逐次計算した。
このような手順により1000回の試行を繰り返し

た結果，図8のような予測値と95％信頼区間を得
た。図を見ると，平均が0％近辺で安定している
のに対して，信頼区間は遠い将来ほど拡大してい
くことがわかる。2050年度においては約13％の黒
字から3％強の赤字まで，その幅はおよそ16％に
も及ぶ。つまり，長い期間の予測を考えなければ
ならない場合ほど，点推定には問題が生じる。数
十年単位では，信頼区間の幅は相当に広く，平均
値による予測のみでは不確実性に十分対処できな
いと考えられる。

その他，モンテカルロ・シミュレーションによ
る分析で，以下の2点が判明した。

第1に，4つのパラメターの確率的変動は予測に
とってきわめて重要である。仮に，遷移方程式の
誤差項について標準偏差を0とすると，すなわち
OLSの推定のようにパラメターを固定すると，予
測の信頼区間は時間の経過にあまり影響を受け
ず，図8のような信頼区間の拡大傾向は消失す
る。不確実性は観測されない要因によっても生じ
ると考えられるので，予測の不確実性を正確に把

握するためには，状態空間モデルに基づく確率的
予測が望ましい。

第2に，4つのパラメターのうち，もっとも影響
の大きなものは純債務の対GDP比bのパラメター
であった。この項は債務の蓄積過程の影響を示し
ており，直感的にも納得できる結果である。この
パラメターは，持続可能性を回復するための財政
運営とも密接に関係しており，ほかの変数やパラ
メターとの相関を検討するなど，モデルの改善が
期待される。

V　まとめ

本稿では状態空間モデルによる社会保障財政の
予測を試みた。状態空間モデルは，観察可能な説
明変数の変動だけでなく，財政収支決定プロセス
の観察できない要因変化についても考慮できる点
で優れた予測手法である。また，予測において，
点推定ではなく，信頼区間を明示した確率的予測
を行える点も特筆すべきであろう。とりわけ，不
確実性を無視できない長期の予測においては，信
頼区間を明示することは極めて重要である。

本研究の分析結果によると，2050年度までの社
会保障部門の財政収支は平均が0％近辺で安定し
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図8　財政赤字対GDP比の予測
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ている。しかし，信頼区間は遠い将来ほど拡大し
ており，2050年度における幅はおよそ16％にも及
ぶ。つまり，長い期間の予測を考えなければなら
ない場合ほど，点推定には問題が生じる。また，
状態空間モデルの特徴であるパラメターの確率的
変動は予測にとってきわめて重要である。仮にパ
ラメターを固定して推定を行うと，予測の信頼区
間は時間の経過にあまり影響を受けず，時系列で
の信頼区間の拡大傾向は消失する。不確実性は観
測されない要因によっても生じるから，予測の不
確実性を正確に把握するためには，状態空間モデ
ルに基づく確率的予測が望ましい。

もちろん，本稿の分析には課題も多い。ここで
は3つの点を指摘しておこう。第1に，考慮されて
いない説明要因が残されている。とりわけ，社会
保障財政にとって高齢化要因は無視できない。現
状では，このような取り込まれていない要因はパ
ラメターの変化として表されていると考えられる
が，明示的に考慮できる説明変数は観測方程式に
取り込むべきであろう。第2に，社会保障財政の
収支として通常議論されるのは，保険料と給付の
差額であるのに対して，ここで分析対象となった
のは貯蓄投資差額であった。社会保障財政の動向
を検討するためには，むしろ移転項目である保険
料と給付について状態空間モデルを構築すべきで
あろう。第3に，パラメターの変動を決める遷移
方程式をランダム・ウォーク過程として表現した
が，パラメターによっては適切ではないかもしれ
ない。本稿のモデルに即して言えば，純債務の対
GDP比bのパラメターである。このパラメターは
持続可能性に対する政府の態度を反映するので，
過去の政府債務や財政赤字の動向と何らかの関係
があると推測される。このような遷移方程式の精
緻化は今後の重要な課題と言えよう。

付記
本稿の作成にあたり，本特集号の研究会におい

て参加者の方々から多くの貴重な助言を頂戴し

た。ここに記して感謝したい。むろん，残る誤り
は筆者に帰する。

注
 1） 　導出の過程は畑農（2005，2009）を参照のこと。
 2） 　ただし，同様の現象は自動安定化装置（ビルト

イン・スタビライザー）によっても生じることに
注意が必要である。
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マイクロシミュレーションモデルを用いた
公的年金の所得保障機能の分析

稲　垣　誠　一

I　はじめに

高齢化社会の不安を解消し，国民全員が年金を
受け取ることができるよう，公的年金制度の一元
化や最低保障年金の導入などを柱とした年金制度
改革が検討されている。しかしながら，我が国の
公的年金制度は，社会保険方式としての国民年金
制度が導入されてからすでに50年近くが経過し，
現行制度からのスムーズな移行は容易ではなく，
また制度の設計によっては新たな巨額の負担が生
じる恐れもあり，だれもが納得できる制度改正は
容易ではない。

公的年金制度の主たる目的は，いうまでもなく
老後の所得保障である。今後，急速に高齢化が進
行していく中で，低所得・低年金の高齢者の増加
が懸念されている。しかしながら，低所得・低年
金の高齢者の現状は把握されているが，今後その
ような高齢者がどれくらい増加していくのか，現
行の年金制度では高齢者の貧困の問題は本当に解
決できないのか，制度改革の前提となる基本的な
将来見通しが全く示されていない。

このような貧困率の将来見通しは，厚生労働省
が実施している財政検証のようなマクロ的なシ
ミュレーション手法では示すことができない。ま
た，いくつかのモデル的な家計のみを取り上げた
所得代替率の比較は行われているが，これによ
り，どのようなパターンで貧困に陥るかを示すこ
とはできたとしても，定量的にどれくらいの高齢
者が貧困層となるのかを示すことはできない。

この種の推計に必要なミクロレベルのシミュ

レーション手法としては，マイクロシミュレー
ションモデル1）が知られており，欧米諸国やオー
ストラリアなどの先進諸国では，このようなモデ
ルを用いた政策評価のためのシミュレーション研
究2）が数多く行われている。マイクロシミュレー
ションモデルには，導入時の効果を測定するスタ
ティックモデルとダイナミックモデルがあるが，
年金制度のような長期にわたる政策の評価にはダ
イナミックモデルを用いる必要がある。

本稿では，日本社会のダイナミック・マイクロ
シミュレーションモデルINAHSIM（Integrated 
Analytical Model for Household Simulation）3）を
用いて，公的年金制度の所得保障機能が将来にわ
たって維持されているかどうかについて，高齢者
の所得分布や同居家族の変容の様子の将来推計を
行うことにより，その政策効果を示すことを目的
とする。

II　研究の方法

1	　マイクロシミュレーションモデルとは
マイクロシミュレーションモデルとは，人々，

世帯，乗り物，会社など，個体単位（agent）で動
作するモデリング技法である。各個体には，識別
番号と関連する属性（性，年齢，配偶関係，就業
状態など）が付与され，与えられたルールによ
り，状況変化や個々の行動（behavior）による属
性変化をモンテカルロ法によりシミュレートする
ものである。いわば，コンピュータ上に仮想社会
を構築し，その仮想社会が現実の政策や個々人の
行動により，どのように変化していくかを観察す
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る社会実験のためのツールである。したがって，
政策変更などを行うとき，その政策変更が将来実
社会にどのような変化をもたらし，人々の生活に
どのような効果がもたらすのか，事前に定量的な
評価を行うことが可能となる。なお，社会保障制
度や税制改革など，個々人に対する社会政策の評
価を目的とする場合には，その政策の対象となる
家計（人々や世帯）を単位としたモデルが利用さ
れる。

モデルを動かすためのルールには，決定的な
ルール（deterministic）と確率的なルール（sto-
chastic）の二種類がある。前者は，税負担額，社
会保険料，新規年金裁定額，物価スライドなど，
現実社会の制度に従って決定され，個々人の選択
の余地がないものである。これに対して，後者
は，死亡，結婚，出産，就業，稼働所得，老親と
の同居，国民年金保険料の納付行動，施設への入
所など，個々人の選択可能な行動を規定するルー
ルである。これは，遷移確率（transition probabil-
ities）と呼ばれ，現実のデータに基づいて推定され
たハザードモデル，ロジットモデル，プロビット

モデルなどで与えられる。
また，マイクロシミュレーションモデルは，ス

タティックモデルとダイナミックモデルとに大別
され，前者が一時点の政策変更の効果などを測定
するモデルであることに対して，後者は将来に向
かってシミュレーションを行うモデルであり，前
者のモデルを拡張したものとなっている。一般
に，スタティックモデルは，税制改革や子ども手
当の導入など，一時点の政策評価のみでも十分で
あるものに対して適用されることに対して，ダイ
ナミックモデルは，年金制度改革など長期にわた
る政策効果の測定が必要なものに利用される。

したがって，ダイナミックモデルでは，確率的
なルールが決定的に重要な役割を持っており，こ
の個々人の行動を表現するルールをどのように推
定し，選択するかが重要なカギとなる。一方，ス
タティックモデルでは，単に政策変更の個々の世
帯や個々人への評価にのみに用いることを目的と
することが多く，この確率的ルールを利用しない
ことが多い。こうしたことから，ダイナミックモ
デルは，スタティックモデルに比べて大規模で複

図1　INAHSIMのシミュレーション・サイクル
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雑なモデルになるだけでなく，計量経済学，家族
経済学，人口学，労働経済学，あるいはコン
ピュータ技術など多分野にわたる知見が必要にな
ることから，一般的には，その開発は組織的に行
われている。

コンピュータ上の仮想社会は，住民基本台帳や
年金記録などの行政データが利用できる場合には
それに基づいて作成されるが，現実には調査・研
究目的には利用が認められないことのほか，健康
状態や介護状態，所得や貯蓄など個々人や世帯の
さまざまな属性が含まれていないことから，通常
は，世帯を単位としたサンプル調査の個票から作
成されることが多い。我が国では，国民生活基礎
調査や全国消費実態調査などがそのソースとなり
うるが，国民生活に関する広範な属性が調査され
ている国民生活基礎調査が最も適切と考えられ，
INAHSIMでは，国民生活基礎調査の個票4）を用
いて初期値人口の作成を行っている。

マイクロシミュレーションモデルは，現実社会
で日々発生するさまざまな事象を取り扱うことと
なるが，本稿では図1に示す事象を取り扱ってい
る。まず，人口動態事象としての結婚，出生，死
亡，離婚及び国際人口移動があり，世帯移動で
は，子どもの親元からの独立（若年の離家）や別
居していた両親との同居（老親との同居）などが
含まれる。世帯・家族の動きは，これらのプロセ
スで基本的に完結する。そして，個々人の社会経
済属性の変化に関するシミュレーションが実行さ
れる。たとえば，教育・訓練，就業状態の遷移，
稼働所得の変化，ハウジング，家計支出，資産・
負債の変化，税負担・社会保障負担の推計，年金
などの社会保障給付，健康状態の変化などであ
る。これらの社会経済属性は，政策シミュレー
ションの目的に応じて必要なものを追加すること
となるが，所得水準など人口動態事象や世帯移動
の意思決定と密接に関連するものについては，最
初から含めておく必要がある。

2	　政策シミュレーションへの応用
政策シミュレーションは，ベンチマークとなる

基本シミュレーション結果と政策変更をした場合

におけるシミュレーション結果を比較することに
よりその評価が行われる。基本シミュレーション
は，現行制度と個々人の行動が基本的に変化しな
いものとしたベースラインシナリオに基づいて実
行される。政策変更をした場合には，決定的ルー
ルだけでなく，個々人の行動にも変化を及ぼすこ
とが考えられることから，その影響を考慮した確
率的ルールの想定5）が必要となる。

政策シミュレーションとしては，さまざまな社
会政策がその対象となる。たとえば，年金，医
療，介護，福祉といった社会保障制度，税制，教
育政策，労働政策などがあげられる。たとえば，
高齢者の所得分布が将来にわたってどのように変
化していくかについてシミュレーションを行うこ
とにより，公的年金制度が高齢期の所得保障機能
を十分に有しているかどうかの評価が可能にな
る。要介護者のいる世帯の家族構成，就業状況，
所得などのシミュレーションを行うことにより，
介護サービスが十分に供給されているかどうか
を，また，生活保護のニーズの観点からは，本人
や同居者の所得だけでなく，別居している親族の
社会経済属性をシミュレートすることになる。女
性の継続就業に対する阻害要因を除去した場合に
おける将来の経済社会への影響度も，ミクロレベ
ルから評価ができるであろう。さらに，シミュ
レーション結果がパネルデータとして得られるこ
とから，世代間・世代内の生涯所得や負担の分布
などを推計することができ，格差問題からのアプ
ローチも容易にできることになる。

このように，マイクロシミュレーションモデル
は，他のモデルでは困難な「分布」というミクロ
レベルでの効果測定が可能であり，事前の政策評
価を詳細に行うための強力なツールとなる。とり
わけ，年金制度改革のように長期にわたる経過措
置が必要な制度では，その効果が何年後くらいに
顕著に現れてくるのか，経過期間中の政策評価を
詳細に行うことも可能である。

3	　年金制度改革の政策シミュレーション
公的年金制度は，高齢期の所得保障が重要な機

能6）の一つである。この高齢期の所得保障の観点
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からは，高齢者の生活水準が制度の機能を評価す
る上で重要な指標となる。この指標をメルクマー
ルとして，現行制度の問題点を明らかにし，改革
案がその問題点に対してどの程度の効果があるか
を測定することがこの政策シミュレーションの目
的となる。

高齢者の生活の最も重要な柱は公的年金7）であ
るが，このほかに，本人の稼働所得，財産所得，
貯蓄・持ち家などの資産，同居家族による私的扶
養，仕送りなどがある。本来は，これらの状況を
すべて考慮した上で，公的年金の所得保障機能を
検討すべきである。しかしながら，現在のバー
ジ ョ ン の マ イ ク ロ シ ミ ュ レ ー シ ョ ン モ デ ル
INAHSIMには，これらの属性がすべて含まれて
いるわけではないため，公的年金のほかは，本人
の稼働所得と同居家族による私的扶養のみを考慮
して高齢者の生活水準を評価することとする。

具体的には，65歳以上の高齢者のいる世帯の世
帯員全体の所得を世帯人員の平方根で除した等価
所得をその高齢者の生活水準の指標とする。もち
ろん，高齢者によっては，貯蓄の取り崩しによって
生計を立てているケースもあり，年金などのフ
ローの所得のみで評価することは必ずしも十分で
はない。しかしながら，表1に示すように，年金額
が少ない高齢者世帯では，貯蓄額の中央値が113万
円，第3四分位でも500万円に過ぎないことから，
大半は貯蓄の取り崩しによって生計を立てること
は困難である。したがって，高齢者の貧困の問題
を考える場合には，フローの所得のみで論じたと
しても，かなりのインプリケーションが得られる
と考えてよい。

そこで，本稿における年金制度改革の政策シ
ミュレーションでは，高齢者の等価所得を評価基

準とするが，公的年金制度の所得保障機能をより
詳細に評価する観点から，これを公的年金による
公的扶養と同居家族による私的扶養に分解するこ
とを試みる。この結果，高齢者の生活を支える上
で，何が重要であるか明らかにすることができる。

さらに，年金制度改革は，一般的には，長期に
わたる経過措置の導入が不可避である。最終的な
姿については様々な評価が行われているが，ここ
では，マイクロシミュレーションモデルの特長を
生かし，経過措置期間中の所得保障機能について
の評価に重点を置くこととする。具体的には2030
年までの20年間の間に高齢者の生活水準がどのよ
うに変化し，それに対して，公的年金がどのよう
な役割を果たすことができるのかという点に着目
することとする。

III　2030年における高齢者の姿と
年金制度改革

1	　ベースラインシナリオによる	
シミュレーション

ベースラインシナリオは，政策変更や個々人の
選択行動が変化したときの影響を評価するための
ベンチマークとなるものである。このシナリオで
は，原則として2005年時点の個々人の行動が将来
にわたって変化しないとしている。ただし，死亡
率や初婚率の低下傾向，女子の労働力率の上昇な
ど，他の政府の公式の将来推計で採用されている
基本的な前提条件については，整合性を確保する
観点からベースラインシナリオに取り込んでい
る。その結果，図2および表2及びに示すように，
INAHSIMのシミュレーション結果と公式推計結
果はほぼ一致している。すなわち，このベースラ

表1　高齢者世帯の貯蓄額の分布
 （万円）

年金受給額 第 1 四分位 中央値 第 3 四分位 平均値

100 万円未満     0 113    500    747

100 万円以上 180 600 1,600 1,467

注）　平成16年国民生活基礎調査より，筆者推計。
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月推計）』（国立社会保障・人口問題研究所2007）による。

図2　年齢3区分別人口の将来見通しの比較

表2　世帯数（施設世帯を除く）の将来見通しの比較

シミュレーション結果 公式推計

人口 
（千人）

世帯数 
（千世帯）

平均 
世帯人員

人口 
（千人）

世帯数 
（千世帯）

平均 
世帯人員

2004 126,570 49,307 2.57 — — —

2010 126,037 50,800 2.48 124,460 50,287 2.47

2020 121,204 51,483 2.35 119,039 50,441 2.36

2030 113,193 50,085 2.26 110,637 48,802 2.27

2050   92,810 43,348 2.14 — — —

2075   66,153 32,318 2.05 — — —

2100   46,153 22,786 2.03 — — —

注）　 シミュレーション結果は，INAHSIMにより，筆者推計。公式推計は，『日本の世帯数の将来推計』（国立社会保障・
人口問題研究所2008）による。
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インシナリオによるシミュレーション結果は，我
が国の将来における経済社会の「中位推計」とみ
ることができ，この状況が望ましい状況であるか
どうか，改善する点があるかどうかが政策評価の
判断基準となる。

2	　2030年における高齢者の姿
公的年金制度が有する高齢期の所得保障機能に

ついて評価するために，いわゆる団塊の世代が80
歳を超え，高齢者の中でもさらに高齢の者が急増
する時期である2030年にターゲットをおいて，①
高齢者が受給する公的年金額の分布（公的扶養），
②同居家族形態別の高齢者数（私的扶養），③高齢
者の等価所得の分布（生活水準）の中長期的な将
来見通しを示すことにより，現行制度が将来にわ
たって十分な生活保障機能を果たすことが期待で
きるかどうかについて考察を行う。

（1） 高齢者の年金額の分布（公的扶養）
図3は，現行の年金制度を維持した場合におけ

る高齢者の年金額の分布について，2004年と2030
年を比較したものである。2030年では，二つの
ピークが観察されるが，第一のピークは第1号被
保険者であった者または遺族年金を受給していな
い第3号被保険者であった者を中心に形成されて
おり，第二のピークは第2号被保険者であった者
または遺族厚生年金の受給者によって形成されて
いる。

第一のピークまでをみてみると，高齢者数が増
加していく中で，50万円未満といった低い年金額
の高齢者が減少していくことが分かる。これは，
1985年改正によって女性の年金権が確立され，夫
の厚生年金の一部が基礎年金として妻の名義に振
り替えられたため，女性の低年金・無年金が減少
していくことがその要因の一つと考えられる。さ
らに，1985年改正以前の加入期間が長い高齢者女
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図3　2004年と2030年における年金額の分布の比較
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性は，夫が存命中は自分名義の年金が無いか少額
のケースが多いが，夫の死亡による寡婦が増加
し，これらの者が遺族厚生年金の受給者になるこ
とも寄与していると考えられる。

一方，第二のピーク以降をみてみると，100万
円台の年金受給者が大幅に増加することに対し
て，250万円を超える年金受給者の数が大幅に減
少していくことが分かる。これは，基礎年金の導
入や年金額の適正化に伴う男性の年金水準の低下
が寄与しているものと考えられる。

すなわち，2004年から2030年までの年金額の分
布の変化をみると，基礎年金制度の導入効果によ
り，低年金の者と高額の年金を受給する者が相対
的に減少し，高齢者間における年金額の格差が縮
小していくことを示している。もちろん，未納・
未加入の者も少なからず存在しているため，低年
金・無年金の問題が解消するわけではないが，年
金額の分布をみる限りにおいては，少なくとも現
時点より悪化することにはならないと見込まれる。

（2） 高齢者の同居家族（私的扶養）
図4は，高齢者の同居家族の見通しを，施設入

所者のほか，一人暮らし，夫婦のみの世帯，子ど
も夫婦との同居，配偶者のいない子との同居，そ
の他の世帯に区分して，その構成割合の将来見通
しをみたものである。夫婦のみの世帯や子ども夫
婦との同居の割合が低下していくことに対して，
一人暮らしの割合の増加が著しい。施設入所者の
割合も，さらなる高齢化によって上昇が見込まれ
る。家族と同居していない一人暮らしと施設入所
者の合計の割合をみると，2004年の19.8％から
2030年には29.7％と9.9ポイントの増加となる。こ
の間，高齢者人口は2503万人から3694万人まで増
加すること 8）から，その実人員は，496万人から
1097万人と倍増することとなる。

また，配偶者のいない子と同居している高齢者
も大幅に増加する。この「配偶者のいない子」
は，現時点のパラサイト・シングルの将来の姿で
あるケースも多い。非正規就業などによって十分
な経済力がないことから親元から独立することが
できず，親同居未婚のままの状態で両親が高齢者
になったケースである。この場合，子の経済力を
あまり期待できないことから，私的扶養が十分に
行われるかどうかについてはかなり疑問が残る。
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図4　家族形態別・高齢者数の構成割合の将来見通し
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このように，家族と同居していない一人暮らし
や施設入所の高齢者の増加，子と同居していると
いっても，経済力に不安のある配偶者のいない子
との同居の増加が見込まれる。その結果，かつて
高齢者の生活保障の中心であった私的扶養につい
ては，その機能の大幅な低下が避けられないもの
と考えられる。

（3） 高齢者の等価所得の分布（生活水準）
このように，高齢者の同居家族の変容は著しい

ものがあり，将来の高齢者の生活水準を考える場
合，単純に年金額の分布を比較するだけでは不十
分であり，ここでは高齢者の等価所得を考察する
こととする。

図5は，その等価所得の分布の将来見通しを表し
たものである。2004年では，子との同居も多く，
大きな広がりを持つ分布であったが，2030年で
は，100万円台後半にピークを持ち，100万円を下

回る層も相当数に上る分布になることが見込まれ
る。今回のシミュレーション結果によると，2030
年における等価所得の中央値は300万円程度と見
込まれることから，いわゆる貧困層に分類される
高齢者数が大きく増加することとなる。低年金・
無年金者を中心に公的年金水準の底上げが図られ
たにもかかわらず，貧困層に分類される高齢者数
が大きく増加するのは，一人暮らしの高齢者が増
加など同居家族の著しい変容により，子との同居
などによる私的扶養が縮小していくためである。

3	　基礎年金の改革案（税方式）の	
所得保障機能

現行の公的年金制度を維持した場合におけるシ
ミュレーション結果によると，いわゆる貧困層に
分類される高齢者数が大きく増加することが示さ
れた。この増加する貧困層に対して，これまでに
提案されている税方式化を念頭に置いた年金制度
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図5　2004年と2030年における等価所得の分布の比較
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改革案がどのような効果を有しているかについ
て，マイクロシミュレーションモデルを用いてそ
の評価を試みる。

本稿で考察する年金制度改革案9）は，65歳から
税方式の基礎年金を支給する方式であるが，これ
までの保険料納付実績に対する経過措置について
3つの方式を考慮している。A案は納付実績を考
慮しない一律給付，B案は未納期間に相当する給
付を減額，C案は納付期間に相当する給付を上乗
せするという方式である。したがって，最終的な
姿はいずれも同じであるが，経過措置期間中は，
これらの3案の所得保障機能に大きな違いが観察
されるはずである。

図6は，これらの3案に加え，A案を75歳以上に
適用し，75歳未満は現行制度を維持するという別
案10）を含めて，2030年における等価所得の分布を
比較したものである。現行制度では，高齢者の貧
困層が増加するというシミュレーション結果が得

られており，この貧困層がどれだけ削減できるか
が，年金制度改革案の所得保障機能を検証する際
のポイントとなる。

まず，B案は，ほかの案と違い，貧困層について
ほとんど低減効果がみられない。これは，B案で
は，今後の加入期間のみを年金額に反映するとい
う考え方であり，現時点での受給者だけでなく，
受給間近の者に対してはほとんど改正効果がない
ためである。B案は，一見，公平で合理的な改正案
のようにみられるが，実は高齢者に対する所得保
障機能が効果を発揮するためには，相当な期間を
必要とする仕組みであることに留意が必要である。

次に，A案は，貧困層を削減する効果は大き
く，追加費用（社会保障国民会議2008）もそれほ
ど大きなものとはなっていない。しかしながら，
A案では，過去の保険料の納付実績を無視するこ
とから，まじめに保険料を納付してきた者も，
まったく保険料を納付しなかった者も生涯同じ年
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図6　2030年における等価所得の分布の比較
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金額ということになり，公平性の観点から納得さ
れるものとは考えられない。

C案についても，A案と同様，貧困層を削減す
る効果は大きいと見込まれる。しかしながら，C
案は，一律の基礎年金に過去の納付期間に相当す
る給付を上乗せするという考え方であり，巨額の
追加費用が見込まれる。さらに，等価所得の分布
が全体的に右にシフトするように，高所得者に対
してもさらなる給付を行う仕組みとなっている。
貧困層の削減効果はあり，年金受給者間の公平性
は確保されるが，この追加費用が，現役世代に大
きな負担としてのしかかることから，少なくと
も，世代間の公平性という観点から理解されると
は考えられない。

最後に，別案は，A案やC案ほどではないにし
ても，貧困層の削減効果は大きいと見込まれる。
これは，別案では，75歳以上の高齢者にのみA案
を適用するものであるが，75歳以上の貧困層の人
数ウエイトが大きいために，見かけ以上に大きな
効果が得られることを示している。また，保険料
の納付実績に対する公平性の確保の問題はほとん
ど生じない。75歳未満の高齢者の基礎年金に過去
の納付実績が反映されるからである。実際，65歳
から74歳までの10年間の基礎年金給付は約800万
円であり，40年間の保険料拠出総額11）を上回って
いる。さらに，巨額の追加負担は発生しない。も
ちろん，75歳以上の高齢者に対して満額の基礎年
金で下支えすることから，ある程度の追加負担は
生ずるが，その規模はA案を実施したときよりも
かなり小さいものとなる。

このように，65歳から税方式の基礎年金を支給
する方式は，いずれの経過措置を取ったとして
も，公平性に問題が生ずるか，あるいは，低年
金・低所得者対策としては不十分ということにな
る。したがって，仮に，基礎年金の税方式化に
よってこの問題を解決しようとするのであれば，
75歳以上にのみ税方式化を適用するという別案が
望ましいと考えられる。

IV　今後の課題と展望

1	　年金制度改革のあり方
前節では，マイクロシミュレーションモデルに

よる将来の高齢者の等価所得分布等の推計結果を
基礎として，低年金・低所得者に対する所得保障
の観点から，現行制度や税方式化による年金制度
改革案について評価を行った。この観点からはA
案が望ましいが，まじめに保険料納付をしてきた
人々との公平性が確保されないという問題点を有
しているなど，別案を除いて，いずれの方法も現
行制度と比べて優れているとは判断できないとい
う結果であった。しかしながら，現行制度を維持
した場合には，今後年金水準の底上げが図られる
ものの，高齢者の同居家族の著しい変容によっ
て，所得水準の低い高齢者の実人員が増加すると
いう問題は避けられないことも事実である。

このような所得水準の低い高齢者については，
どのような施策を講じることが適切であろうか。
一つの方法は，年金制度ではなく，生活保護制度
で対応するという考え方である。生活保護は，
ミーンズテスト等を行った上で，公的年金で不足
する生活費だけについて支給する仕組みであるこ
とから，年金制度で一律に支給する仕組みより費
用は少なく済むことになる。しかしながら，生活
保護制度での対応には，スティグマの問題や保護
対象者数の増加に伴う事務負担などさまざまな問
題が指摘されている。

そのため，低年金・低所得者に対する年金給付の
見直しが重要な課題となっており，年金制度での
対応も積極的に検討されている。実際，社会保障
審議会年金部会では，税方式への転換のほか，社
会保険方式を維持した上で，給付時における対応
と拠出時における対応方法が示されており，それ
ぞれの方式の問題点や効果などが整理されている。

給付時における対応では，低年金者に対する最
低保障年金制度の導入などが想定されている。た
だし，低年金であることをもって加入期間によら
ず一定額の年金を支給することが，社会保険方式
の下で適当かどうかよく検討することが必要とし
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ている。また，拠出時における対応では，保険料
拠出時において所得に応じて保険料の一部を軽減
し，その分公的に支援する仕組みなどが想定され
ている。ただし，自営業者と被用者の間では所得
の捕捉に関して不公平感が強く，現実問題として
公平な仕組みが導入できるかどうか，十分な検討
が必要としている。

年金制度改革を実施する場合，移行措置につい
て公平性の問題，経過措置期間中における所得保
障機能の改善効果の両面を考える必要がある。公
平性を重視したB案では，経過期間中，少なくと
も2030年くらいまではほとんど所得保障機能の改
善効果がないことがシミュレーションによって示
されている。一方，所得保障機能の改善効果を重
視したA案では，公平性が確保できないという問
題がある。別案は，両者の長所を取り入れたもの
であるが，従前の理念や哲学にとらわれない新し
い発想のためにわかりにくい面もあり，必ずしも
政治的に受け入れやすいとはいえないであろう。
いずれにせよ，移行措置については，公平性の問
題，経過措置期間中における所得保障機能の改善
効果を両立するような年金制度改革が必要であ
り，また，世代間・世代内の公平性の問題にも十
分に留意する必要があろう。

2	　マイクロシミュレーションモデルの課題と
展望

政策シミュレーションに用いたINAHSIMは，
日本社会の包括的なマイクロシミュレーションモ
デルであり，公式推計結果と整合性を持ったさま
ざまな将来推計結果を得ることが可能なものであ
る。マイクロシミュレーションモデルは，ミクロ
データを取り扱うモデルであることから，所得分
布の将来推計などに特長があり，政策効果の測定
に重要な情報を得ることができる。しかしなが
ら，モデルが大規模になることから，必要な属性
すべてをシミュレートすることは必ずしも容易で
はない。INAHSIMは発展途上であり，財産，教
育，持ち家，医療保険や税負担などが含まれない
など，改善の余地も多い。

ダイナミック・マイクロシミュレーションモデ

ルは，日本では普及していない。しかしながら，
モデルから得られる結果，特に分布に関する推計
結果は，世界で最も高齢化が進んでいる我が国に
おいては，エビデンスベースの政策の企画立案の
際など，たいへん重要なものと考えられる。

我が国では，マイクロシミュレーションモデルの
発展の前提となる，精度の高いミクロデータとそ
の高度な分析技術の存在，政策立案者からの需
要，高度なコンピュータ技術といったさまざまな条
件が整っている。スーパーコンピュータも利用可
能である。今後は，このモデルをさらに発展させ
るだけでなく，他の研究者や政策立案者に対して，
積極的に広めていくことが重要になるであろう。

V　おわりに

今日の年金改革の議論は，年金未納問題に端を
発し，低年金・無年金者の増加への懸念がその契
機となっている。しかしながら，高齢者の貧困
は，一義的には低年金・無年金者の増加ではな
く，高齢者の同居家族の変容が大きな要因であ
り，そのような変化に現行の年金制度が十分に対
応できないことが問題である。年金改革論議に当
たっては，技術的な困難さもあり，長期にわたる
経過措置期間中の高齢者の所得水準の分布が示さ
れることなく，モデル夫婦の年金や制度成熟時だ
けのデータと全体としての給付と負担の提示にと
どまっている。その結果，社会保障制度の哲学や
理念あるいは財政収支のみが中心の議論となり，
肝心の高齢期の生活保障機能についての定量的な
議論が置き去りになっている。

マイクロシミュレーションモデルは，我が国は
もちろん，ほかの先進諸国でも発展途上にあるモ
デルである。しかしながら，「分布」という社会政
策の議論に不可欠な貴重な将来見通しを提供する
ことのできる唯一のツールである。今後，年金制
度だけでなく，医療・介護制度，税制改革，子ど
も手当や福祉制度，雇用政策など，国民生活に重
要な社会政策の見直しは待ったなしである。マイ
クロシミュレーションモデルは，一研究者が構築
するには規模があまりにも巨大であり，必要な専
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門分野も多岐にわたっている。今後は，政府の支
援を受けつつ，組織的な開発体制の整備を行い，
さまざまな政策の企画・立案に活用していくこと
が望まれる。

注
 1） 　Orcutt（1957）により提唱されたモデルである。
 2） 　 諸 外 国 で の 研 究 状 況 は，International 

Microsimulation Association の ウ エ ブ サ イト
<http://www.microsimulation.org/IJM/IJM.
htm>を参照のこと。

 3） 　本稿で用いたINAHSIMは，Ver. 3.1である。
詳細については，稲垣（2010）を参照のこと。

 4） 　本稿で用いた個票データは，2009年1月13日付
統発第0219001号により利用の許可を得たもので
ある。

 5） 　たとえば，有配偶女性の継続就業の確率を表
すロジットモデルの説明変数として，親との同居
有無，第1子の出産の有無があったとしよう。保
育環境の整備に関する政策変更があった場合に
は，継続就業の確率が高まることが想定され，そ
の効果をロジットモデルの係数や定数項に織り
込む必要がある。

 6） 　国民年金制度は，老齢，障害又は死亡によって
国民生活の安定がそこなわれることを国民の共
同連帯によって防止し，もつて健全な国民生活の
維持及び向上に寄与することを目的としてい
る。ここでは，これらの目的のうち「老齢」に注
目している。

 7） 　平成20年国民生活基礎調査によると，高齢者
世帯の平均所得は298.9万円であり，そのうち，
公的年金は211.6万円（70.8％），稼働所得は50.5
万円（16.9％），財産所得は17.6万円（5.9％），年
金以外の社会保障給付金2.5万円（0.8％），その他

（企業年金，個人年金，仕送りなど）は16.6万円
（5.5％）となっている。

 8） 　INAHSIMにより，筆者推計。

 9） 　A案，B案及びC案は，『社会保障国民会議第
一分科会（所得確保・保障（雇用・年金））中間
とりまとめ：社会保障制度健全化の鍵は現役世
代の活力』（社会保障国民会議2008）で示された
ものである。

10） 　詳細は，稲垣（2009）を参照のこと。
11） 　平成21年度の国民年金保険料は月額14,660円

であり，この場合の40年間の保険料総額は約704
万円である。ただし，過去の保険料はこれよりも
低いことから，実際に納付した保険料総額はさら
に少ない。
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経済前提の変化が年金財政に及ぼす中長期的影響
――マクロ計量モデルによる年金財政の見通し――

佐　藤　　格

I　はじめに

本稿では，マクロ計量モデルを用いて，公的年
金財政の将来像について検討を行う。特に，「国
民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し
―平成21年財政検証結果―」（以下，財政検証と
呼ぶ）における年金財政の見通しとの比較を念頭
におき，賃金上昇率や利子率といった経済変数の
変化が年金財政に与える影響について，これらの
変数を財政検証において想定されているよりも大
きな幅で変化させることにより，さまざまなシ
ミュレーションを実行した。本稿ではこれらの推
計と財政検証の結果を比較検討して，中長期的な
年金財政について考察したい。

1	　財政検証
シミュレーションに先立ち，まずは財政検証の

内容を簡単に整理しよう。財政検証では，平成16
年年金制度改正における年金財政のフレームワー
クをもとに，年金財政の健全性を検証することを
目的とし，2105年までの期間における年金財政の
見通しを計算している。このとき長期の経済前提

（経済中位ケース）として，物価上昇率1.0%，賃
金上昇率2.5%，運用利回り4.1%を想定している。
また人口については「日本の将来推計人口（平成
18年12月推計）」を用い，労働力率は「労働市場
への参加が進むケース」を想定している。なお，
経済前提と人口の前提については，それぞれ経済
高位ケースと経済低位ケース，出生率の高位ケー
ス，低位ケースを設定し，検討を行っている1）。

この結果，2038年度までマクロ経済スライドによ
る調整を行うことで，2038年度以降の最終的な所
得代替率が50.1%になると計算されている。な
お，財政検証の中でも，「結果の解釈にあたって
は，相当の幅をもってみる必要がある」とされて
おり，経済状況の変化が年金財政に大きな影響を
与えることが意識されている。

2	　先行研究
先に述べた通り，本稿は，年金財政の将来像に

ついて，財政検証と比較しながら検討することを
目的としている。ただし，当然ではあるが，財政検
証で用いられているモデルと，本稿のモデルとは
異なるものである。本稿におけるマクロ計量モデ
ルの特徴は，II節において説明する。またマクロ
計量モデルは，一般的に以下のような特徴をもつ。

マクロ計量モデルでは，その名の通り経済をマ
クロ的な視点から捉え，家計や企業，政府など，
さまざまな経済主体の行動を定式化し，データを
用いて推計する。個別の主体の行動を分析すると
同時に，各経済主体の行動が相互に及ぼす影響を
分析できるという点が，マクロ計量モデルの特徴
である。さらに，将来の予測にあたっても，さま
ざまな制約や問題点はあるものの，過去の実績を
もとに計算することが可能である。特に本稿にお
いては，賃金上昇率や利子率といった年金財政に
大きな影響を与える変数について，実際に得られ
た過去のデータをもとに将来予測を行っている。
この点が，本稿においてマクロ計量モデルを用い
た最大の理由である。もちろんデータの制約など
があり，マクロ計量モデルでは，すべての制度を
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厳密に記述することは難しい。制度の記述に重点
を置いたモデルとして保険数理モデルなどがある
が，本稿においては，経済主体の行動を考慮し，
賃金上昇率や利子率も経済主体の行動をもとに導
出できる点を重視し，マクロ計量モデルを用いて
分析を行っている。

マクロ計量モデルを用いて社会保障制度につい
て分析した研究としては，稲田・小川・玉岡・得
津〔1992〕，加藤〔2001〕，増淵・松谷・吉田・森
藤〔2001〕， 加 藤〔2006〕， 石 川・ 佐 倉・ 藤 川

〔2006〕，佐藤・加藤〔2010〕などが挙げられる。
稲田・小川・玉岡・得津〔1992〕は，供給サイド
に立脚した超長期モデルに基づき，人口の高齢化
と年金体系が経済成長に与える影響を計量的に分
析している。資金不足を解消するためにどのよう
な方法を採用するかによって，長期的な成長経路
が異なってくることを示している。

加藤〔2001〕は，供給面を重視したモデルを利
用して，2050年までのマクロ経済・財政・社会保
障の展望を行っている。1999年度の厚生年金法改
正の効果が大きかったことと，持続的な発展と社
会保障財政の維持には改革が不可欠である，とい
う結論が導かれている。

増淵・松谷・吉田・森藤〔2001〕は，公的年金，
医療，介護などの主要な社会保障制度を明示的に
組み込んだマクロ経済モデルである「社会保障モ
デル」を構築し，社会保障の効果を総合的に評価
している。基礎年金を全額国庫負担とし，その財
源として年金目的消費税を充てることが，少なく
とも潜在成長率という観点からみれば，今後の年
金制度改革の一つの選択肢となり得ると考えられ
るという結論を得ている。

加藤〔2006〕は，2004年改革の効果を分析する
ためにマクロ計量モデルを構築している。社会保
障財政の規模・負担の大きさ・社会保障給付額と
負担額の差・租税負担を含めた国民負担率・財政
赤字を含んだ潜在的国民負担率といった指標の推
移を見ることを目的に，2050年までのシミュレー
ションを行っている。また基礎年金を消費税化し
たケースのシミュレーションも行い，2050年頃に
は16.6%程度の消費税率が必要になるという結論

を得ている。
石川・佐倉・藤川〔2006〕は，需要型のマクロ

計量モデルを構築し，2004年の公的年金改革が経
済に与える影響を分析している。公的年金制度が
需要面に与える影響として，家計の消費活動や企
業の生産要素代替効果に注目していることが特徴
である。国庫負担は消費税によりまかなうことが
望ましいこと，生産要素間の代替効果は小さいが
存在すること，短時間労働者への厚生年金適用は
国内総支出を増加させることを明らかにしている。

佐藤・加藤〔2010〕は，近年の社会保障改革を
ふまえた上で，さらなる改革の可能性と人口変動
への対応方法について検討を行っている。基礎年
金給付の全額消費税化が貯蓄率を上昇させるとと
もに財政収支も好転させ，GDPを大きく引き上げ
る効果をもつこと，さらにマクロ経済スライドの
延長に関しては，現行のスライド調整率では不十
分であり，より現実的に収支改善を考えるのであ
れば，スライド調整率を引き上げるだけでなく，
スライド調整の期間も延長することを検討する必
要があることを明らかにしている。

これらの研究においては，主に制度変更の影響
について分析している。したがって，賃金上昇率
や利子率の変化はあくまでも制度変更の結果とし
て生じるものと捉えられている。一方年金財政に
大きな影響を与える変数について確率的な変動を
想定し，年金財政の将来像を分析している研究と
して，北村・中嶋〔2004〕などが挙げられる。北
村・中嶋〔2004〕では，2004年厚生年金改革案に
基づいたモデルを用いてモンテカルロ・シミュ
レーションを行い，出生率，死亡率，収益率，実
質賃金上昇率，物価上昇率の5変数を確率的に変
化させることで，所得代替率やマクロ経済スライ
ドの期間がどのようになるかを計算している。さ
らに，「所要の措置」としてどのようなものが考え
られるかということについても検討を行ってい
る。保険料の上限を固定するとともに50%の所得
代替率を維持することは決して簡単ではないこ
と，またこの2つの目標を両立させるためには，
積立金の取り崩し，保険料の引き上げ，支給開始
年齢の引き上げ，国庫負担割合の引き上げなどが
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有効であることなどを明らかにしている。
本稿においてはマクロ計量モデルを基本としつ

つ，賃金上昇率や利子率の値をモデル内で変化さ
せ，その影響を分析することを目的としている。
もちろんモンテカルロ・シミュレーションを用い
たモデルなどと比較すれば，本稿で想定されてい
る経済変数の変動は極めて不十分であるという批
判は避けられないだろう。しかし限られた範囲内
ではあるが，いくつかの経済変数と年金財政の関
係について，マクロ計量モデルを用いながら分析
を行っている。なお本稿は，制度変更の可能性を
想定するよりもむしろ，現行制度を維持した状態
で，経済変数が変化したときの年金財政の将来像
を分析の対象としている。特に，財政検証では考
慮されていないレベルの，経済変数のより大きな
変動がもたらす影響について分析している点に特
徴がある。

本稿の構成は以下の通りである。II節では，本
稿の分析で用いるモデルについて説明を行う。続
くIII節においてシミュレーションの概要を説明
し，IV節でシミュレーションの結果を示す。最後
のV節で結果を考察するとともに，今後の課題を
述べてまとめとする。

II　モデルの概要

本稿では，佐藤・加藤〔2010〕をベースにした
供給型マクロ計量モデルにより年金財政の将来像
を予測している。モデルは生産関数を中心に設計
されており，比較的長期の予測が可能になってい
ることに特徴がある。また，操作性を重視するた
めに比較的コンパクトなモデルとしており，モデ
ルを109本の式により構成している。なお，その
うち推計式は49本，定義式は60本となっている。

また，2009年7月には国民経済計算における連
鎖方式の実質値について遡及推計がなされたこと
に伴い，1980年からの推計が可能になった。した
がって本稿では，すべての方程式について，1980
年度から2006年度までの値を用いて推計を行って
いる 2）。なお，モデルはマクロ経済ブロックと社
会保障ブロックに大別され，相互に影響を与える

構造となっている。以下ではモデルの主要な方程
式について説明する。

マクロ経済ブロックは，長期的な視点からの分
析のため，供給面を主体としたモデルとなってい
る。したがって，モデルは生産関数を中心として
構成されることになる。実質GDPは取付ベース
の民間企業資本ストックと労働供給をもとに決定
される。国内貯蓄の不足分については，純輸出，
すなわち海外からの資金流入によりまかなわれる
と想定している。また労働供給については，労働
力人口に失業率と労働時間指数を乗じることによ
り求めている。さらに，年金財政に強い影響を与
える賃金上昇率や利子率は，それぞれ次のように
決定される。賃金上昇率は1人当たりGDPとGDP
デフレータの変化率，タイムトレンドを説明変数
としている。また利子率は，限界生産力原理を基
本としつつ，物価上昇率も考慮して定式化を行っ
ている。マクロ経済ブロックの主な方程式の概要
は以下の通りである。

1.  実質GDP = f（民間企業資本ストック，稼働
率，労働供給）

2.  民間企業資本ストック= f（1期前民間企業資
本ストック，民間企業設備投資，固定資本減
耗）

3.  労働力人口= f（年齢区分別人口，年齢区分別
労働力率） 3）

4.  国内銀行長期金利= f（実質GDP/民間企業資
本ストック，GDPデフレータ変化率）

5.  民間企業設備投資= f（GDP増分，長期金利）
6.  家計貯蓄率= f（家計可処分所得，プライマ

リーバランス対GDP比，タイムトレンド）
7.  家計可処分所得= f（雇用者所得，社会保障給

付，社会保障負担，所得・富等に課される税）
8.  プライマリーバランス= f（政府貯蓄－政府投

資）
9.  労働供給= f（労働力人口，失業率，労働時間

指数）
10.  雇用者所得= f（1人当たり賃金，雇用者数）
11.  1人当たり賃金上昇率= f（1人当たりGDP，

GDPデフレータ変化率，タイムトレンド）
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12.  固定資本減耗= f（民間企業資本ストック）

また社会保障ブロックでは，社会保障制度・財
政の大きな割合を占めている社会保険（年金・医
療・介護）の給付と負担について検討している。
年金・医療・介護の各制度については，給付額と
負担額をそれぞれ計算しているが，本稿は公的年
金財政に焦点を絞って分析を行っているため，こ
こでは公的年金制度についてのみ記述する 4）。給
付については1人当たりの給付額に受給者数を乗
じることにより各制度の給付総額を求め，それら
を足し合わせることで給付の合計額を求めてい
る。また負担については，賃金や保険料，保険者
数といった変数を用いて推計を行っている。さら
に，求めた給付額・負担額と，マクロ経済ブロッ
クで計算された利子率をもとにして，積立金の残
高を求めている。社会保障ブロックの主要な方程
式の概要は以下の通りである。

1.  1人当たり老齢厚生年金給付額= f（雇用者所
得，マクロ経済スライド率）

2.  老齢厚生年金受給者数= f（65歳以上人口）
3.  老齢厚生年金給付額= f（1人当たり老齢厚生

年金給付額×受給者数）
4.  1人当たり遺族厚生年金給付額= f（1人当た

り老齢厚生年金給付額）
5.  遺族厚生年金受給者数= f（75歳以上女子人

口）
6.  遺族厚生年金給付額= f（1人当たり遺族厚生

年金給付額×遺族厚生年金受給者数）
7.  1人当たり基礎年金給付額= f（1期前1人当た

り基礎年金給付額，マクロ経済スライド率）
8.  基礎年金受給者数= f（65歳以上人口）
9.  国民年金基礎年金給付額= f（1人当たり基礎

年金給付額，基礎年金受給者数）
10.  厚生年金給付額= f（老齢厚生年金給付額，

遺族厚生年金給付額）
11.  国民年金給付額= f（国民年金基礎年金給付

額）
12.  社会保障年金給付額= f（厚生年金給付額，

国民年金給付額）

13.  社会保障年金負担額= f（厚生年金保険負担
額，国民年金保険負担額）

14.  厚生年金保険負担額= f（1人当たり賃金，
保険料率，厚生年金被保険者数）

15.  厚生年金被保険者数= f（雇用者数）
16.  国民年金保険負担額= f（国民年金保険料，

第1号被保険者数，納付率）
17.  基礎年金拠出金= f（国民年金基礎年金給付

額，国庫負担割合，厚生年金給付額/社会保
障年金給付額）

18.  厚生年金積立金= f（1期前厚生年金積立金，
運用利回り，厚生年金給付額，厚生年金保
険負担額）

モデルのパフォーマンスについてはファイナル
テストにより評価した。最小二乗誤差率を用いる
ことでモデルの当てはまりを確認した結果，ほ
とんどの変数について，10％を下回る最小二乗誤
差率の値が得られた。

III　シミュレーションのケース分け

本稿においては，大きく分けて3種類のケース
を想定している。第1はベースケースである。
ベースケースでは，本稿のモデルが財政検証をト
レースすることができているのかどうかを確認し
ている。特に，厚生年金の給付・負担と，厚生年
金積立金について，財政検証と本稿のモデルの比
較を行っている。本稿のモデルでは，賃金上昇率
や利子率を内生的に求めることが可能であるが，
ベースケースにおいては，これらの変数の値を外
生的に与えている。すなわち，シミュレーション
のすべての期間において，財政検証が想定してい
る賃金上昇率2.5%と，運用利回り4.1%が維持され
ると想定している。なお，物価上昇率は本稿のモ
デルにおいては外生変数として扱われており，財
政検証と同様に，1.0%の物価上昇率を想定してい
る。さらに，人口については，国立社会保障・人
口問題研究所〔2006〕の出生中位・死亡中位のデー
タを用いている。

第2に，賃金上昇率と利子率を内生化し，さら
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にTFPや失業率を変化させるケースである。
TFPや失業率の変化はGDPの水準を変化させる
とともに，モデル内で内生的に決定される賃金上
昇率や利子率の値も変化させる。本稿において
は，表1のような設定により，TFPと失業率を変
化させている。なお，TFPは生産関数の推計を
行って求めているが，失業率はモデルの中で外生
変数として扱われている。ベースケースにおいて
は，2010年度以降の失業率について，4.2%で一定
になると想定している。

第3に，賃金上昇率や利子率を外生的に変化さ
せるケースである。あとで見るように，TFPや失
業率の変化が賃金上昇率や利子率に与える影響
は，少なくとも本稿で構築されたモデルにおいて
は比較的小さなものとなっている。特に賃金上昇
率の変化は微小であり，経済変数が変化する可能
性を想定する上では不十分であると考えられる。
したがって，モデルで内生的に求められた賃金上
昇率や利子率の値をもとに，それらの値に対して
一定の範囲の値を加えることで，より大きな経済
変数の変動があった場合の想定に代えている 5）。
これらの変化は表2のように整理される6）。

なお，賃金上昇率，利子率ともに，ケース1に

マイナス1%ポイント，プラス3%ポイントする
ケースを想定している。これは次のような理由に
よる。まず，賃金上昇率，利子率ともに，ケース
1で得られた結果は，ベースケースと比較すると
かなり低い水準となっている。シミュレーション
の最終期である2040年においてもベースケースの
値を上回るような状況を想定する必要があること
から，ケース1より3%ポイント高いケースを想定
した。また，特に利子率については，マイナスの
値をとることは考えにくい。したがって，シミュ
レーションの期間内において利子率がゼロを下回
ることにならないよう，ケース1より1%ポイント
下げるケースまでしか扱っていない。

IV　シミュレーションの結果

1	　ベースケース
各ケースの結果に先立ち，ベースケースについ

て確認をしよう。すでに述べたように，ベース
ケースでは物価上昇率・賃金上昇率・運用利回り
について，財政検証で想定されている値と同じ値
を用いている。もちろん財政検証と本稿ではモデ
ルが異なるため，財政検証で得られた値と本稿の

表1　シミュレーションのケース分け（1）

TFP 失業率

ケース 1 ベースケースと同じ ベースケースと同じ（4.2%）

ケース 2 ベースケースから毎期 0.2%ずつ低下 ベースケース –2%ポイント（2.2%）

ケース 3 ベースケースから毎期 0.2%ずつ上昇 ベースケース –2%ポイント（2.2%）

ケース 4 ベースケースから毎期 0.2%ずつ低下 ベースケース +2%ポイント（6.2%）

ケース 5 ベースケースから毎期 0.2%ずつ上昇 ベースケース +2%ポイント（6.2%）

表2　シミュレーションのケース分け（2）

賃金上昇率 利子率

ケース 6 ケース 1–1%ポイント ケース 1–1%ポイント

ケース 7 ケース 1–1%ポイント ケース 1+3%ポイント

ケース 8 ケース 1+3%ポイント ケース 1–1%ポイント

ケース 9 ケース 1+3%ポイント ケース 1+3%ポイント
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モデルから得られた値を完全に一致させることは
不可能である。しかし，シミュレーションの出発
点として，ある程度比較可能な状況を整えること
が必要という認識のもと，財政検証の値と本稿の
モデルの値を比較することにしたい。比較の対象
としては，厚生年金積立金の推移を取り上げ
る 7）。図1において厚生年金積立金の推移を示し
ている。時期により多少のずれはあるものの，あ
る程度財政検証の結果をトレースすることができ
ていると考えられる。

2	　賃金率，利子率の変化と年金財政
次に，ベースケースからTFPや失業率，あるい

は賃金上昇率や利子率を変化させた場合の年金財
政への影響を見ていくことにしよう。年金財政へ
の影響は主に厚生年金積立金の残高によって評価
するが，積立金の推移に大きな影響を与える変数
であり，またTFPや失業率の変化の影響も受ける
変数である賃金上昇率と利子率についても，予め
その推移を見ておくことにしよう。

賃金上昇率
最初に取り上げるのは賃金上昇率である8）。賃

金上昇率は年金給付・年金負担の両方に影響を与
える変数である。賃金上昇率が高ければ年金給
付・年金負担ともに大きくなり，賃金上昇率が低
ければ年金給付・年金負担ともに小さな値をとる
ことになる。また，年金給付額が多ければ積立金
の残高は減少し，年金負担額が多ければ積立金の
残高は増加することになる。

まず，モデルにおいては，賃金上昇率はほぼ一
貫して低下傾向にあることがわかる。2011年の段
階で既に，財政検証で想定されている値より1%
ポイント以上小さな値であり，さらに年を追うご
とに値が低下していく。また，ケース2からケー
ス5のように，モデルにおいて，賃金上昇率は
TFPや失業率の変化の影響をほとんど受けてい
ない9）。したがって，主に賃金上昇率がケース1か
らマイナス1%ポイント，あるいはプラス3%ポ
イント変化した場合，すなわちケース6からケー
ス9について検討する。

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

550000
（10億円）

2009 2013 2017 2021 2025 2029 2033 2037 2041 2045 2049 （年度）

モデル

財政検証

図1　厚生年金積立金の推移 財政検証とベースケースの比較
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利子率
次に，利子率について見てみることにしよう。

利子率についても賃金上昇率と同様，ほぼ一貫し
て低下していくことがわかる。財政検証では4.1%
の利子率を想定しているのに対し，ケース1では，
2011年時点で約2.7%と，1%ポイント以上低い値
が得られている。この乖離は次第に広がり，シ
ミュレーションの最終期である2040年には，利子
率は約1.7%まで低下すると計算されている。

なお，ケース2からケース5に見られるように，
利子率はTFPや失業率の影響をある程度受ける
が，ケース1と比べても，最大でプラスマイナス
0.5%ポイント程度の差であり，ベースケースのよ
うな値は実現していない。したがって，利子率に

ついても賃金上昇率同様，主にケース1からマイ
ナス1%ポイント，あるいはプラス3%ポイント変
化した場合，すなわちケース6からケース9につい
て検討する。

厚生年金積立金
最後に，厚生年金積立金について検討しよう。

当然のことながら，積立金は，利子率の影響を特
に強く受ける。ただし一方で，物価上昇率や賃金
上昇率の影響も重要である。本稿のモデルにおい
ては，物価上昇率はシミュレーション期間中つね
に1.0%で一定であるとしているが，賃金上昇率は
内生的に決定されるため，積立金の推移を評価す
るにあたっては，利子率とともに賃金上昇率の値

-2

-1

0

1

2

3

4

5
（％）

（年度）2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

ベースケース ケース1 ケース2 ケース3

ケース4 ケース5 ケース6 ケース7

ケース8 ケース9

図2　賃金上昇率の推移
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も重要となる。なお，既に述べた通り，TFPや失
業率の変化が賃金上昇率や利子率に与える影響は
比較的小さい。したがって，ここでは主に，ベー
スケースのほかに，ケース6からケース9について
説明する。

厚生年金積立金の推移を見ると，ベースケー
ス，あるいは利子率について高い値を想定してい
るケースについては，シミュレーション期間内に
おいて一貫して上昇していくことになる。一方で
それ以外のケースについては，2014年頃を境に一
旦わずかに減少し，2021年前後より再び上昇を始
めることになる。ただし，ケースによっては，
2030年代初め頃から再度減少していくことわかる。

さらに，シミュレーションの最終期である2040
年において最も高い値を示すケースはケース7で
あるが，わずかな差ではあるものの，2030年代初
頭まではケース9よりも低い水準になっている。
同様に，2040年において最も低い値となるケース
8は，2030年頃まではケース6よりはわずかに高い
値をとっている。それぞれのケースにおける賃金
上昇率と利子率の組み合わせを見ると，表2のと
おり，ケース7は賃金上昇率は最小の値をとる一
方，利子率は最大の値となっている。またケース
9は賃金上昇率，利子率ともに最大の値である。
さらにケース8は賃金上昇率が最大の値，利子率
が最小の値であり，ケース6は賃金上昇率，利子
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図3　利子率の推移
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率ともに最小の値である。すなわち，当初は賃金
上昇率・利子率ともに高いケースにおいて積立金
の水準が高くなるが，次第に賃金上昇率が低く，
利子率が高いケースにおいて積立金の水準が高く
なる。積立金の水準が低いケースでも，変化の方
向は逆になるが，同様の動きが見られる。すなわ
ち，当初は賃金上昇率・利子率ともに低いケース
において積立金の水準が低くなるが，次第に賃金
上昇率が高く利子率が低いケースで積立金の水準
が低くなる。したがって，積立金の水準の決定に
ついては，当初は利子率の水準が強い影響を与え
る一方，次第に利子率から賃金上昇率の値を引い

た差が重要となるといえる。この結果について
は，人口構成の変化という点から説明することが
可能である。少子高齢化の進展は，現役世代の割
合を相対的に低下させ，退職世代の割合を相対的
に上昇させる。相対的に被保険者数，すなわち現
役世代が多い状況であれば，高い賃金上昇率は負
担額を増加させる方向に向かうため，積立金の残
高は増加する。しかし高齢化が進み，受給者数，
すなわち退職世代が相対的に増加すれば，高い賃
金上昇率は給付額を増加させることになる。した
がって，賃金上昇率が高くなることで，積立金の
残高は減少することになる。

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000
（10億円）

（年度）2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

ベースケース ケース1 ケース2 ケース3

ケース4 ケース5 ケース6 ケース7

ケース8 ケース9
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V　おわりに

本稿においては，マクロ計量モデルを用いて，
年金財政，特に厚生年金積立金の推移を取り上
げ，2040年までの年金財政の状況について検討を
行った。本稿で得られた結果を簡単にまとめると
次のようになる。第1に，本稿のモデルで検討す
る限り，賃金上昇率や利子率は，財政検証が想定
する値よりもかなり低いものとなる。第2に，積
立金の推移に対し，利子率は一貫して強い影響を
与えるが，賃金上昇率は期間によって積立金の推
移に与える影響が異なる。年金の給付，負担とも
に賃金上昇率の関数となっているため，2030年あ
たりまでの期間においては相対的に被保険者数が
多いことから，賃金上昇率が高い方が積立金の水
準も高くなる。一方それ以降は受給者数の増大に
伴い，高い賃金上昇率は積立金の残高を減少させ
る方向に向かわせる。すなわち，利子率と賃金上
昇率との差がどの程度になるのかということが重
要となる。

これらの結果から，以下のことが考えられる。
第1に，年金財政の将来像を予測する際には，経
済前提にさらに幅を持たせることが必要である。
もちろん財政検証においても，経済前提・出生率
についてさまざまなシナリオを用意するだけでな
く，「財政検証の結果の解釈にあたっては，相当の
幅をもってみる必要がある」としている。また，
積立金の推移を考えるにあたり重要となる要素は
賃金上昇率や利子率そのものだけではない。2030
年あたりから先の期間において見られたように，
賃金上昇率と利子率との関係も重要である。被保
険者と受給者の数にも依存するものの，受給者が
相対的に多い状況であれば，利子率から賃金上昇
率を差し引いた値が大きければ大きいほど，積立
金の水準は高くなる。したがって，賃金上昇率と
利子率のいずれの値も財政検証が想定する値より
も低い場合には，問題は少ないかもしれない。し
かしいずれにしても利子率は積立金の推移を決定
づける非常に重要な要素であり，積立金の推移を
計算するにあたり，現在の利子率の予測は高すぎ

る可能性が強いと考えられる。
財政検証においても，経済高位ケースと経済低

位ケースにおいて，利子率が変化する可能性につ
いて検討してはいるが，基準となる経済中位ケー
スにおける利子率が4.1%となっているのに対し，
経済高位ケースで4.2%，経済低位ケースで3.9%
と，経済中位ケースと比較するとそれぞれプラス
0.1%ポイント，マイナス0.2%ポイントという変化
にとどまっている。本稿におけるシミュレー
ションでは，TFPや失業率の変化により，利子率
に最大で0.5%ポイント程度の変化が生じるという
結果を得た。もちろんTFPや失業率の変化の幅，
あるいはモデル自体の設定に依存する部分が大き
いため，本稿のシミュレーションで得られた「最
大で0.5%ポイント程度の変化」がどの程度の確率
で発生するかということは明らかではないが，財
政検証の想定は変化の幅が過小ではないかと考え
られる。したがって，経済前提，特に利子率につ
いてはさらに厳しい値を想定して計算する必要が
あると考えられる10）。

第2に，経済前提が変化した際には，給付と負
担のあり方について，さらに見直しを進めること
が必要であり，それを明らかにすべきである。本
稿のいくつかのケースは悲観的すぎるケースと捉
えられる可能性もあるが，将来にわたり信頼され
る制度を構築するという観点からは，ある程度の
範囲について計算結果を示すとともに，当初の計
算結果を下回るような状況が発生した場合の対策
についても提示することが，給付と負担の将来像
を議論するためには非常に重要と考えられる。た
とえばマクロ経済スライドの延長や，スライド率
の変更，あるいは年金支給開始年齢の引き上げな
どを検討することが考えられる。財政検証におい
てもスライド期間が変化する状況が想定されてい
るが，佐藤・加藤〔2010〕においては，スライド
の期間のみならず，スライド率を変化させたとき
についても検討を行っている。もちろんマクロ経
済スライドには発動条件があるため，つねに高い
スライド率を実現できるとは限らないが，1つの
方法として検討されるべきだろう。また，たとえ
ば山本・金山・大塚・杉田〔2010〕は，保険数理
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モデルを用いて，支給開始年齢を変更した場合の
積立金の推移を計算している。このように，経済
状況に合わせ，給付と負担のバランスをとること
について，さらに検討を進める必要があるだろう。

最後に，本稿に残された課題について指摘した
い。第1に，本稿のモデルでは，経済変数の変動
について，必ずしも十分に検討できているとはい
えない。かなり極端なケースを想定しているた
め，ある程度の状況はカバーできていると考えら
れるが，今後は確率的に変動することを想定する
などの方法を採用することを考える必要があるだ
ろう。

第2に，マクロ経済スライドの発動条件につい
て検討する必要がある。本稿においては，マクロ
経済スライドは2023年までの期間において実施さ
れ，また毎期0.9%のスライド調整率が適用される
ものとしている。しかし本来，厚生労働省〔2005〕
にあるとおり，マクロ経済スライドにおいては，
物価上昇率がスライド調整率を下回る場合，スラ
イド調整率は年金改定率がマイナスとならない範
囲に限られる。このため，本稿のモデルにおいて
は，賃金上昇率が低いケースにおいて，給付が過
大になり，積立金の残高が過小になっている可能
性がある。これらの点は今後の検討課題としたい。

付記
本稿の作成にあたり，小塩隆士（一橋大学），米

澤康博（早稲田大学），畑農鋭矢（明治大学），稲
垣誠一（一橋大学），山田知明（明治大学），金子
能宏（国立社会保障・人口問題研究所） の各先生
方から貴重なコメントを頂いた。ここに記して感
謝したい。もちろん，本稿に残るすべての誤りは
筆者自身の責任である。

注
 1） 　経済高位ケースにおいては賃金上昇率2.9%，

運用利回り4.2%であり，経済低位ケースにおいて
は賃金上昇率2.1%，運用利回り3.9%と，賃金上昇
率はプラスマイナス0.4%ポイント，運用利回りは
プラス0.1%ポイント，マイナス0.2%ポイントの範
囲で変化させている。

 2） 　SNA自体のデータは2008年度まで揃っている

ものの，SNAを用いていない一部の変数につい
て2007年度以降の値が得られないため，推計期
間は2006年度までとなっている。

 3） 　年齢区分は15–44歳，45–64歳，65歳以上とし
ている。

 4） 　もちろん医療と介護についても推計を行い，将
来予測を行っている。

 5） 　賃金上昇率や利子率をすべて外生変数として
変化させるケースのみで比較することも考えた
が，データをもとに推計した結果として予測され
る賃金上昇率や利子率を明らかにすることも必
要と考え，このようなケース設定を行っている。

 6） 　実際にはマイナス1%ポイントから3%ポイント
まで1%ポイントずつ変化させた組み合わせでシ
ミュレーションを行ったが，それらはすべてこの
範囲内に収まっているため，ここでは取り上げて
いない。

 7） 　厚生年金の給付と負担についても同様に比較
を行っているが，紙幅の都合上，ここでは厚生年
金積立金のみを示す。

 8） 　賃金上昇率は，1人当たり賃金の変化率として
表される。すなわち，t年における1人当たり賃金
を とすると，t年における賃金上昇率 は，

となる。
 9） 　もちろん定式化によっては大きく影響を受け

る可能性もあるが，本稿においては，モデル全体
のパフォーマンスも考慮した上で今回の定式化
を採用している。

10） 　もちろん，4.1%より高いケースについて検討す
る必要もあるだろう。
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雇用リスクと最低保障年金の厚生分析

山　田　知　明

I　はじめに

近年，長引く不況の影響により，家計が直面す
る所得・雇用リスクの拡大が指摘されている。失
業率の高まりや学生の就職難，生活保護申請の増
加等の数字は，厳しい現状を物語っている。家計
はライフサイクルの各局面でさまざまなリスクに
直面している。例えば，失業リスク〔Low, et al. 
2009〕や所得リスク〔Blundell, et al. 2008〕，人的
資本に対するリスク〔Huggett, et al. 2009〕，生存
リスク〔İmrohoroğlu, et al. 1995〕，医療費支出リ
スク〔Jeske and Kitao 2009〕等が挙げられる。社
会保障制度はそれらのリスクに対する重要な手段
であるが，少子高齢化により，近年では制度の再
設計が急務となっている。制度設計を考える際に
は，経済主体のミクロ的行動と一般均衡効果を考
慮した上で厚生評価を行う必要がある。そこで本
論文では，家計が直面する雇用リスクを考慮した
動学的一般均衡モデルを構築して，雇用リスクと
社会保障制度に関して考察する。

このような目的意識に基づく研究は，本論文が
最 初 で は な い。 例 え ば，İmrohoroğlu, et al. 

〔1995〕は家計が雇用リスクおよび生存リスクに
直面する世代重複モデルを構築して，社会保障制
度が再分配効果を持つ場合の最適所得代替率を分
析している。彼らの分析結果によると，家計が将
来を割り引く限り，最適社会保障制度は廃止（最
適所得代替率はゼロ）となる。いくつかの先行研
究でも同様の結果が報告されている〔Yamada 
2010〕。これは，約40年間働く労働者にとって1年

未満の失業が生涯所得に与える影響は小さく，流
動性制約に直面する家計を除いて，貯蓄の切り崩
しで十分に対応出来るためである。しかし，この
結論は我々の直観と必ずしも一致しない。失業が
長い人生の中で一時的な所得の低下ではなく，深
刻なキャリアパスの消失等を意味する場合，結論
は変わってくるかもしれない。

社会保障制度は一般的に再分配効果を持つ。家
計が所得に関するリスクに直面している時，再分
配によって老後の所得を保障する事は生涯所得の
安定につながる。その結果，老後に備えた過剰な
蓄えは必要なくなり，勤労期のリスクに対して安
心して貯蓄を切り崩せるという効果が見込まれ
る。特に，自分の意志とは無関係に低所得になら
ざるをえなかったり，無年金になってしまう可能
性がある場合，社会保障制度の厚生評価は先行研
究と大きく異なる可能性がある。

本論文では，家計が多期間生存して雇用リスク
に直面する世代重複モデルを用いて，数値解析に
よって分析する。雇用リスクと社会保障制度の関
係について，定常状態比較を行った。我々の結論
は以下の通りである。第1に，最低保障年金の導
入は，限界的には事前の厚生を高める効果があ
り，将来世代の社会厚生を高める可能性がある。
しかし第2に，利子率が高くなると，利子収入が
期待できる事から最低保障年金導入の効果は弱ま
る。第3に，自身が低所得の無年金者になる確率
が小さくても存在する場合，最低保障年金の導入
は全所得階層の厚生を高める。

本論文の構成は以下の通りである。まず，II節
で家計が直面する雇用リスクについて簡単にサー
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ベイをする。III節で雇用リスクに直面する家計
が存在する世代重複モデルをセットアップする。
IV節では，モデルのパラメターが日本経済とマッ
チするようにカリブレートする。V節で数値計算
結果について議論をする。最後に，VI節でまとめ
と今後の展望について議論をする。

II　先行研究

雇用リスクが拡大していると言ったとき，そこ
にイメージするものは必ずしも研究者間で共通し
ていない。そこで，本節では雇用リスクについて
先行研究を簡単にサーベイし，本論文で用いる雇
用リスクを定義する。

家計は労働所得について，職を失うかもしれな
いという雇用リスクと，賃金が変動する賃金リス
クの2種類の所得リスクに直面している。前者は
0か1かという大きなリスクであり，実際に経験す
る家計の数は少ないものの一部の家計が大きな経
済的困難に直面するのに対して，後者は給与や
ボーナスの一部カットなどより頻繁に多くの家計
が経験するショックである。そのため，雇用リス
クと賃金リスクは異なるリスクとしてとらえる必
要がある。賃金リスクに関しては，多くの先行研
究が存在する〔Storesletten, et al. 2004；Abe and 
Yamada 2009〕。近年では，Low, et al.〔2009〕が
雇用リスクと賃金リスクを明示的に区別してリス
クの推計を行っている。

恒常所得仮説に基づくと，一時的な所得低下は
ほとんど消費に反映されない。そのため，所得リ
スクの厚生評価を行う場合には，リスクの性質を
考 慮 す る 必 要 が あ る。 例 え ば，Blundell, et 
al.〔2009〕は所得リスクを恒常的ショックと一時
的ショックに分解し，前者は消費に大きな影響を
与えているが後者の消費への影響は極めて小さい
ことを明らかにした。Low, et al.〔2009〕は賃金
リスクと雇用リスクが併存するモデルを構築し
て，同様の分析を試みている。

我々は雇用リスクに注目する。雇用リスクが家
計にとって深刻か否かは，失業の捉え方によって
大きく変わってくる。前述の通り，İmrohoroğlu, 

et al.〔1995〕は失業リスクをモデル化して最適な
社会保障制度を分析しているが，彼らの特定化で
は失業は6カ月程度の所得低下にすぎない。この
ような一時的ショックは，深刻な流動性制約に直
面していない限り，容易にシェアできる。失業が
家計にとって深刻である状況とは，たかだか数カ
月間の所得減少ではなく，恒常的な所得低下の可
能性がある場合であろう。

本論文では，3つのキャリアパスが存在するモ
デルを考える。図1は，大学卒（高所得層），高校
卒（中所得層）および正職員・正社員以外（低所
得層）の平均所得を描いたものである（詳細はIV
節） 1）。失業しなければ，家計は各プロファイル
に沿った所得を得ることになる。しかし，失業に
よって家計は異なるプロファイルに推移する可能
性があると仮定する。そのため家計は，一時的な
失職に加えて，恒常所得の変化という大きな
ショックにも直面している。また，詳細は次節で
説明するが，低所得層は無年金者であると仮定を
する。そのため，低所得層に推移した場合には引
退後に公的年金を受け取れないという大きなリス
クにも直面している。

III　世代重複モデル

1	　家計行動
Bewley型世代重複モデルを考える2）。家計は無

数に存在しており，各家計は雇用状態に関して固
有リスクに直面している。雇用リスクに注目する
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図1　所得プロファイル
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ためモデルの1期間は3カ月間（四半期）とし，家
計の年齢を j，各四半期をq∈｛1, 2, 3, 4｝で表す。定
常状態のみに注目するため，時間と年齢の区別は
ない。すべての家計は20歳から経済活動を開始
し，65歳で定年退職して，最大で100歳まで生存
することが可能である。しかし，生存リスク
0<f j <1に直面しており，途中で死亡する可能性
がある。m j, qを j 歳第 q 四半期の人口分布とする。
人口分布はm j ', q'= f jm j, qに従って推移する。q が第
4四半期の場合には j '= j +1，q'=1となり，それ以
外の場合には j '= j+1でq'= q＋1となる。

勤労家計（20歳から64歳）は，高所得層，中所
得層と低所得層の3種類に区別される。20歳期初
に労働市場に参加した際にどの所得層に属するか
が確率的に決定し，割合をそれぞれ   ，  ，

と書くことにする。各所得階層の労働者は図
2の矢印に従って推移する。基準ケースでは中・
高所得層と低所得層は分断されており，中・高所
得層は失業しても低所得層にはならず，低所得層
は失業と低所得の職を繰り返すのみであると仮定
する。V.4節で点線の矢印，すなわち低所得層へ
の推移がある経済についても考察する。

高所得層の年齢・生産性プロファイルを   ，
中所得層及び低所得層の年齢・生産性プロファイ
ルをそれぞれ   ，  と書く。各所得階
層の賃金プロファイルをプロットしたのが図1で
ある。

各所得層の労働者は失業リスクに直面してお
り，失業すると労働所得はゼロになる。d 期間は
全員，雇用保険を受け取る事が可能であるが，そ

の後は雇用保険給付が打ち切られる。失業者は確
率的に新しい職を見つける事ができ，前職が 
Z ∈｛h, m, l｝である失業者が高・中所得の職を見つ
ける確率はそれぞれp u(Z | h)，p u(Z | m) であるとす
る。中所得労働者と高所得労働者は低確率で入れ
替わる可能性があると仮定する（図2の細い線）。
そのため，高所得労働者は失業するリスクに加え
て中所得労働者になるリスクにも直面している。

勤労世帯　各家計は ( j, q) 期の期初にa単位の資産
を保有している。平均標準報酬月額を四半期に換
算した値（後述）をbとする。勤労世帯の状態変
数は，資産保有量a，平均標準報酬月額bおよび雇
用状態 Zとなる。

労働者の価値関数 は次のように書
くことができる。

 （1）
ただし，x'はすべて次期の値を意味する。現在

の状態が Z ∈｛h, m, l ｝である労働者は確率 (Z' | Z) 
で次期の雇用状態が決まる3）。失職(u)した場合，
前職の情報が必要になるため，状態変数に Z が含
まれている。また，失業期間に応じて失業給付を
受け取れるかどうかが決まるため，失業期間dも
状態変数に含まれる4）。

次に失業者の価値関数 を定義し
よう。失業者の状態変数には失業期間d及び前職
の状態 Zが含まれている。

 （2）

引退家計　65歳以上の家計は労働供給を行うこと
ができない。引退世帯の価値関数
は，資産a及びこれまでの平均標準報酬月額b上で
定義される。iss は指示関数でこの値が1の家計は

高所得層
(h)

中所得層
(m)

失業者
(u&h), (u&m)

低所得層 (l)
[無年金層]

失業者
(u&l )

図2　雇用状態の推移
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公的年金を受け取ることが可能であり，0の家計
は無年金者であるとする。低所得階層は必ず無年
金者であり，中・高所得階層は必ず年金を受け取
る事ができる。

 （3）

予算制約　すべての家計の予算制約は次式で表
される。

 （4）

cj,qは消費量，aj,qとaj',q'は今期および次期の資産
保有量，rは利子率， はIII.3節で説明する意図し
ない遺産である。勤労世帯と引退世帯の違い，あ
るいは勤労世帯内の違いはフロー所得 yj,q のみで
ある。フロー所得は次の通りに決定する。
（5）の1番上の式は中・高所得層の労働所得で

ある。wはマクロにおける賃金水準であり，労働
所得wκ  zj から年金保険料 ss 及び失業保険料 ui が
ひかれている。（5）式の2番目は低所得層の労働
所得である。彼らは無年金者であるため，年金保
険料を支払っていない。（5）式の3番目と4番目は
失業者の所得であり，失業保険給付期間中は前職
に応じて失業保険給付wκ  zj euiが支払われるが，失
業保険給付期間が過ぎた後は0となる。（5）式の
5番目は引退世帯の収入である。公的年金は，国
民年金と厚生年金の2階建て構造を想定してい
る。国民年金は定額で 1stだけ支払われる一方，
厚生年金は平均標準報酬月額bに比例して 2ndbだ
け受け取れる。w allは無年金者か否か（年金保険
料を納めたか否か）に関わらず，全員が受け取れ
る最低保証年金である。基準ケースではゼロとし
て，V節で政策実験を行う。

 

 
 （5）

勤労期における平均標準報酬月額は（6）式に

従って推移する。

 （6）

ただし，失業期間は平均標準報酬月額に加算さ
れない。

2	　生産技術
総資本供給および総資本労働は下記の通りに決

定する。
 （7）

 （8）

ただし，Φ j, q (a, b, Z) は状態(a, b, Z) の家計がど
れだけ存在しているかを表す分布関数である 5）。
集計した資本及び労働を使って代表的企業は生産
活動を行っている。マクロ経済における生産関数
は通常のCobb=Douglas型とする。

Y=AK aL1-a

3	　政府の予算制約
我々のモデルにおける政府の役割は，（1）公的

年金制度の運営，（2）雇用保険の提供及び（3）意
図しない遺産の分配の3つである。公的年金制度
の予算制約は次のとおりである。

 

 （9）

1stと 2ndは外生的に与えられており，保険料
率 ss が内生的に決定する。雇用保険の予算制
約は，
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 （10）

となる。意図しない遺産の再分配は次の通りである。

 （11）

4	　均衡の定義
本論文では定常比較のみを行う。そのため，注

目するのは下記の再帰的競争均衡である。

定義　再帰的競争均衡は以下を満たす。
（i） 家計の最適化：家計は予算制約（4）式の下で

（1）式，（2）式および（3）式を満たすように
政策関数を決定している。

（ii） 企業の最適化：企業は利潤を最適にするよう
に生産活動を行っており，要素価格は

r =a A(K/L)a -1－d ，w=(1－a )A(K/L)a

となる。ただし，d は資本減耗率である。
（iii） 市場生産条件：資本市場の均衡条件（7）式

および労働市場の均衡条件（8）式が満たさ
れている。

（iv） 政府の予算制約：（9）式，（10）式および
（11）式が満たされている。

（v） 分布関数の定常性：分布関数Φ j, q (a, b, Z) が
定常分布を持つ。

IV　カリブレーション

1	　選好と生産技術
日本経済にマッチするようにパラメターを設定

しよう。我々のモデルにおける1期間は四半期で
あるため，異時点間の代替の弾力性の逆数である
g が大きな値を取ると実証研究との整合性に問題
がある。よって，Abe and Yamada〔2009〕に従っ
て2とした。割引因子b は，内生的に決定する利
子率（年率）が約4%になるように年率の割引因子
を0.99とした。資本分配率および固定資本減耗率
はHayashi and Prescott〔2002〕に従って，それ

ぞれa =0.362とd =0.083とする。

2	　生存確率及び人口分布
家計が直面する生存確率｛f j ｝は，国立社会保

障・人口問題研究所による「日本の将来人口推計
（平成18年12月推計）」の男性の将来生命表（中位
推計）を用いた。また，人口成長率は0％とした。
人口推移式 m j ', q'=f jm j, q に基づいて人口分布を計
算すると，労働力人口（20歳から64歳）と引退人
口（65歳から100歳）の比はおよそ37.64%となり，
実際の値である35.23%と近くなる。

3	　賃金プロファイル
労働者は高所得層，中所得層および低所得層の

3種類に分類される。高所得層は大学卒の賃金プ
ロファイル，中所得層には高校卒の賃金プロファ
イルを用いた。各種賃金プロファイルは，厚生労
働省の「賃金構造基本統計調査」を用いて計算を
した。

具体的な計算方法は以下の通りである。賃金構
造基本統計調査の「きまって支給する現金給与」
を12カ月分合計して，「年間賞与その他特別給与
額」を足し合わせた。賃金構造基本統計調査は
2009年まで利用可能であるが，年間賞与その他特
別給与額は一年前の金額を調査しているため，賃
金プロファイルを計算できるのは2008年までであ
る。図1は2008年におけるクロスセクションでみ
た賃金プロファイルである6）。低所得階層につい
ては，「正社員・正職員以外」のデータを用いて同
様の計算を行った。分析結果を見やすくするため
に，20歳時の所得水準を揃えた後，平均値を1に
基準化した。

4	　雇用リスク
雇用リスクは推移確率p e(Z'|Z)，p u(Z'|Z) によって

特徴付けることが出来る。各所得層の失業率は，
学歴ごとの平均失業率である3.4%と6.5%とした。
正社員・正職員以外の失業率は，中所得層と同じ
く6.5%とした。平均失業期間が6カ月になるよう
に失業からの脱出確率を調整している。失業率と
平均失業期間を定めると，雇用・失業の推移確率
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行列を計算する事ができる7）。社会保障国民会議
によると，無年金者は各コホートの1.8%程度と推
計されている8）。そこで，低所得層は勤労世帯の
2%として，高所得層と中所得層は半々（49%）と
した。雇用保険は6カ月間受け取ることが出来
る。雇用保険の水準euiについては，0.5とした。

5	　公的年金制度
我々のモデルにおける公的年金制度は，国民年

金と厚生年金の2階建てとなっている。OECD 
〔2007〕に従って，国民年金部分である 1stについ
ては0.16とした。厚生年金部分の支給乗数 2ndは
0.0055（支給乗率）×40年で0.22とした。両数値
は厚生労働省のモデルケースと比較すると低めで
あるが，我々のモデルでは第1号被保険者，第2号
被保険者の区別などを無視しており，単純平均し
たマクロ経済の数値のため低めに設定する必要が
ある。V.1節で確認するように，この値だと均衡
で決まってくる保険料率は13.8%となり，現行水
準と近くなる。

以上，設定したパラメターをまとめたものが表
1である。

V　数値計算結果

1	　厚生評価の基準
さまざまなケースを比較するためには，家計の

厚生を測る基準が必要になる。本論文では，定常
状態間を比較するため，（12）式の事前の期待効用

（Ex-Ante Expected Value）を厚生評価の基準と
した。

 （12）

（12）式によって，社会保障制度以外は同一の経
済にこれから参加する家計間の厚生比較が可能に
なる。ただし，（12）式には単位がないため，基準
ケースと比較した際に制度改革を行ったことに
よってどれだけ消費量で測った厚生改善が見込ま
れるかを表す，等価消費量を計算した。

同様に，各状態が実現した後のCEQをそれぞ
れ，CEQ(h)，CEQ(m)，CEQ(l)と書くことにする。

2	　雇用リスクが厚生に与える影響
まず，雇用リスクの拡大がどの程度，厚生損失

を生じさせるかを確認しておこう（表2）。表2の
基準ケースでは均衡利子率が約1%（四半期）で，
公的年金の保険料率が13.8%と現行水準に非常に
近い水準になっている。図3は基準ケースにおけ
る各所得層の消費プロファイルをプロットしたも
のである。低所得層は年金保険料を負担していな
いため，若年期には中・高所得層より可処分所得
が高くなる。それを反映して低所得層の消費水準
は20歳代前半では高めになる。しかし，賃金成長
率が低いため，30歳代になると中・高所得層に追
い抜かれることになる。中・高所得層が40歳代後
半から50歳代前半に消費のピークを迎えて緩やか
に消費を減らすのに対して，低所得層は消費プロ
ファイルがフラットであり50歳代から急激に低下
する。低所得層は無年金者でもあるので，老後の

表1　カリブレーション・パラメター

説明 パラメター 値
割引因子 b 0.99
相対的危険回避度 g 2
資本分配率 a 0.362
固定資本減耗率 d 0.087
雇用保険給付額 e ui 0.5
雇用保険給付期間 d 2 四半期
公的年金（一階部分） j 1st 0.16
公的年金（二階部分） j 2nd 0.22
20 歳時の高所得層の割合 49%
20 歳時の中所得層の割合 49%
20 歳時の低所得層の割合 2%
高所得層の失業率 3.4%
中所得層の失業率 6.5%
低所得層の失業率 6.5%
平均失業期間 2 四半期
高・中所得層間の推移確率（四半期） 1%
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生活のために多額の貯蓄が必要になる。そのため
引退直後の資産保有量は中所得層よりも低所得層
の方がやや大きくなる。

表2はIV節で設定した基準ケースと，（a）失業
率が2%増加した場合，（b）無年金者が2%増加し
た場合，（c）中・高所得層だった失業者が低確率

（四半期で0.25%）で低所得層，すなわち無年金者
に推移する確率がある場合を比較している。

（a） 失業率が2%増加すると，総資本が低下して利
子率は0.5%（四半期）程度，増加する。失業
率の増加は，予備的貯蓄による資産増のイン
センティブを与えるが，マクロ経済における
失業者の増大は総資本供給の低下につなが
る。そのため，利子率は上昇して，賃金wは

約2.9%低下する。また，総産出Yは約4.9%の
低下になる。消費量で測った事前の期待効
用(CEQ)の低下は約4.9%と大きな厚生損失と
なる。

（b） 低所得層（無年金者）の割合は，基準ケース
では全人口の2％仮定していたが，それが4%
に増加した場合に何が起こるかを見てみよ
う。無年金者は保険料を支払わない代わり
に給付もないため，均衡保険料率はわずかに

（0.2％）低下する。また，産出量も0.6%低下
している。CEQをみると，-0.84%となってい
る。すなわち，自分自身が低所得層に属して
無年金者になってしまう確率が2%高まる
と，消費量で測って-0.84%の事前の期待効用
の低下となる。ただし，中・高所得層の期待
効用はわずかに上昇している。これは要素
価格が変化した一般均衡効果の影響である。

（c） 最後に，一度失業プールの中に入った中・高
所得層が低い確率（0.25％）で低所得層に推
移する場合を考えよう。これは図2における
点線の推移に相当する。ケース（b）は，一
度，中・高所得層になってしまえば無年金と
いうリスクは他人事になってしまう。一方，
ケース（c）では自身が無年金者になるリスク
が存在している。ケース（c）では年金給付が
始まる65歳時点で無年金者が4.14%程度存在
する事になる。そのため，マクロ経済全体に
おける無年金者の割合はケース（b）とほぼ同
じである。しかし，ケース（c）では自身が無
年金者になるリスクがあるため，中・高所得
層の期待効用が大きく低下する。

3	　最低保障年金の導入
図3にあるように，無年金者は50歳代に入って

から消費量を低下させないと引退後の生活を賄う
ことができない。そこで，最低保障年金として，
保険料負担の有無にかかわらず一律に一定額を給
付した場合の影響を分析していこう。表3の左側
は，すべての家計に all

∈｛0.05, 0.10, 0.15｝だけ分配
した場合の定常均衡である。中・高所得層は，国
民年金，厚生年金に加えて最低保障年金を受け取

0.0 
0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
1.0 
1.2 
1.4 

20 25 30 35 40 45 50 55 60
年年齢齢

高所得層 中所得層 低所得層

図3　所得階層ごとの消費プロファイル

表2　雇用リスクの厚生分析

（a）失業率 （b）無年金者 （c）推移確率
基準 +2% +2% +0.25%

利子率 1.05% 1.54% 1.03% 1.03%
保険料率 13.8% 13.9% 13.6% 13.6%
ch(w) 0.00% -2.88% 0.10% 0.09%
ch(Y) 0.00% -4.92% -0.60% -0.38%
ch(C) 0.00% -2.52% -0.51% -0.43%
CEQ 0.00% -4.90% -0.84% -0.83%
CEQ(h) 0.00% -5.09% 0.14% -0.78%
CEQ(m) 0.00% -4.89% 0.14% -0.90%
CEQ(l) 0.00% -1.86% -0.24% -0.18%

注）　 利子率は四半期間の値である。ch(・)は変化率を表して
いる。
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る。例えば，平均所得の5%だけ最低保障年金を
給付した場合，保険料率は約1.7%上昇する。給付
を平均所得の15%にまで増やすと，保険料率は5%
以上の上昇になる。最低保障年金の導入は総資本
を減らすため，産出量を1 ～ 2.8％程度低下させ
る。しかし，低所得層のCEQ (l)を5%以上高める
効果を持ち，事前の期待効用も all=0.05では正値
になる。すなわち，最低保障年金は，これから経
済に参加してどの所得階層になるかが決定してい
ない家計にとって，厚生改善につながることが期
待される。しかし，最低保障年金の水準を高くし
過ぎると，低所得層には厚生改善になるものの，
それ以外の厚生は劣化する。これは高保険料率と
流動性制約の存在のためである。

表3の右側は，無年金者のみに最低保障年金を
給付した場合である。中・高所得層は既にある程
度の年金給付を受け取っており，基準額に満たな
い家計にのみ給付するケースに近い。無年金者の
みに給付する場合，全人口に占める無年金者の割
合は2%と小さいことから，ほとんど保険料率を
変えない。そのため，中・高所得層への影響は極
めて小さいまま，低所得層だけ大幅な厚生改善が
見込まれる。また，事前の効用がわずかながら高
くなるため，これから経済に参加する家計にとっ
ては厚生改善となる。ただし，この分析にはモラ
ルハザードの影響を一切，考慮していない点に注
意をする必要がある。低所得層は負担なしに給付

を受け取れるため，必ず厚生改善となる。

4	　雇用リスクと最低保障年金
次に，家計が直面する雇用リスクが変化した場

合に，最低保障年金導入の政策的含意がどのよう
に影響を受けるかを確認していこう。V.2節と同
様，3つのケースを考える。

第1に，失業率が2%増加した場合の最低保障年
金導入の影響を分析しよう。一律に最低保障年金
を給付する場合，中・高所得層のCEQ(h)，CEQ(m)
だけでなく，事前の厚生(CEQ)も負値となってい
る。これは，低所得層に対する導入の効果が弱
まっているためである。前述のように，失業率が
高まると利子率が上昇する。利子率が上昇する
と，引退後に利子所得である程度生活できること
が期待される。そのため，最低保障年金の必要性
は相対的に弱まる。この結論は失業率の上昇に伴
う一般均衡効果というより，最低保障年金導入が
金融政策の影響を受けることを示唆していると考
えられる。ただし，我々のモデルでは低所得層が
引退後の生活のために消費水準を大幅に低下させ
て貯蓄を行うことを想定している。蓄えがなく生
活保護に頼る家計の存在をモデル化した場合，こ
の結論は変わる可能性がある。

第2に，無年金者が2%上昇した場合の最低保障
年金の導入の効果を確認していこう。これから経
済に参加する家計にとって無年金者になる確率が

表3　最低保障年金の導入

全員 無年金者のみ
基準 5% 10% 15% 5% 10% 15%

利子率 1.05% 1.21% 1.38% 1.52% 1.05% 1.05% 1.06%
保険料率 13.8% 15.5% 17.3% 19.1% 13.8% 13.8% 13.9%
ch(w) 0.00% -1.02% -1.95% -2.79% -0.02% -0.04% -0.08%
ch(Y) 0.00% -1.02% -1.95% -2.79% -0.02% -0.04% -0.08%
ch(C) 0.00% -0.17% -0.33% -0.55% -0.02% -0.04% -0.04%
CEQ 0.00% 0.04% -0.18% -0.76% 0.03% 0.04% 0.10%
CEQ(h) 0.00% -0.10% -0.44% -1.11% -0.06% -0.13% -0.14%
CEQ(m) 0.00% -0.11% -0.45% -1.13% -0.07% -0.14% -0.16%
CEQ(l) 0.00% 5.09% 9.33% 12.71% 3.05% 6.05% 9.07%

注）　利子率は四半期間の値である。ch(・)は変化率を表している。
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表5　無年金者が2%増加した場合の最低保障年金の導入

全員 無年金者のみ
基準 5% 10% 15% 5% 10% 15%

利子率 1.03% 1.20% 1.36% 1.52% 1.04% 1.05% 1.05%
保険料率 13.6% 15.4% 17.2% 19.0% 13.7% 13.7% 13.8%
ch(w) 0.00% -1.04% -1.98% -2.85% -0.05% -0.12% -0.16%
ch(Y) 0.00% -1.04% -1.98% -2.85% -0.05% -0.12% -0.16%
ch(C) 0.00% -0.19% -0.31% -0.45% -0.04% -0.03% -0.04%
CEQ 0.00% 0.10% 0.05% -0.31% 0.05% 0.21% 0.29%
CEQ(h) 0.00% -0.18% -0.48% -1.03% -0.12% -0.14% -0.22%
CEQ(m) 0.00% -0.21% -0.49% -1.05% -0.14% -0.15% -0.24%
CEQ(l) 0.00% 5.07% 9.43% 13.03% 3.11% 6.31% 9.30%

注）　利子率は四半期間の値である。ch(・) は変化率を表している。

表4　失業率が2%上昇した場合の最低保障年金の導入

全員 無年金者のみ
基準 5% 10% 15% 5% 10% 15%

利子率 1.54% 1.71% 1.87% 2.02% 1.54% 1.55% 1.55%
保険料率 13.9% 15.7% 17.5% 19.3% 13.9% 14.0% 14.0%
ch(w) 0.00% -0.98% -1.88% -2.69% -0.03% -0.05% -0.08%
ch(Y) 0.00% -0.98% -1.88% -2.69% -0.03% -0.05% -0.08%
ch(C) 0.00% -0.21% -0.41% -0.62% 0.04% 0.01% 0.11%
CEQ 0.00% -0.01% -0.27% -0.75% 0.16% 0.13% 0.44%
CEQ(h) 0.00% -0.14% -0.51% -1.09% 0.08% -0.01% 0.21%
CEQ(m) 0.00% -0.13% -0.48% -1.05% 0.09% -0.01% 0.25%
CEQ(l) 0.00% 4.42% 8.14% 11.29% 2.74% 5.23% 8.08%

注）　利子率は四半期間の値である。ch(・) は変化率を表している。

表6　無年金者への推移確率が正値の場合の最低保障年金の導入

全員 無年金者のみ
基準 5% 10% 15% 5% 10% 15%

利子率 1.03% 1.20% 1.37% 1.52% 1.04% 1.05% 1.05%
保険料率 13.6% 15.4% 17.2% 19.0% 13.7% 13.8% 13.8%
ch(w) 0.00% -1.04% -1.98% -2.83% -0.05% -0.11% -0.15%
ch(Y) 0.00% -1.04% -1.98% -2.83% -0.05% -0.11% -0.15%
ch(C) 0.00% -0.20% -0.32% -0.65% -0.04% -0.06% -0.07%
CEQ 0.00% 0.12% 0.07% -0.70% 0.09% 0.20% 0.29%
CEQ(h) 0.00% -0.02% -0.20% -1.03% 0.00% 0.03% 0.04%
CEQ(m) 0.00% -0.03% -0.18% -1.06% -0.00% 0.03% 0.05%
CEQ(l) 0.00% 5.06% 9.41% 12.48% 3.10% 6.20% 9.19%

注）　利子率は四半期間の値である。ch(・) は変化率を表している。
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高まったことを意味するため，全員に一律で分配
する場合，CEQは正値になっている。また，表3
と比較して all=0.10でもCEQが正値になることか
ら，無年金者の増加は最適な最低保障年金額を高
くする。

最後に，低所得層への推移確率が正値の場合の
最低保障年金の導入を確認していこう。無年金者
になる確率が小さくてもプラスである場合，最低
保障年金の導入はすべての家計にとって他人事で
はなくなる。表5と同様に，最低保障年金をすべ
ての家計に配分する政策は事前の厚生改善につな
がる。しかし，保険料率が高くなることから中・
高所得層の厚生は劣化する。無年金者のみに分配
する政策は，表5の場合には，低所得層には厚生
改善につながるものの中・高所得層の厚生を劣化
させていた。一方，低所得層に推移する可能性が
ある場合，小さな値であるが，すべての所得階層
にとって厚生改善になる可能性がある。

VI　まとめと今後の課題

本論文では，多期間世代重複モデルを用いて，
雇用リスクが存在する経済における最低保障年金
導入の厚生評価を試みた。最低保障年金の限界的
な導入は，産出量を下げるものの，厚生を高める
可能性があることを示した。特に，自身が低所
得・無年金層になるリスクが高まってくると，最
低保障年金の導入は一般均衡効果を考慮しても厚
生を高める。一方で，利子率が高くなると最低保
障年金導入の効果は弱まることを明らかにした。
最低保障年金の導入は，確率的には小さくても大
きな生涯所得低下のリスクが存在する場合には，
厚生改善の効果を持つ。ただし，生涯所得低下の
リスクに対する保険制度として，最低保障年金に
よってカバーするべきなのか，それとも勤労期の
セーフティネットによってカバーすべきなのか
は，これから更なる検討が必要である。

我々のモデルは雇用リスクと社会保障制度に関
する政策実験用に設計されたシンプルなモデルで
あり，さまざまな方向に拡張可能性を持ってい
る。第1に，移行経路を明示的に分析する必要が

ある。本論文における厚生比較は将来世代にとっ
ては重要な政策メニューを提示することになる
が，現役世代にとっては，必ずしも厚生改善とな
らない可能性がある。そのため，明示的に移行過
程を考察し，制度改革によってどの世代がどれだ
け不利益を被るかを分析する必要がある。第2
に，我々のモデルでは，雇用リスクに非常にシン
プルな仮定を置いていた。雇用リスクと所得リス
クを組み合わせることによって，家計が直面する
リスクをより正確にモデル化できる。同時に，所
得リスクの源泉である人的資本蓄積や教育投資に
ついても考察する必要がある。

付記
本論文の作成にあたり，稲垣誠一，小塩隆士，

金子能宏，畑農鋭矢の各氏から有益なコメントを
いただいた。もちろん，残ったあらゆる誤りは著
者の責任である。本研究の一部は，科学研究費補
助金・若手研究（B）No. 1973014の助成を受けた
ものである。

注
 1）　 日本の労働市場に関しては古くから二重労働

市場仮説が一定の説得力を持ってきた。図1は学
歴別のプロファイルであるが，企業規模別でも似
たような形状のプロファイルを描くことができ
る。本論文における雇用リスクとは，新卒市場で
採用された後，異なるキャリアパスを歩むことに
なる家計を極端な形でモデル化したものと考え
られる。二重労働市場仮説に関しては，例えば，
石川（1999）を参照せよ。

 2）　 紙面の制約から，数値計算手法の詳細を説明
す る 事 は で き な い。 詳 し く は，Heer and 
Maussner（2009）の第10章を参照せよ。

 3）　 推移の組み合わせにはゼロが含まれている。
 4）　 勤労世帯が職を失った直後は失業期間が1なの

で，必ずd=1である。簡単化のために，雇用保険
加入期間に関わらず失業保険給付を受け取れる
と仮定する。

 5）　 分布関数を詳しく説明する事はややテクニカ
ルになる。詳細はHeer and Maussner（2009）を
参照せよ。

 6）　 近年，賃金プロファイルの傾きが緩やかに
なっているという指摘があるが，本論文では定常
均衡のみを考察しているため，プロファイルは一
定と仮定している。傾き自体が大きく変化する
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場合，若年層にとって生涯所得が大幅に変わっ
てくるため，大きな所得リスクとなる（Guvenen, 
2007）。

 7）　 İmrohoroğlu, et al.（1995）を参照せよ。
 8）　 h t t p : / /www . k a n t e i . g o . j p / j p / s i n g i /

syakaihosyoukokuminkaigi/kaisai/syotoku/
dai05/05siryou2_2.pdfを参照せよ。
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I　はじめに

現在，日本では，年金制度に関して，さまざま
な構造的な問題が指摘されている。特に，年金制
度の望ましい構造という観点からは2つの問題が
重要である。

第1の問題は，少子高齢化・人口減少という構
造変化の中で生まれる「公的年金制度の維持可能

性」の問題である。この問題については，近年の
年金改革において議論され，現在なおさまざまな
観点から議論が行われている1）。

第2の問題は，年金の未加入・未納問題に端を
発する「年金制度の普遍性」の問題である。つま
り，日本の年金制度は，皆年金制度と言われつ
つ，加入しないことが実質的に許容されているた
めに，すべての国民が普遍的に年金に加入する制
度となっていないという問題である。実際，年金
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出所）　 社会保険庁（2007）および 国立社会保障・人口問題研究所のデータ 
（http://www.ipss.go.jp/s-info/j/seiho/seihoH21.xls）

図1　国民年金納付率および生活保護を受ける高齢者の推移

年金制度と生活保護制度
――高齢期の所得保障スキームの在り方をめぐって――
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未加入者および未納者の数は大きく，国民年金未
納率は傾向として増加してきている2）（図1の国民
年金納付率）。

このような未加入・未納が許容される背景に
は，日本では年金をもらえなくても生活保護制度
に依存することで最低限度の生活ができるという
構造があると考えられる。実際，近年明らかな上
昇傾向を見せている高齢者の生活保護受給者（図
1の高齢者世帯数）のうち約53％（2005年時点）
は年金未加入者であると指摘されている3）。本論
文は，年金制度と生活保護制度の間に存在する密
接な関係を明らかにすることで，この第2の問題
に関する分析を試みるものである。

この問題は，生活保護制度がある場合には，高
齢期に生活保護を受けられることを期待して，
人々は過小な貯蓄しか行わないというモラルハ
ザード問題（例えば小塩〔2005a；第4章〕などを
参照）の1つと考えられる。年金への加入が自発
的である場合には，この過小貯蓄の問題は，年金
制度への未加入問題として現れてくるからである。

この生活保護制度に付随するモラルハザード問
題への対処法としては，貯蓄あるいは年金制度へ
の加入を強制することが指摘されてきた 4）。しか
し，日本では，図1が示唆するように，年金制度
への加入については完全な強制となっていない。
そこには何らかの意味があるのだろうか。この疑
問を1つの問題意識として，本稿では，強制加入
が求められない年金制度の特徴について，生活保
護制度との関連に注目しながら分析していく。

本論文では，世代間リスク・シェアリングの観
点から設計された賦課方式年金制度のモデルに生
活保護制度を導入した簡単なモデルを構築して，
2つの財政制度の関係を明らかにする。年金制度
として積立方式ではなく，賦課方式が採用される
理由の1つとして，後者が持つ世代間リスク・シェ
アリング機能はしばしば指摘されるところであ
る 5）。例えば，インフレや長期的な不況などのた
めに収益率が低くなる場合，積立方式では老後の
生活を営めなくなる可能性があるが，賦課方式な
らばそのリスクを平準化できる。

本稿でも，世代間リスク・シェアリングを賦課

方式年金の重要な役割の1つと捉え，生活保護制
度との関連を明らかにする 6）。ここでは，生活保
護制度には世代内リスク・シェアリングの機能が
与えられる。高齢期のための貯蓄が不十分になる
というリスクは，世代内でシェアできると考えら
れるからである。したがって，本稿では，生活保
護のための財源負担は，同世代の高所得者によっ
て行われると仮定される。本稿での分析の特徴
は，世代間のリスク・シェアリング制度と世代内
のリスク・シェアリングの制度の相互依存関係を
明らかにすることにあるとも言える。

本論文の構成は以下の通りである。まず次節で
は，世代間リスク・シェアリング機能を持つ簡単
な年金制度を考え，生活保護制度が存在するなら
ば，年金保険料を引き下げる補助を低所得者に与
えることで年金制度に加入してもらうことが，高
所得者にとって望ましいという結果を得る。この
ような高所得者から低所得者への再分配が引き出
されることが，年金加入を強制としないことの1
つの意味と言えるかもしれない。

続く第III節では，時間整合性を持つ年金制度
について考察する。そこでは，年金制度に加入し
てもらうために低所得者に与える補助金は，時間
とともに増加していく必要があることが示され
る。しかしながら，その補助額が高所得者が許容
できる額を超えてしまい，低所得者に年金制度に
加入してもらうことは，もはや高所得者にとって
は望ましくなくなる可能性があることが明らか
にされる。

社会的な観点からは，低所得者が生活保護に依
存するより，世代間リスク・シェアリングの機能
を持つ年金制度に加入する方が望ましい。しか
し，時間整合的な年金制度の下では，年金制度へ
の加入が強制されないならば，それを実現できな
い可能性があり，強制加入の年金制度の方がやは
り望ましい可能性が示唆される。第IV節はまと
めである。

本稿では，年金制度への加入が強制されない
ケースとして，主として日本の公的年金制度（と
りわけ国民年金）を想定するが，その結論は，私
的年金のみで公的年金制度が存在しないケース，
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国民全員が加入できる公的年金制度というものが
存在しないケース，あるいは強制加入の公的年金
制度の廃止を考えているケースにも対応するもの
であり，望ましい公的年金制度のあり方に関する
本質的な考察を与えるものであると考える。

II　年金制度と生活保護制度：基本モデル

一国全体で発生するショックについては，基本
的に世代内のすべての個人が影響を受けるため，
世代内でのリスク・シェアを行うことは難しい。
そこで，世代間でリスク・シェアリングを行う合
理的な理由が生まれる（例えばGordon and Varian

〔1988〕を参照）。
この状況を最も簡単に表現するために，以下の

ような2期間世代重複モデルを用いる。個人は，
若年期と高齢期の2期間生存し，時点 tの高齢者
は，所得w+z tを取得し，すべて高齢期の消費にあ
てるとする。ここで，w は高齢期のための貯蓄
額，z tは分布Fに従う確率変数 の実現値である。
確率変数 の期待値 E ( )はゼロと仮定する。若
年期の消費は，すべての世代で等しく，不確実性
も全く存在しないとする。

したがって，人々の効用を高齢期の消費cのみに
依存する関数v (c)によって表現する。ここで，人々
が危険回避的であれば， で示される不確実性を
減らすことを好むが， は t 時点のすべての高齢
者世代が被るショックであるために，世代を超え
たリスク・シェアリングの仕組みが必要となる。

確率分布Fが時間を通じて一定ならば，世代間
リスク・シェアリングを行うことで，すべての世
代の厚生を改善することが可能であるため，世代
間の契約が結ばれる可能性が存在する。以下で
は，まずそのような観点から設計された簡単な賦
課方式年金保険の仕組みを説明し，それが存在す
る時に生活保護制度を導入した場合の影響につい
て分析する。

1	　基本モデルの設定
世代間リスク・シェアリング契約における t時

点での若年者から高齢者への所得移転を xtとすれ

ば，一般に所得移転のルールは，t時点までの歴史
ht-1 と t 時 点 に お け る 変 数z t に 依 存 す る 関 数

として表現される。そして，契約とは，
そ の よ う な 関 数 の 流 列 で 表 さ れ る 

（N={ 1, 2, 3, ...,}）。この時，例えばWorrall〔2000〕
に従って，

 （1）

という所得移転のルールを定める。これは，時点
tの高齢者は，自らが若年期に高齢者に支払った
所得移転 xt-1 から高齢期のショックz t を差し引い
た額を若者から受け取ることができるという所得
移転のルールである 7）。このルールの下では，高
齢期に発生するショックは，所得移転によって完
全に相殺され，t時点の高齢者世代の消費（=所
得）は， となり，完
全に安定した消費を行えることになる。以下で
は，最も簡単なケースを分析するために，高齢期
に起こるショック は {– e , e}のいずれかを1/2の
確率でとると仮定する。

図2は，初期の若年者の拠出額0から出発して，
各時点で，負のショックが起こった時の若年者か
ら高齢者への所得移転額を上方向の経路，正の
ショックが起こった時の若者から高齢者への所得
移転額を下方向への経路で表し，時間の経過とと
もに起こりうるすべてのケースを描いていくもの

図2　基本モデルでの所得移転（高所得者のケース）
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である。どのような場合でも高齢期の所得移転の
期待値は若年期の拠出と等しくなるとともに完全
な保険が提供されることがわかる。

したがって，このような賦課方式年金型の世代
間リスク・シェアリング契約が結ばれる可能性が
ある8）。特に，この契約の下では，各自の高齢期
の給付から若年期の支払いを差し引いた純給付

（  ）の期待値はゼロとなっているとともに，
完全な保険が提供されるため，もし高齢期に確
実に年金を受け取れるのであれば，若年者に
とってこの年金に参加することが合理的にな
る。つまり，この年金制度は次の2つの条件を満
たしている。

（P1）（若年者の参加制約）若年者は年金制度に自
発的に加入し，年金保険料の拠出（高齢者への所
得移転）を行う9）：

 （2）

（P2）（保険数理的公平性）年金制度の下で支払う
保険料は期待される給付に等しい：

 （3）

しかしながら，次節で詳しく議論するように，
実 は こ の 年 金 制 度 に は 時 間 整 合 性（Time-
Consistency）の問題が存在する。この問題につい
ては次節において詳しく検討することにして，本
節では，まず上記の年金制度に加入するすべての
個人が所得移転のルールを守るというコミット
メントが存在する場合に，上記のような賦課方式
年金制度と生活保護制度の間にどのような関係が
生まれるかを明らかにする。

さて，生活保護制度導入の影響を分析するため
に，以下では，低所得者（lタイプ）と高所得者

（hタイプ）の2つのタイプの個人を考え，若年期
に高齢期のための所得として，それぞれw=wlおよ
びw=whを得ると仮定する（ただしwl<wh）。個人
は高齢期に世代特有の所得ショックを受け，時点
tのタイプiの高齢者の所得は，wi+l i z tになると仮

定する。簡単化のため，lh =1およびl l =l  (>0)と
する。

したがって，高所得者なら t 期の移転額が
x ht =x ht-1 – z t と な る 年 金 制 度， 低 所 得 者 な ら
x lt =x lt-1 – lz t となる年金保険制度に加入すれば，完
全なリスク・シェアリングが行われる。

生活保護制度については，例えば国際社会から
の暗黙の圧力など，何らかの理由で，政府が   の
最低所得を保障する制度が存在すると仮定する。
最低所得水準は，外生的に与えられるものとす
る。 以 下 で は， お よ び

を仮定する。すなわち，低所得
者は，負のショックが発生し，年金保険を持って
いない場合には，生活保護に依存すると仮定する。

そして生活保護の実施が必要になった場合は，
同じ世代の高所得者に対する課税で財源を確保す
ると仮定する。課税は，低所得者が生活保護を必
要とする場合にのみ行われ，保護のために必要な
額を高所得者が均等に負担するものとする。数学
的 に 表 現 す れ ば， 必 要 と な る 課 税 額 は，

と表される。ここでq は，
低所得者と高所得者の比率であり，生活保護制度
において1人の高所得者が支えなければならない
低所得者の数である。以下ではq<1，すなわち低
所得者の数は相対的に少ないと仮定する10）。

しかしながら，  の水準が保障される生活保護
制度が存在する場合には，低所得者にとって上記
のような年金制度に加入することが望ましいとは
限らない。t時点に年金を受け取るためには，低
所得者は保険料 x lt-1 を支払わなければならないの
に対して，生活保護であれば，高所得者の税負担
に依存すればよいからである。

2	　基本モデルでの年金制度と生活保護制度
このような状況において，低所得者が多少の補

助金によって年金に加入してくれるのであれば，
高所得者は喜んでそのような補助金を出す可能性
がある。そこで，t期において，低所得者の年金保
険料を引き下げる補助水準をa tとし，低所得者が
年金に加入することを，低所得者も高所得者も合
意する補助額a t >0が存在するか否かについて検
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討する。
以下では，簡単化のため，Gordon and Varian

〔1988〕やWorrall〔2000〕などでも用いられてい
る期待効用関数 を用いる。た
だし，E (  ) およびVar (  ) は高齢期の消費額を表す
確率変数   の期待値および分散である。ここで，
まず低所得者が年金保険に参加する条件を考える。

仮に補助金付きで契約に参加すれば，完全な保
険の下での所得変動は(wl+a t, wl+a t )なので，期待
効用水準は となる。ここで，ベク
トルの中の最初の値は，経済で負の所得ショック
(– e  ) が起こった時の所得，2つ目の値は正の所得
ショック( e  ) が起こった時の所得である。

一方，年金制度に加入しないで生活保護に依存
する場合には，所得変動は となる。し
たがって，期待効用は， とすれば，

となる。低所得
者 が 年 金 に 加 入 し て も よ い と 考 え る の は

が満たされる時であり，それは
と定義すれば， と

いう条件で与えられる。
次に，高所得者が最大限支払ってもよいと考え

る補助額を計算する。高所得者自身は，年金制度
に加入すると考えられるので，補助金a tを支払っ
て低所得者が年金に加入する場合の高所得者の所
得は(wh – qa t, wh – qa t)となる（q は高所得者1人当
りの低所得者数）。したがって期待効用水準は

となる。一方，低所得者が年金保
険 に 参 加 し な い 場 合 の 所 得 変 動 は
(wh – q  ( l  e  – g ), wh ) と な り， 期 待 効 用 水 準 は

となる。ここで，
ならば，高所得者が低所得者の年金

加入に対して補助金atを支払ってもよいと考えるは
ずであり，その条件は，
と定義すれば，a t< a  ht によって与えられる。

問題は，a  lt < a t< a  ht となる補助額a tが存在する
か，すなわちa  lt < a  ht が成立するかということで
ある。そのような補助額が，すべての期間にわ
たって存在する場合を均衡と呼び，その時の補助
額は，ある割合r∈ (0, 1) を用いてa  lt + r (a  ht – a  lt ) で
与えられるとする。以下ではr を所与とする11）。

以下の定義においては， は t 期の所得
移転ルール と補助額 の下で年金制度に参加す
る場合のタイプiの期待効用，u in ( ) は  の下で低
所得者が年金制度に参加せず生活保護を受ける場
合のタイプ iの期待効用である。また，任意の t∈

N に お い て，a  ht  お よ びa  lt  は
（i=h, l）によって定義されるものとする。
定義1：均衡とは，以下の条件を満たす所得移転
ルール ( i=h, l )と低所得者への補助額の流列

である。

（E1）
 （若年者の参加制約）

（E2）
 （保険数理的公平性）

（E3） （政治的合意可能性）
（E4）
 （政治的交渉解）

言うまでもなく，均衡が存在する場合には，低
所得者が補助を得て年金制度に加入することでパ
レート効率性が達成される。上記の基本モデルで
は，次の命題が示される。
命題1：基本モデルでは均衡が存在する。均衡で
は，生活保護水準  が引き上げられると補助額は
増加する。すなわち低所得者の年金保険料は低下
する。
証明：タイプ iへの所得移転ルールを条件（E2）
を満たす によって定義する。この
時， および

と な る。 こ こ で，
と な る の で， 条 件

（E3）a t
h
 > a t

lが成立する。そこで，（E4）を満たす
ように と定義すれば（E1）が
満たされる。すなわち均衡が存在する。生活保護
水準  が変化する時の均衡における補助額 の変
化 は
となる。ここでl  e  > g なので，最低生活水準が上
昇する場合，年金制度に参加させるために必要な
補助金の水準は上昇することがわかる12）。∎

上記の命題では，生活保護水準の上昇は低所得
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者への補助の引き上げを要求することが示されて
いる。これは，最低生活水準が上昇すると，低所
得者は所得の落ち込みが小さくなるため，年金加
入のメリットが低下し，生活保護に依存した方が
得になるからである。

したがって，年金保険への加入が実質的に強制
でない場合に，もし生活保護の水準が上昇するな
らば，一般に低所得者の年金加入率が低下するこ
とが考えられる。そのような低所得者の行動を抑
制するためには，低所得者の保険料を引き下げる
ことが必要になってくるのである。年金制度への
全員加入を確保するためには，生活保護水準の変
化と連動するように年金保険料を変化させる必要
があることが示されている。

さらに，この結論は，結果的に全員が年金制度
に加入する場合でも，生活保護制度の存在および
生活保護水準が，低所得者の年金保険料に影響を
与えることで，低所得者への所得再分配に影響を
与え，低所得者の厚生に影響を与えることを示し
ている。このような結果は，年金制度と生活保護
制度の間の密接な相互依存関係を明確にしている。

III　年金制度と生活保護制度：拡張モデル

すでに示唆したように，これまで考察してきた
年金制度には，時間整合性の問題が存在する。以
下では，その問題を明らかにし，時間整合性を満
たす年金制度と生活保護制度の関係を分析する。
そこでは，前節で見た2つの制度の相互依存関係
が引き続き存在することが確認されるとともに，
新しい問題が発生することが示される。

1	　年金モデルの拡張：時間整合性の問題
問題は，与えられた年金契約を人々が破棄する

可能性である。各世代が法律を制定する権利を有
している限り，契約破棄は合法的に行われる可能
性があるため，この問題は十分に考察されるべき
問題である。以下では，次の第3の条件を考える。

（P3）（時間整合性）高齢者は高齢期にも自発的に
所得移転ルールを守る：

 （4）

高齢者には次の期がないため，高齢期に若年者
への所得移転を求められても，それを行うことは
合理的ではない。実際，前節の年金制度の下で
は，z t >0（つまり正のショックが発生する）なら
ば，若年者への所得移転が高齢者に求められる可
能性がある。しかし，そのような所得移転は高齢
者にとっては合理的とは考えられないため契約は
破棄される。この条件は，高齢者が年金制度に継
続的に参加するための条件であると考えられる。

この（P3）の条件は，具体的には
という条件を要求する。前節でみた所得移転ルー
ル で問題となるのは，図2からも明ら
かなように，所得移転額がマイナスになる可能
性，つまり高齢者が若年者に所得移転を行うこと
が求められるケースである。そこで，時間整合性
を満たすために，所得移転額がマイナスの場合に
は，移転額をゼロとするルールとしたものが図3

（A）である。
この修正ルールでは，高齢者への所得移転額が

若年期にゼロである場合，高齢期には負のショッ
クの下でe の所得移転を受ける一方，正のショッ
クの下では全く所得移転を行う必要がないため，
期待所得移転額はゼロではなくプラスになる。所
得の分散も年金制度に加入することで小さくなる
ので，すべての若年者が年金に参加することを望
むようになる14）。したがって，条件（P3）のみな
らず（P1）も満たす年金制度となる。

しかしながら，この修正ルールの下では条件
（P2）が満たされない。というのは，時間整合性
を確保するために，高齢者に正の期待利得を保障
しなければならなくなるケースがあるからであ
る。この高齢者の優遇を求める時間整合性と保険
数理的公平性の間の緊張関係は重要である。高齢
者への給付を大きくすることで時間整合性の問題
を回避しようとする解決策は，結果的に年金制度
の長期的な予算制約に穴を開けることになる。

このような観点からは「保険数理的公平性」
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は， と い う 一 種 の
「No-Ponzi 条件」が満たされるための十分条件と
いう重要な意味も持っている。時間整合性は，保
険数理的公平性の条件を緩め，「No-Ponzi 条件」
を諦めれば比較的簡単に満たされることになるこ
とを踏まえると，3つの条件を同時に満たす年金
制度を明示的に考慮した上で議論することが重要
だと考えられる。

そこで，条件（P1）および（P2）を満たしつ
つ，時間整合性（P3）を満たす年金制度として，
次のような所得移転ルールを考えてみる。

 （5）

ただし とする。実は，この（5）式で示
されるルールは，Worrall〔2000〕のアイディアに
基づくものである。違いは，Worrall〔2000〕は保
険数理的公平性の条件（P2）の代わりに と
いう借入制約を問題としたため 0と仮定した
のに対して，上記のルールでは（P2）を満たすた
めに としたことである。以下ではこの
ルールを3つの条件を満たす年金制度として分析
していくことにする15）。

さて，この所得移転ルールが図3の右図（B）で
示されている。この新しい所得移転ルールの特徴
は，所得変動を小さくする所得移転額が徐々に小
さくなっていくことである。それが求められるの
は，図3（A）のように，所得変動を完全になくす

所得移転が行われる場合，正のショックが続くな
らば，やがて幸運な高齢者に若年者への所得移転
を求める必要が出てくるが，高齢者はそれを拒否
し制度が持続しないことになるからである。その
ような状況の発生を防ぐために，新しい所得移転
制度では，正のショックがどんなに長く続いて
も，高齢者が若年者に所得移転を行わなくてすむ
ルールとされ，所得移転額は常に となり，時
間整合性（P3）が満たされることになる。さら
に，所得移転の期待値については， と
なり，（P2）もまた満たされることになる。

上 記 の 所 得 移 転 ル ー ル の 下 で は， 消 費 は
であり，消費の期待値はwiとな

る。 消 費 の 分 散 は
となり，世代間リスク・シェアリン

グに参加しない時の分散( l i e  )2 よりも小さくな
る。したがって，この所得移転ルールに従う時の
期待効用は従わない場合の期待効用を上回る。つ
まり，若年時の参加制約（P1）も満たされる。以
下では，このように時間整合性を含む3つの制約
を満たす年金制度と生活保護制度との関連を分析
する。

上記の年金制度の下では，時間整合性を確保す
るために完全な保険は提供されない。年金に加入
しない場合の所得変動は(– l i e,  l i e  )であるが，年
金に加入していた場合でも，時点 tにおける所得

（= 消 費 ） の 変 動 は と す れ ば，
(– l i m t,  l i m t )となる。

図3　時間整合性を考慮した基本モデル（A）と拡張モデル（B）（高所得者の所得移転）
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したがって，m t∈ (0,   e  )であり，m tは時間ととも
に，(1/2) e，(3/4) e，(7/8) e，...と大きくなり，e に
徐々に近づいていくことがわかる。つまり，時間
整合性を満たすために，リスク・シェアリングの
機能を徐々に低下させて行かざるをえないことに
なる。

実は，上記のように所得変動が徐々に大きく
なっていくという問題は，時間整合性を含む3つ
の条件（P1）–（P3）を満たす世代間リスク・シェ
アリングのルールの下で一般的に発生する問題で
ある。次の命題は，保険加入者が直面する所得変
動のリスクは，多少の変動はありうるものの，十
分な時間を取れば将来世代の方が必ず大きくなる
という意味で，所得変動リスクが徐々に大きく
なっていくことを示している。
命題2：条件（P1）–（P3）を満たす年金保険制度
の下では，時点 tでの年金加入者の所得変動リス
クをs tとすれば，すべての でs s>s tが成立
するN (t ) ∈Nが存在する。
証明：まず，条件（P2）より，   が成立
するので，所得移転ルールは確率変数  
を用いて と書ける。ここで時点tの高齢
者 の 所 得 は， 年 金 制 度 に 加 入 す る 場 合，

なので，所得の
平均はwi，分散はs t = ( l i e– n t)2 となる。ここで，

（P1）を満たすためには，n t >0 (∀ t ∈N ) でなけれ
ばならない。また， となるが，時
間整合性（P3）を満たすためには，  が成立
しなければならないので，任意の時点 t∈Nにおい
て， という条件が満たされなければな
らない。したがって が成立する
が，n t >0 (∀ t ∈N ) の下で，この不等式が成立す
るためには，n tはゼロに収束することが必要であ
る。そこで，任意の時点 t において，すべての

に対して，n s<n tとなるN (t) ∈Nが存在し，
この時s s≡(l i e– n s)2 > s tが成立する。∎

以下では，時間整合性を満たす年金制度と生活
保護制度の間に見られる関係をわかりやすく示す
ために，（5）式で定義される所得移転ルールを事
例として分析していく。なお，この拡張モデルに
おける均衡の定義は，定義1に時間整合性の条件

を加えたものとする。

2	　拡張モデルでの年金制度と生活保護制度
まず，このような年金制度に低所得者が加入す

るか否かの問題を考えてみる。前節と同様，a tを
高所得者が低所得者の年金保険料軽減のために与
える補助金とする。ここで，低所得者が年金に加
入する場合，(wl + a t  – lm t , wl + a t  + lm t )という所
得変動に直面するので，期待効用水準はul

p  ( a t )≡
wl + a t   – ( lm t )2となる。一方，生活保護に依存す
る場合，所得変動は(   , wl + le )になる。前節と
同様に，g ≡wl  –   と定義して期待効用水準を表
すと， となる。
よって， と定義
すれば，a> a l

t を満たす場合には低所得者は年金
に加入する。

次に高所得者について考える。その所得変動
は， 低 所 得 者 が 年 金 制 度 に 加 入 す る 時 に は
(wh – m t  – qa t , wh + m t  – qa t )なので，期待効用は
uh

p  ( a t )≡wh – qa    – m 2
t となる。一方，低所得者が

加 入 し な い 時 の 所 得 変 動 は (wh – m t  – q (l  e   – g ), 
wh + m t ) と な る の で， 期 待 効 用 は

(l  e   – g )2 – m 2
t – m tq  (l  e   – g ) となる。

よって とすれば，
a< a h

t を満たす補助金なら高所得者は受け入れる。
ここで，補助額a l

t およびa h
tを，m tの関数として

図に描いてみると，図4のようになる。m t は時間
が経つにつれてe に収束していくので，e の大きさ
が重要な役割を果たすことになるが，この図では
m t = eの時，a h

t < a l
t が成立する状況が示されている。

前節と同様，a h
t < a l

t が成立する状況において，
を均衡補助額と考えると，本

節の拡張モデルでは，時間が経つにつれてm t がe
に収束していくので，均衡の補助額もまた時間と
ともに変化しなければならないことを図4は示唆
している。すなわち，時間整合性を満たす賦課方
式年金では，年金のリスク・シェアリング機能は
時間とともに徐々に小さくなるため，低所得者が
年金制度に参加するインセンティヴが小さくな
り，低所得者の求める補助額が時間が経つにつれ
て徐々に大きくなっていくのである。
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以下の命題は，（5）式で定義される年金保険制
度に関する結果であるが，上記の議論および

（P1）–（P3）の制約を満たす賦課方式年金のリス
ク・シェアリング機能は長期的には低下していく
という命題2を踏まえると，一般に同様の命題を
示せることは明らかであろう。
命題3：拡張モデルにおいて，（5）式の所得移転
ルールの下で均衡が存在するならば，均衡での年
金保険料補助額は，時間とともに増加していかな
ければならない。
証 明：kt  ≡ a h

t – a l
t  と 定 義 す る と

となる。各
時点 tでの均衡における補助額は， に
よって定義されるので， をm t で微分すると，

となる。m tは時間
とともにe に向かって増加するので，補助額も増
加する。∎

この命題は，高所得者と低所得者が合意できる
補助額が存在し皆年金が継続できるにも関わら
ず，低所得者の年金保険料の軽減を政策的に怠る
ならば，結果的に低所得者が年金保険に参加しな
くなる可能性があることを示唆している。

実は，高所得者が許容できる補助額も時間とと
もに増加していく。これは，高所得者が加入する
年金制度でも所得変動が大きくなっていくため，
低所得者が生活保護に陥った時の高所得者の負担
が相対的に重くなり，その負担軽減のために，多
くの補助金を与えてもよいと高所得者は考えるよ
うになるからである。しかし低所得者が求める補

助額の増加の方が大きく，図4のように，やがて
両者が合意できる補助金がなくなる可能性が生ま
れる。

その場合，もはや低所得者を年金制度に加入さ
せることは高所得者にとっては得策ではなく，生
活保護に依存させた方がよいことになる。以下の
命題は，実際にそのような状況が存在しうること
を明らかにしている。
命題4：拡張モデルにおいて，（5）式の所得移転
ルールの下で，均衡が存在するための必要十分条
件は， という関係式で与
えられる。均衡が存在する場合，生活保護水準が
引き上げられると補助額は増加する。
証明：命題3の証明で用いた関数kt はm tに関する2
階微分が負で，m t =0の時にkt >0となる。したがっ
てm t=e の時 ならば，m t ∈ (0, e )なので，任意の
tにおいて が成立する（図5を参照）。そこで，
m t =e の時のkt を求めると次のようになる。

 （6）

均衡が存在するための必要十分条件は であ
り，（6）式が非負になるという条件で与えられ
る。この時の補助額 の生活保護水準 
に 対 す る 反 応 は

となる。∎
命題で与えられた不等式の左辺に対応する を

q，g，l で微分することで，q が小さくなるほど，
g が大きくなるほど，またl が大きくなるほど，
が小さくなる，つまり均衡が存在しにくくなるこ
とを示すことができる16）。すなわち，生活保護制
度が用いられる場合に1人の高所得者が支えなけ
ればならない低所得者の割合q が小さくなるほ
ど，生活保護制度の下で保障されるべき所得水準

 が小さくなるほど（g  =wl  –   であることに注
意）高所得者が低所得者に補助を与えて年金制度
に加入させるメリットが相対的に小さくなるた
め，皆年金が維持される均衡が存在しにくくな
る。また，低所得者の所得変動l が大きくなるほ
ど，年金加入時の所得変動l 2m 2

t も大きくなるた
め，低所得者を年金に加入させるための補助が高

0
µt

µs

αh
t

αl
t

図4　低所得者および高所得者が受け入れる補助額
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所得の望む額を超えやすくなり均衡が存在しにく
くなると考えられる。

年金への加入に関して，人々の自発的意志が尊
重されている場合，皆年金制度を維持するために
は，生活保護制度の下で年金に加入するインセン
ティヴが相対的に低くなる低所得者の年金保険料
を軽減させるような補助を慎重に設計することが
必要になるが，上記のような要因次第で，そもそ
も，そのような政策を高所得者の合意を得ながら
政治的に実施することができない場合もあること
を認識することは重要であるように思われる。

IV　おわりに

本稿では，年金制度への未加入問題を問題意識
として，年金制度と生活保護制度の間の構造的関
係を理論的に明らかにすることを試みた。賦課方
式年金制度は老後の生活保障を世代間リスク・
シェアリングを通じて効率的に行う仕組みと考え
ることができるが，生活保護制度の存在は，年金
制度への加入のインセンティヴを低下させること
で，年金制度の構造にも影響を与える。このよう
な年金制度と生活保護制度の関係をよく理解した
上で，制度設計を行わなければ，未加入問題など
が発生することになる。

基本モデルでは，生活保護制度の下で低所得者
が年金制度に加入しないインセンティヴを持つ場
合でも，高所得者が低所得者に補助を与えること
で，皆年金が実現することが示された（命題1）。
生活保護制度が存在する場合に発生するこのよう
な高所得者から低所得者への補助は，公平性を重
視する社会においては，社会全体の厚生を改善す
ることになるため，年金制度への強制加入という
解決策よりも優れた政策と言えるかもしれない。

一方，時間整合性を考慮した拡張モデルでは，
年金制度を通じた世代間リスク・シェアリングが
時間とともに不十分になるため（命題2），皆年金
を維持するためには低所得者への補助を徐々に引
き上げる必要があることが明らかにされた（命題
3）。この場合，低所得者への補助の引き上げを怠
ると，低所得者の年金への未加入問題が発生する
ことになる。

さらに，拡張モデルでは，時間が経つにつれ
て，低所得者が加入するインセンティヴを十分に
与えられずに，低所得者が加入する年金制度を構
築することが不可能になるケースがあることも明
らかにされた（命題4）。この場合，皆年金制度を
実現するためには強制加入という手段によらざる
をえない。個々の保険料納付を前提とした年金制
度では強制加入を徹底することが難しいことを考
えると，税方式による年金保険制度へ移行するこ
とで，実質的に強制加入を実現するといった改革
も必要かもしれない。

本稿のモデルはシンプルなもので，実際の年金
制度とは相違点も多く17），その解釈には十分な注
意が必要であるが，年金制度と生活保護制度の構
造的関係の1つの側面をとらえていると思われる。
さまざまな問題が指摘されている日本の年金制度
であるが，生活保護制度を初めとする他の財政制
度との関連なども考えながら，制度への理解を深
め，見直しを進めていくことが重要であろう18）。

 （平成21年 6月投稿受理）
 （平成22年 2月採用決定）

0
µt

µ+ µ+

µs

kt

kt

図5　命題４の証明のイメージ
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注
 1）　 日本の年金制度の維持可能性の問題について

は，例えば，小塩（2005b，2007）などを参照の
こと。なお，近年では，出生率を内生化した動学
モデルにおいて，最適な年金制度のあり方に関す
る研究が数多く出されている。例えば，Nishimura 
and Zhang（1995），Groezen, Leers and Meijdam

（2003），Fenge and Meier（2005），Cremer, Gahvari 
and Pestieau（2006），小塩（2007）などを参照の
こと。

 2）　 本稿では，人々が年金へ加入するか否かを決
めるモデルを分析するので，その政策的含意が
大きいと思われる国民年金に関するデータを紹
介する。2006年のデータでは，第1号被保険者約
2123万人中，国民年金未加入者は約18万人，2年
間の保険料が未納となっている者が約322万人と
されている（社会保険庁（2007））。

 3）　 厚生労働省調べ。また，無年金の高齢者の総
数は45万人で60％強が生活保護に頼っていると
の結果も明らかにされている（日本経済新聞 
2008年1月22日）。

 4）　 実際，この問題に関する数少ない近年の研究
の1つであるFenge and Weizsacker（2001）で
も，生活保護制度の下での過小貯蓄の問題を改
善するための手段として「強制加入の年金制度」
を考え，その保険料率の望ましい水準について
分析を行っている。

 5）　 たとえば，Gordon and Varian（1988）は，世
代間のリスク・シェアリングを行うことが市場で
は難しいことに注目し，財政赤字および公的社会
保障制度が，その役割を担えることを指摘した古
典的な論文である。

 6）　 言うまでもなく，賦課方式年金の存在を正当
化する根拠は，世代間リスク・シェアリング機能
にとどまらない。例えば，Sinn（1999）は，子供
を持てないリスクや子供が将来世話をしてくれ
ないリスクをシェアする仕組みとして賦課方式
年金をとらえている。これは，賦課方式年金を言
わば世代内リスク・シェアの仕組みととらえるも
のである。現実の年金制度は，このようなさまざ
まな要素を考慮して設計されている。日本の基
礎年金は基本的に定額の保険料・給付の仕組み

であるが，その水準は人口動態，成長率，インフ
レ率などの変化を踏まえて調整されており，世代
間リスク・シェアリングの要素を内包している。
本稿は，そのような要素に注目した分析と位置づ
けられる。

 7）　 関数  は，確率変数  の実現値z tに依存するの
で確率変数と考えられる。以下では，確率変数
の意味で用いる場合は ，実現値を示す場合はxt 
という表記を用いる。

 8）　 Worrall（2000）は，若者を世代間リスク・シェ
アリングの仕組みに参加させるためには，高齢期
に受け取る額が，過去の支払いに依存する（1）
式のような関数でなければならないことを示し
ている。

 9）　 ここでE [n (・)]は，歴史ht-1を所与として に関
する期待効用を計算する。

10）　 この割合には他に制限を設けていないので，
若年者も高齢低所得者の財源負担を行う場合はq
が小さくなると考えればよい。この場合には若
年者の所得が変わるので，モデルが複雑になる
が，本稿と同様の結論を導くことは可能である。
ただし，生活保護のための財源負担のリスクを，
世代間でシェアする仕組みを明示的に考慮した
場合には結論はかなり変わってくる。その分析
は今後の課題としたい。

11）　 ここでrは高所得者層と低所得者層の政治的交
渉で決まると考えられる。単純多数決などの政
治過程を通して少数者である低所得者の厚生を
最低限にするケースを考えることも可能である
が，ここでは何らかの交渉を通じてr∈ (0, 1)が決
まると考える。その水準は特定化しないが，本稿
では，各所得層の割合は時間を通じて一定であ
るとともに，ショックは毎期ランダムに起こると
仮定するので，政治的交渉で決まるr も時間を通
じて一定と仮定する。その交渉解をショックの
流列に依存して決まる関数とすることも可能で
あるが，そのような交渉解の分析については今後
の課題としたい。

12）　 高所得者の許容する補助額の上限について
も，最低生活水準の上昇に伴って上昇していくこ
とを簡単に確認できる。これは，最低生活水準が
上昇すると，低所得者が生活保護を利用する際
に，高所得者が負担する税金の額が増加するた
めである。

13）　 このような契約破棄の問題は，異時点間のリ
スク・シェアリング契約に特有のものである。つ
まり世代内の契約の破棄は各期の法律で防ぐこ
とが可能であるが，次の期には法律が改正され
世代間の契約破棄が起こりうるのである。

14）　 若年期の高齢者への所得移転額がゼロである
場合，修正モデルの下での消費ベクトルは

となるので，期待効用は
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であり，年金に加入しない場合の期待効用wi – l i 
e 2よりも大きくなる。

15）　 実は， とすると，負のショックが続いた
時に という借入制約が満たされない可能性
があるが， として， とするこ
とで，借入制約も満たされることは容易に確認で
きる。なお，ゼロ時点では高齢者が存在しないた
め， >0の場合，第0期に若年者が納める保険料
は積み立てられることになる。

16）　 e が に与える影響は，やや複雑である。e の増
加はm tの関数としてのkt（命題3の証明を参照）
を増加させるが，m t = e で評価する場合，e=m tの
増加はktを減少させる効果を持つため（図5を参
照）， が増加するか否かは一意には決まらない。

17）　 例えば，本稿のモデルでは高齢期が最終期の
ため年金制度が求める所得移転ルールから高齢
者が離脱する可能性が生まれるが，実際には，
人々はいつ亡くなるかは明確でないため高齢者
がすぐに離脱するとは考えにくい。とは言え，高
齢者はいつかは亡くなるため，若年者への所得
移転を拒否することが合理的になり，若年者も所
得移転を強制できない時期が来ると考えられ
る。本稿のモデルはそのような状況を捉えてい
ると考えられるが，より現実的な仮定の下で分析
を行うことは重要であり，今後の課題としたい。

18）　 本稿では，無限の将来にわたって時間整合性
などの条件が確保される場合に均衡と呼び，そ
の特徴づけを行ってきたが，人々がそのように超
長期のことまで考慮して年金への参加を決めて
いるわけではないようにも思われる。例えば，生
存期間中に年金が持続すると考えられるならば
年金に加入してもよいと判断する人も多いので
はないだろうか。そのような意思決定が行われ
ているならば，本稿での均衡の存在条件が満た
されない場合でも，人々が年金に加入し，年金制
度がやがて破綻するという状況も起こりうる。
特に，長期間にわたる不況期などでは，低所得者
の所得変動（l）が大きくなりやすく，本稿が示
唆するように，年金保険料を引き下げるような措
置を行わなければ低所得者が年金に加入せず生
活保護に依存するようになることが考えられ
る。このような問題は，国民皆年金と言われつつ
も，未加入問題が発生している日本の年金制度
のあり方を考える上で重要な問題と思われる。
その分析は今後の課題としたい。
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社会福祉法人が，その設置に係る通所介護事業所等につ
いて，常勤の管理者を置かないなど不正な行為により市
から介護報酬を受けたとして，市が同法人に対して当該
介護報酬相当額の損害賠償請求をすべきであるとされた
事例

大阪高裁平成21年7月23日判決（平20（行コ）38号，損害賠償（住民
訴訟）請求控訴事件）　判例集未登載

社 会 保 障 法 判 例

小　西　啓　文

I　事案の概要

1　X1ら（甲事件原告・控訴人）及びX2（乙事
件原告・被控訴人）はいずれも堺市の住民であ
る。Y（堺市市長，甲事件被告・乙事件被告・控
訴人）は，損害賠償金又は不当利得金の支払を請
求する権限を有する執行機関である。

堺市に主たる事務所を置く社会福祉法人Aは，
大阪府知事から，介護保険法（以下「法」という）
施行（平成12年4月1日）直前の同年3月15日，
指定居宅サービス事業者として，通所介護事業所

（以下「本件デイサービスセンター」という），訪
問 介 護 事 業 所（ 以 下「 本 件 ヘ ル パ ー ス テ ー
ション」という）の指定を受け，平成15年9月11
日，指定居宅介護支援事業者として，居宅介護支
援事業所の指定を受け（以下，これらの事業所を
合わせて「本件各センター」といい，これらの指
定を合わせて「本件各指定」という），これらの事
業を営んでいた。Aは，本件各指定に当たり，本
件各指定当時のAの理事の夫であり，本件各セン

ターから直線距離で約10km離れた幼稚園（以下
「本件幼稚園」という）の事務長であるDを本件各
センターの管理者として申請していた。上記指定
後，Aは本件デイサービスセンターを利用定員10
名の認知症専用併設型通所介護事業所として運用
していた。

2　Aは平成12年4月19日付けで，訴外C病院
との間で，看護職員の派遣を受ける旨の契約（以
下「本件派遣契約」という）をした。AはC病院
に対し，実際には派遣されていない日及び時間帯
の派遣料についても支払を行ったが，実際の派遣
分との差額については，後日，C病院から「寄附
金」という名目で払戻しを受けていた。このため
実際には平成12年4月から同年8月まで本件デイ
サービスセンターは認知症専用併設型通所介護事
業所としての人員基準を満たしていなかった

（①）。
またAは，本件デイサービスセンターのサービ

ス提供時間について，誤った算定に基づき介護報
酬を請求し（②），利用者本人の希望等により当初
の通所介護計画より時間を大きく短縮した場合に

判例研究
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も，計画の変更等を行わずに介護給付費を請求し
ていた（③）。

さらに，Aは認知症専用併設型通所介護事業所
について，運営規程及び重要事項説明書に利用定
員を15名と記載しており，10人の利用定員を超過
しても介護報酬の減算をしなかった（④）。

3　X1らは，平成17年2月24日，堺市監査委員
に対し，Aが，職員数を偽るなどして，本件デイ
サービスセンター及び本件ヘルパーステーション
に係る介護報酬（平成12年度から平成16年度）を
3割の減額をせずに不正に請求し，堺市から介護
報酬の支出を受けたから，Yは，Aに対し，介護
報酬相当額の不当利得返還請求権等を有するの
に，これを違法に怠っているとして，同請求権等
の行使を求める監査請求をした。

これに対し堺市監査委員は，同年4月25日，同
監査請求を棄却したため，X1 らは，同年5月24
日，Yに対し，Aに上記各不正請求により被った
介護報酬相当額及びこれに100分の40を乗じた加
算金（法22条3項）を堺市へ支払うよう請求する
ことを求める訴え（甲事件）を提起した。

またX2は，平成17年6月6日，Aが本件各指定
に当たり管理者として申請したDは，管理者とし
ての勤務実態がないから，本件各指定は無効であ
り，堺市がこれを前提としてAに介護報酬を支出
したことは違法であって，その支出した介護報酬
全額が不当利得となるから，堺市はその返還請求
権等を行使すべきであるのに，その行使を違法に
怠っているとして，同請求権の行使等を求める監
査請求をした。

これに対し堺市監査委員は，同年8月3日，同監
査請求を棄却したため，X2は，同年9月2日，A
が，上記の理由で不正に介護報酬を受領したとし
て，Yに対し，これに相当する金員を堺市へ支払
うよう請求することを求める訴え（乙事件）を提
起した。

4　大阪府知事は，平成17年8月24日，介護給
付費の不正請求を理由にAの指定訪問介護事業の
指定を取り消したことから，Yは，同月26日，A
に対し，上記不正請求に係る介護報酬（平成12年
6月1日から平成17年3月14日までのサービス提

供分。542万3188円）及びこれに対する100分の
40の加算金を支払うよう請求し，Yは，同年8月
31日，これら全額の弁済を受けた。

また大阪府担当職員は同日，指定通所介護事業
につき，前記2に列挙した①ないし④の4点（以下

「本件不適正請求①」などといい，まとめて「本件
各不適正請求」という）において不適正な介護報
酬の請求（平成12年4月から平成17年3月サービ
ス提供分）がされていたと指摘し，自主点検によ
り返還を行うよう勧告した。

Yは，平成18年1月30日，Aによる自主点検の
結果を受けて，Aが違法な請求として堺市に返還
すべき介護報酬の額として確認された3135万5038
円を堺市に支払うよう請求し，同年2月13日，そ
の全額の弁済を受けたが，これに対する加算金に
ついては，本件不適正請求が故意によるものでは
なく，報酬基準の解釈の誤りに基づくものと判断
し，請求しなかった。

これを受けて，Xらは，甲事件については加算
金に係る請求のみとし，乙事件については既に返
還された額を請求から減額するなど，請求を減縮
した。

5　原審（大阪地裁平成20年1月31日判決・判
例地方自治311号69頁）は，甲事件について，本
件不適正請求①につき，Aが行った平成12年4月
から同年7月までの介護報酬の請求は，偽りその
他不正の行為による請求として加算金の対象とな
るとしたものの，上記期間の不適正金額を特定す
る証拠がない，また本件不正請求②ないし④につ
き，偽りその他不正な行為によるものとは認めら
れないから，加算金の支払の請求は理由がないと
して棄却した。

他方，乙事件について，Aは管理者として申請
した者が管理者要件を充足していないことを知り
ながら，あえてその経歴を秘匿して本件各指定を
受け，その結果，堺市から介護報酬の支払を受け
たものであるから，偽りその他不正の行為により
介護報酬の支払を受けたものとして，法22条3項
に基づき，合計1億158万7576円を堺市に支払う
よう請求することを求める限度で理由があるとし
てX2の請求をほぼ認容した。
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これに対し，甲事件につきX1らが，乙事件につ
きYが控訴した。また，Aは，Yを補助するため
本件訴訟に参加した。

II　判旨

甲事件，乙事件とも控訴棄却

1	 　本件各不適正請求が，「偽りその他不正の
行為」（法22条3項）に該当するか否かにつ
いて（甲事件）

「本件不適正請求①のうち平成12年4月から同年
7月までの期間のものについては，Aが，本件派
遣契約により，本件デイサービスセンターの人員
基準充足を偽装し，これに基づいて介護報酬を請
求したものであるから，偽りその他不正の行為に
よる介護報酬の請求として，加算金（法22条3項）
の対象となるというべきである。しかし，法22条
3項は，加算金について，『支払わせることができ
る。』と規定していること，加算金は，市町村が介
護報酬として支払った額そのものではなく，これ
に加えて請求することが法により特に認められて
いるものであることに鑑みれば，加算金を請求す
るかどうかは，市町村の長の裁量に属するという
べきである。そうとすれば，YがAに対し加算金
を請求しないことが違法ということはできないと
いうべきであるから，結局，本件不適正金額①に
関するX1らの請求は理由がない」。

また，本件不適正請求④について，「利用定員の
超過は……恒常的なものとはいえないことに照ら
せば……Aが指定内容の変更届出書の提出を失念
していたというAの弁明……を一概に排斥するこ
とはできず，『偽りその他不正の行為』により，所
定の減算をせずに介護報酬を請求したことを認め
るに足りる証拠はない」。

さらに，本件不適正請求②，本件不適正請求③
も「介護報酬の算定方法についての解釈の相違に
起因するものと解する余地があり，少なくともA
の『偽りその他不正な行為』によるものと認める
に足りず，加算金（法22条3項）の対象となるも
のではないというべきである」。

「以上のとおり，本件不適正請求①～④につい
て，加算金（法22条3項）の支払を請求すること
を求める前記各請求はいずれも理由がない」。

2	 　Aが不正の手段により本件各指定を受け
たか否かについて（乙事件）

（1）Aが本件各指定に係る申請に当たり作成し
た管理者経歴書にDが本件幼稚園の事務長である
ことを記載しなかったことにつき「Aは，Dの経
歴書に虚偽の記載をするという不正の手段により
本件各指定を受けたと推認することができる。
もっとも，Dが，本件各指定申請当時，本件幼稚
園の事務長をしていたとしても，近い将来事務長
の職を辞する予定であった場合や事務長の肩書き
はあるものの実際の事務量は少なく，本件各セン
ターの管理者として常勤できる見込みがあった場
合などは，仮にDの経歴を偽らずに記載しても，
これらの実情を説明することにより，本件各指定
を受けることができたと考え得るから，このよう
な場合には，不正の手段により本件各指定を受け
たとはいえない」が，「Dは，本件幼稚園の事務長
の仕事を兼務しているため，本件各センターの管
理者としての勤務状況は不良で，常勤とは評価し
得ないものであったと認められ」，「各法令や通達
が専従で常勤の管理者を置くことを要求し，その
勤務すべき時間数や兼職可能な基準を詳細に定め
ている趣旨に照らせば，他の者が管理者の職責を
一部果たすことによって，その業務に大きな支障
が生じなかったとしても，これをもってDが常勤
していたといえないことはもとより，それと同等
の状態と評価することもできない」。
「そうすると，Aが，本件各指定を受けたことを

前提として受領した金員は，『偽りその他不正の
行為により支払を受けた』（法22条3項）ものに当
たると解されるから，YはAに対し，その全額（た
だし返還済みのものを除く。）を請求することが
できる」。
（2）「法22条3項は，指定居宅サービス事業者等

が偽り又は不正の手段によって介護報酬の支払を
受けたときは，市町村は，当該業者に対し，その
支払った額につき返還させることができるとして
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おり，法が求める具体的な介護サービスが行われ
たか否かによって上記返還の可否を分けていない
……（法22条3項は，その文言に照らし，偽りそ
の他不正の行為によって市町村が介護報酬を支
払ったこと自体を損害又は損失とみなしていると
解される。）」し，「法22条3項の請求権（加算金を
除く。）の行使をするか否かについては……加算金
請求権とは異なり，現実に支払われた（したがっ
て，市町村が現実に失った）介護報酬相当額の回
復を内容とする債権について，市町村の長が行使
するしないの裁量権を有するとは解されず，本件
において，証拠上，Yがこれを行使しないことに
ついて正当な理由があるとも認められない」。

III　解説

結論に賛成するが，判旨に疑問あり

1	 　はじめに
本判決は社会福祉法人が設置する通所介護事業

所等について，常勤の管理者を置かないなど不正
な行為により介護報酬を受けたことにつき，住民訴
訟という形式で争われ，甲事件では住民側の請求
は棄却されたものの，乙事件では認容されている。

2005年の介護保険法改正後の2007年になって，
介護サービス事業大手であったコムスンの組織的
な介護報酬不正請求事件が発覚したことを機に，
指定事業者に対する規制の再検討が行われ，2008
年改正に至っている（平成20年法律第42号。2009
年5月から施行）1）。具体的には，①介護サービス
事業者内における業務管理体制の整備，②都道府
県知事・市町村長による介護サービス事業者の本
部等への立入検査権の創設，③介護サービス事業
者に対する事業廃止・休止の1か月前までの届出
の義務化と④不正行為により支払を受けた介護
サービス事業者に対する返還金・加算金を徴収金
とすることなどが改正内容である2）。

本判決との関係でいえば，④の改正が関係する
が，本判決はこれら一連の改正前の事案であるこ
とから，改正法については本判決に関係する範囲
で触れることにとどめ，本評釈では，改正前介護

保険法が不正請求についてどのような仕組みを用
意していたかについて，同種の事案である京都地
裁平成18年9月29日判決（判例集未登載）を参照
しつつ，事業所の指定という観点を踏まえて検討
することに主眼を置くことにする。また，本件が
住民訴訟という方法を通じて提起されたことの意
義については3で若干触れることとし，最後に，
本判決が利用者の権利擁護に与えうる影響につい
て言及する。

2	 　事業所の指定と介護保険法22条3項
（1）利用者は，都道府県知事による指定を受け

た事業者・施設の中からサービス提供者を選択し
なければならず，契約の相手方の選択に一定の制
限が課されている。厚生労働省令で定める人員，
設備及び運営の基準（以下「指定基準」という3））
を充たさない事業者・施設はサービス提供の相手
方となりえないし，サービス提供者は，指定を受
けた後も，指定基準に従ってサービスを提供しな
ければならない4）。

指定事業者が指定基準に従わずにサービス提供
をした場合，改正前の介護保険法22条3項は，市
町村は指定居宅サービス事業者等が「偽りその他
不正の行為により［指定居宅サービスに要した費
用等の］支払を受けたときは，当該指定居宅サー
ビス事業者等に対し，その支払った額につき返還
させるほか，その返還させる額に100分の40を乗
じて得た額を支払わせることができる」と規定し
ていたことから，この規定との関係で事業者の指
定基準違反行為をどのように法的に評価すること
ができるかが問題になる。

この規定について，『介護保険の手引』では，偽
りその他不正行為により，本来受けることができ
ない保険給付を受給した者に対して，市町村が不
正利得の返還請求をすることができるのはいうま
でもないものの，医療保険制度5）と同様にその不
正利得を介護保険法上の徴収金としたとする1
項，不正受給が医師等の診断書の虚偽の記載のた
め行われたものであるときに市町村が当該医師等
に対して，受給者に連帯して徴収金を納付すべき
ことを命じることができるとする2項を受け，3項
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は「市町村は，指定居宅サービス事業者，指定介
護支援サービス事業者又は介護保険施設が偽りそ
の他不正の行為によって現物給付6）の支払を受け
た場合，返還額に4割加算した

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

額
4

を支払わせるこ
とができ［る］」ものと説明する（傍点筆者）7）。

同じく3項についての事務連絡でも返還金及び
4 4

加算金は民法上の不当利得の特則であるとし（傍
点筆者），返還金及び加算金に係る返還請求権の
消滅時効は地方自治法236条1項の規定により5年
であること，時効の起算日は事業者が当該不当利
得となる報酬を受領した日の翌日であること，ま
た，返還金及び加算金は，介護保険法200条1項の
規定による2年の時効となる保険料，給付金その
他の徴収金に該当せず，当該返還金及び加算金は
地方税の滞納処分の例により強制徴収することは
できないと説明されていた 8）。

他方，学説は3項について「医療機関等が，詐
欺や不正の行為によって診療報酬等の支払いを受
けた場合には，保険者はそれを返還させ，加え

4 4

て
4

，返還額の4割にあたる額を支払わせることが
できる」が，「返還金と加算金は，社会保険各法上
の徴収金にはあたら」ず，加算金については「医
療機関等による不正請求の一般的な抑止を目的と
した制裁措置（懲罰的な損害賠償に近いもの）と
見るのが適切であろう」（傍点筆者）と指摘する9）。
（2）まず，3項を返還金（乙事件関係）につい

ては市町村の義務的に，加算金（甲事件関係）に
ついては裁量的に規定しているものと区別して理
解してよいかについてである。前掲京都地裁判決
は，保険者が返還金と加算金を請求した事案であ
ることもあって，「会社が支払を受けた居宅介護
サービス費の合計……とその4割に相当する加算
金……について」保険者に支払う義務があると判
示し，『介護保険の手引』と「事務連絡」同様，返
還金と加算金について特段区別することなく判断
している。これに対して本判決は，住民からの損
害賠償請求の事案であり，判旨2（2）の通り，「加
算金請求権とは異なり，現実に支払われた（した
がって，市町村が現実に失った）介護報酬相当額
の回復を内容とする債権について，市町村の長が
行使するしないの裁量権を有するとは解され」な

いとし，返還金と加算金を区別の上，その違いに
リンクさせる形で行政裁量の有無を判断している。

この点，条文が「……返還させるほか
4 4

，その返
還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わ
せることができる」（傍点筆者）と規定しているこ
とからみて，前記学説の解釈のように，返還金と
加算金について分けて考察する本判決の判断は妥
当なものといえよう10）。
（3）つぎに本判決は，返還金が問題とされた乙

事件における「不正の手段」の判断に「事情の有
無」という幅をもたせている。すなわち，「本件各
センターの管理者として常勤できる見込みがあっ
た場合などは……本件各指定を受けることができ
たと考え得るから，このような場合には，不正の
手段により本件各指定を受けたとはいえない」と
するのである（判旨2（1））。

結局のところ，本判決は「各法令や通達が専従
で常勤の管理者を置くことを要求し，その勤務す
べき時間数や兼職可能な基準を詳細に定めている
趣旨」に照らしつつ，Dが常勤していたとも，そ
れと同等の状態と評価することもできないとする
が，いかなる事情があろうとも不正であることに
変わりはないと考えれば，このような指定基準の

「趣旨」如何により判断の余地を確保しようとす
る姿勢には問題があるともいえよう11）。
（4）判旨2の論理は，極論すれば，指定がされ

ていなければ介護報酬は受けられないのだから，
指定にあたり不正があったからには，介護報酬を
全額
4 4

返還すべきというものである。
たしかに，介護報酬を不正請求したことを理由

とする指定取消の場合には（例えば本件ヘルパー
ステーション），制裁的な加算金が請求されるべ
きことや，報酬の全額返還にも納得がいく。もっ
とも，指定が取り消されるまでではなく（本件デ
イサービスセンター），事業者が省令たる指定基
準を守らずにしたサービス提供部分についても全
額返還とするのは適当だろうか。本判決は，先述
の通り，管理者が常勤か否かを指定基準等に照ら
し事情の有無で判断し，常勤といえなければ指定
がなされえない以上，全額返還とすべきであると
するものであるが，具体的な介護サービスは――
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判旨2（2）はこれに消極的であるが――されてい
たのであり，問題とされるべきは，介護報酬の返
還の場面で管理者が常勤でなかったことをどのよ
うに評価するかではなかろうか。本件デイサービ
スセンターは，看護職員の不正派遣問題も抱えて
おり，以上のような解釈をしてまで返還額を減額
する必要性に乏しいきらいはあるが，裁判所によ
る全額返還という判断は事業者（そして住民監査
にあたり不正支給にあたると判断されなかった市
町村）にとって酷な場合もあるだろう。

このような場合に例えば，提供された介護サー
ビスを基準該当居宅サービス（介護保険法42条）
とみる余地はないだろうか。もしそれが可能であ
れば，基準該当居宅サービスでは，管理者につい
て常勤であることは求められておらず（指定基準
41条参照）12），実際に支払われた介護報酬と，保
険者によって例外的に認められる金銭給付たる基
準該当居宅サービスの費用との差額を参照して損
害額を算定することも可能なのではないだろうか
13）。
（5）ところで，同条は改正により「支払った額

につき返還させるべき額を徴収するほか，その返
還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を徴
収することができる」と規定された。「徴収」の表
現を用いたのは，従来は，民事上の債権（民法703
条の不当利得）と解されており，応じない事業者
には民事執行の手続によるほかなかったのを，法
144条による「保険料その他この法律による徴収
金」として滞納処分を可能とするためと指摘され
ている 14）。上記のごとき損害額の算定の段階で柔
軟性をもたせようとする解釈は，今後，「徴収され
るべき

4 4

」（傍点筆者）という文言の解釈にも資する
のではなかろうか。

3	 　住民訴訟にみる「住民」と「被保険者」
本件の特徴は，指定事業者の不正が住民訴訟と

いう方法により明るみに出たところにある。この
点にいわば住民訴訟のもつオンブズマン的機能を
みてとれ，その効用は積極的に評価することがで
きよう。

地方公共団体の財産は究極的には地域の納税者

の拠出にかかる，いわば住民からの信託財産であ
る。地方財政の健全化は終局的には住民の監視に
よって実現されるべきであり，地方公共団体の
長，委員会若しくは委員その他の職員が違法また
は不当な公金の支出，契約の締結，財産の管理を
怠るなどにより，地方公共団体に財産上の損害を
及ぼしていると認められる場合には，地方公共団
体の住民一人ひとりに財務会計上の違法・不当な
行為ないし職務を怠る事実を指摘して監査委員に
対し監査を請求する権利が認められる。これが住
民監査制度である（地方自治法242条）。

しかし，住民監査請求をしても空振りとなり実
効を期すことができないことがあることから，地
方自治法は，こうした場合には，監査請求をした
住民がさらに裁判所に訴訟を提起して，監査委員
に対し適正な監査を求めたり，議会，長その他の
機関や職員に対し違法な財産管理上の行為ないし
怠る事実の是正を求めたり，損害賠償等を請求す
る途を「住民訴訟」として認めた（地方自治法242
条の2）15）。

本件はいわゆる4号訴訟（地方公共団体が長や
職員または第三者に対して有している損害賠償，
不当利得返還等の請求権を適正に行使するよう，
地方公共団体の執行機関または担当職員を被告に
して求める請求）であり16），住民勝訴の判決が確
定した場合には，敗訴した地方公共団体の長は60
日以内に請求に係わる損害賠償または不当利得の
支払いを（個人的責任のある）職員その他の債務
者に請求しなければならないが（地方自治法242
条の3第1項），それでも職員等が求めに応じない
場合には，地方公共団体は改めて職員等を相手に
訴えを提起し，賠償等を請求することになる 17）。

もっとも，本件でXらは「住民」ではあるもの
の，必ずしも「被保険者」とは限らない。介護保
険の財源は「公金」と一口にいっても，保険料と公
費負担部分からなる特別会計であり，地域の納税
者たる住民による監視という住民訴訟の考え方
で，介護報酬の不正受給問題を語りつくすことに
は困難を伴うのではないか。判決文を読む限り，
本件において介護事故などはおきていないようで
あるが，このような返還により，事業者によっては
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倒産し，利用者・従業員が途方に暮れることもあり
うるのであって，今後，住民訴訟が多発化するよう
になれば，いくら効用があるからといっても利用
者不在との批判は避け難いものとも思われる。

このことは，介護保険制度を住民の自治という
観点からとらえるか，被保険者の自治という観点
からとらえるか，にかかわる問題である。今後
は，立法論に及ぶことになるが，国民が国の公金
支出の是非を問う国民訴訟制度の創設が提唱され
ていることに鑑み 18），あわせて被保険者の「参
加」を促進する観点から，「被保険者訴訟制度」の
創設を模索するという方法もあろう。

4	 　むすびにかえて
この間，利用者に最低基準に基づく保護を受け

る権利があるとされる児童福祉施設最低基準とは
異なり，介護保険法の下では，最低基準はサービス
の給付基準としての性格をもたないとされ，サー
ビス利用者が自己の権利利益を保護する規範とし
て最低基準や指定基準を援用するための解釈論が
検討課題として指摘されてきた19）。本件は住民が
提訴した保険者と事業者との間の介護報酬をめ
ぐっての訴訟であり，上記の指摘に直接の回答を
与えるものではないが，公的規制たる指定基準違
反を損害賠償の次元でいかにとらえることができ
るかについて一定の示唆を与えよう。また，不適
切な事業所を指定し，当該事業所において何らか
の損害が発生した場合，指定権限者である都道府
県知事に対する損害賠償請求も検討される余地が
残されているという指摘20）もあることから，事業
者の指定をする都道府県知事の責任を問うことも
模索する必要があろう。

注
 1） 　岩村（2009）9頁（注12）。日本経済新聞2010

年3月14日朝刊3頁によると，介護給付費の不正
受給などで2008年度に都道府県などから指定を
取り消された介護サービス事業所は全国で116箇
所に上り，これらの事業所に市町村が給付費を
返還するよう求めたところ，実際に返還されたの
は総額の約14％にとどまるという。

 2） 　この間の改正の経緯については本沢（2010）40
頁参照。

 3） 　本件で問題になっている指定居宅サービス等
の事業の人員，設備及び運営に関する基準（平成
11年厚生省令37号）によれば，指定通所介護事
業者及び指定訪問介護事業者は，事業所ごとに，
原則として専らその職務に従事する常勤の管理
者を置かなければならないと定め，また，指定通
所介護事業者は当該事業所ごとに専従の看護職
員1名を置くことと規定する。さらに，人員基準
通達で，常勤とは，当該事業所における勤務時間
が，当該事業所において定められている常勤の
従事者が勤務すべき時間数に達していること，専
従とは，原則として，サービス提供時間帯を通じ
て当該サービス以外の職務に従事しないことと
規定されている。なお，厚生大臣が定める施設
基準（平成12年厚生省告示第26号）で，認知症
専用併設型通所介護費を算定すべき指定通所介
護の施設基準として，利用定員が10名以下であ
ること，37号人員基準所定の看護職員又は介護
職員の員数に加えて，専ら当該指定通所介護を
行う看護職員又は介護職員を1名以上置いている
ことと規定されていた。

 4） 　中野（2009）16-17頁。
 5） 　なお，傷病手当金と出産手当金を「詐欺その他

不正の行為」により受給した者に対する給付制
限について定めた健康保険法64条（昭和24年法
37号当時）について，「詐欺とは，請求の原因た
る事実が存在しないにも拘わらず，保険者を欺罔
し，保険給付を詐取せんとする行為」，「不正の行
為とは，例えば，保険医又は保険者の職員を脅迫
して保険給付を受けるが如きである」と説明され
ている（小山（1953）143頁。なお，旧字体を改
めた）。

 6） 　この点，現物給付（代理受領）方式によらない
保険給付――居宅介護（支援）福祉用具購入費や
居宅介護（支援）住宅改修費が典型例だが，本人
の保険料滞納の場合にも起こりうる――は，利用
者が指定事業者に対価を支払ったのちに費用償
還払いの審査が行われるため，利用者と指定事
業者との間ではしばしばトラブルとなっていた
との指摘（原田（2006）263頁）も参照。

 7） 　和田・唐澤（2007）107頁。
 8） 　厚生労働省老健局介護保険課事務連絡（平成

18年10月6日）。
 9） 　岩村（2001）70-71頁。
10） 　なお，加算金を裁量的規定と解した場合，判旨

1は行政裁量の濫用について特に判断していない
ので本件では問題とはならなかったが，かりに濫
用があったとすると，裁判所が加算金支払を命じ
ることができるかもひとつの論点となろう。

11） 　この点，地方分権改革の流れの中で施設設置
基準等のあり方の見直しの必要性が主張されて
いるが，この流れが指定基準にまで及ぶことで，
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市町村と施設の間の緊張関係は今以上に希薄に
なることも予想されよう。

12） 　大沢（2004）601頁によれば，基準該当サービ
スは，多様な事業主体の参入をうながす観点か
ら，サービスの質の確保に留意しつつ，サービス
提供の実態があり要件緩和の必要なサービスに
ついて，法人要件，および従業者の人員・設備・
運営基準の緩和が図られたものと説明されてい
る。もっとも，基準該当居宅サービスにしても，

「専らその職務に従事する管理者」と，「専ら」の
文言を置いている点で，この解釈にも自ずから限
界があることを付言しておく。

13） 　小島（2007）291-292頁参照。もっとも，この
ような場合，通常は審査・支払の過程で減額査定
などが行われよう（小島（2008）233頁）。ちな
みに，前掲京都地裁判決では，利用者の自己負担
分については不当利得とは認められなかった。

14） 　碓井（2009）326頁。碓井はこの改正により市
町村の自力執行が可能になったことは評価でき
るが，滞納処分の対象にするには，返還命令のよ
うな行政処分を介在させるのが自然であるよう
に思われると指摘する。また碓井は本件地裁判
決を「偽りその他不正の行為」につき，事業者の
指定を受けたことまで遡ることを肯定する裁判
例と紹介している。

15） 　原田（2005）227-231頁。
16） 　碓井（2009）326頁。
17） 　原田（2005）234-236頁。
18） 　新藤宗幸「『国民訴訟制度』をつくれ」日本経

済新聞2010年2月1日朝刊5頁。
19） 　加藤・菊池・倉田・前田（2009）260-261頁。 
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江口隆裕著

『変貌する世界と日本の年金――年金の基本原理から考える――』
（法律文化社、2008年）

西　村　　淳

I

年金制度については，2004年改正でマクロ経済スラ
イドが導入されたことで，給付と負担の問題について
は一定の決着を見た。しかし，その後の年金記録問題
などによる国民の年金に対する信頼の低下や，非正規
雇用の増加など雇用構造の急激な変化により，制度体
系の見直しが次の課題として論議されるに至ってい
る。その一方で，実務家や一般向きの単なる年金制度
の説明や，制度を脇において経済学のシミュレー
ション手法を年金に単純に適用したものを超えた，制
度に即した理論書は，極めて少ないと言える。

本書は，わが国の現実の年金制度を分析したもので
ありながら，技術的な細かい点に必要以上に立ち入る
ことなく，副題にあるように「年金の基本原理」を追
求した良書である。250ページ弱に及ぶ理論書であり
ながら，各章ともポイントを端的に突いた文章に終始
しており，入門者にも理解しやすいものであると同時
に，専門家にも示唆の多いものになっている。

II

第I部では，年金制度の意義・財政方式・必要性に
ついて入門的に振り返っている。まず第1章「年金制
度の意義」で，対応するリスク，一時金との違い，定
額か所得比例か，本人受給か遺族受給かなどの点か
ら，年金制度の意義について確認している。第2章「年
金の財政方式」では，税方式と社会保険方式，賦課方
式と積立方式，給付建てと拠出建てにおけるリスク分
担のあり方の違いについて概説している。第3章「公
的年金の必要性」では，公的年金の必要性について，
私的扶養の限界，貯蓄の限界，生活保護の限界から説
明している。

第Ⅱ部では，特色ある財政方式を有する国々の制度

と改革史をたどり，財政方式のあり方を考察してい
る。まず第1章「フランスの年金改革」で，社会保険
方式の年金制度の代表としてフランスの年金について
取り扱っている。著者が専門としている国だけあって
詳しく，分量も45ページを占め，本書の中心的な章の
1つとなっている。日本で紹介されることが少ない補
足制度と無拠出制年金も含め，戦後から直近の2003年
改革までの年金制度史を解説している。最後に日本の
制度との比較において，フランスの制度の特色を多様
性と連帯など7点にまとめているのは，単なる外国制
度の紹介にとどまらず，日本制度への含意を示すもの
として興味深い。一方で，直近の改革について，「制度
間の通算制度の導入など，わが国がすでに乗り越えて
きた問題にようやく着手したという側面も多い」と
クールに見ている面もある。なお，フランスの特色で
ある，一般社会拠出金ほかの拠出金財源の説明は有益
であるが，社会保険料・拠出金・租税の相違について
の考察がもっと欲しかった。また，従来の「連帯」の
原則に対し，直近の改革で「社会契約」という概念が
法律上明記されたことが紹介されているが，年金の基
本原理との関係では一層の掘下げがほしかった。

第2章「ニュージーランド・オーストラリアの税方
式年金」では，税方式年金をもつ2つの国の制度を紹
介している。本章では，所得制限の有無など両国の制
度の相違を説明した上で，世代間の不公平の拡大，受
けやすい景気・財政の影響，経過措置の難しさといっ
た問題点を指摘し，わが国への導入にあたっては批判
的であるが，最後は個人と国家の関係という国家観の
問題に帰着すると指摘している。

第3章「チリの年金改革」は，日本でも民営化論者
に一時注目されたチリの年金制度について，賦課方式
の給付建て年金から個人建ての積立方式への移行に着
目して紹介した数少ない資料として有益である。移行

書　　評
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時に従来の事業主負担相当分を賃金に上乗せしたこ
と，旧制度の給付は国庫で負担していること，新制度
移行者の既払い保険料分は認証債を発行していること
など，あまり知られていないことが紹介されているの
は興味深い。最後に，新たに抱え込むこととなった国
の膨大な赤字は，今後の経済成長にかかっていると指
摘している。

第4章「諸外国における年金改革」では，第1章から
第3章での紹介も踏まえつつ，その他の国の改革も含
め，税方式と社会保険方式，積立方式と賦課方式，給
付建てと拠出建てという年金の財政方式についての大
きな流れを整理し，積立方式と賦課方式の併用，給付
建てから拠出建てへという流れがあることを指摘して
いる。そして，最近数カ国で導入されている概念上の
拠出建てについて，調整装置を用いて将来の年金給付
債務を縮減することがその意義であり，そのため老後
所得保障の目的が損なわれることを防止するために最
低保障年金が必要になることを指摘している。チリの
改革は旧制度の年金債務を後代に転嫁したという点
で，概念上の拠出建ての原型といえると評価している
点は，興味深い着眼点である。わが国2004年改革にお
けるマクロ経済スライド導入についても，調整装置と
して評価し，一方で老後保障のためには最低所得保障
を制度化すべきと主張している。

III

第Ⅲ部は，第Ⅰ部・第II部を踏まえて年金制度の今
日的課題と基本原理について考察しており，本書中の
圧巻と言える部分なので，批評を加えながら少し詳し
く言及してみたい。

第1章「年金制度の今日的課題」では，わが国年金
制度において議論の焦点となっている主な事項につい
て検討を行っている。この章では，いくつかの論点に
ついて検討を行っているが，いずれにおいても，著者
固有の視点が光っている。

はじめに，わが国年金制度の最大の特徴であり世界
に類例のない皆年金政策について，その妥当性を検証
する観点から軌跡をたどっている。皆年金当時の決定
過程はかなり政治状況的であり，しかも，被保護者や
無所得者までも対象とすることについては，十分な検
討はされておらず，このことが今日の膨大な保険料免
除者の存在につながることになったとの分析は興味深
い。著者は，保険料免除や社会手当等により税財源に

よるかなり網羅的な最低保障制度が構築されてきた政
策実態がありながら，拠出制による皆年金の堅持を
標榜し，それによって未納未加入が増大している状
況を批判しているが，一方で基礎年金の税方式化に
は批判的であり，拠出制を維持しつつ無所得者等の
位置づけを改めることを提案している。この点，慧
眼と思われるが，より具体的な体系像についての提
案がほしかった。

公的年金の一元化については，被用者年金一元化法
案が，実は従来の共済年金と厚生年金の区分を維持し
たままの財政調整になっていることを指摘し，民主党
が提案している国民年金も含めたすべての年金の一元
化案についても，現在，国民年金に2階部分がない以
上，単純に制度を一本化して被用者年金の過去給付分
まで負担させるわけに行かないので，財政調整方式に
ならざるを得ないのではないか，とこれまであまりほ
かで指摘されたことがない独自の点を指摘している。

パート労働者の厚生年金適用問題については，厚生
年金，国民年金第1号及び第3号被保険者との関係の整
理が難しく，抜本的な解決のためには基礎年金を含め
た制度体系全体を見直す必要があるため，この問題を
取り上げたことは「パンドラの箱を開けてしまったの
かもしれない」として，部分的な解決についてはきわ
めて悲観的な見方をしている。

また，最近の社会保障改革（後期高齢者医療制度，
社会保険庁改革，被用者年金一元化）で，保険者の各
種業務を複数の主体が分担する仕組みが導入されてい
ることについて，「保険者解体」と呼び，責任の押し付
け合いにならないようにすることが必要であると指摘
している。一方，保険者のあり方を柔軟に設計するこ
とができるようになり，雇用の流動化等の中で「ムラ」
と「会社」という共同体意識に支えられていた社会保
険制度を，より政策誘導的な姿に改める可能性の拡大
につながるという指摘は，年金を含めた社会保険の基
本的なあり方の見直しにつながる新鮮な指摘である。

第2章「社会保険と租税に関する考察」では，近年
の社会保障改革における制度間調整の導入等によっ
て，被保険者の受益とは直接関係のない負担も社会保
険料として賦課徴収されるようになってきている「社
会保険概念の拡散」ないし「社会保険料の租税化」が
見られるようになってきている状況を整理し，租税と
の対比における社会保険料の対価性の意義を明らかに
しようとしている。社会保険の対価性を，給付面にお
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ける貢献原則と負担面における応益負担に分けて，年
金・医療・介護の各制度においてどの程度制度化され
ているかを検討している。この部分は詳細にわたり，
著者の独創性が冴えるところである。その結果，こう
した保険原理が貫徹されているのは，老齢基礎年金に
ついてだけであり，医療保険や介護保険においては，
社会福祉と同様にむしろ必要原則を中心に構成されて
いることを明らかにし，社会保険料と租税財源の基本
原理の相違は制度的にはかなり融合しており，これに
加え措置から契約へという社会福祉改革や制度間財政
調整の進行などで，社会保険料と租税の相違はよりあ
いまいになってきていると指摘している。一方，目的
税との違いの分析を通して，何らかの形で給付と負担
に関連性があることが，なお社会保険料の特徴として
言えるとしている。

結論として，近年の社会保障改革の背景には，国家
が社会的公平の実現を図るというパターナリスティッ
クな国家観から契約に基礎を置いた個人主義的な国家
観への転換があると観念できるとし，国家がどの程度
まで社会的公平の実現を図るべきかを考える必要があ
ること，租税と社会保険料を一体的に捉えた総合的な
政策体系が必要であること，保険集団のあり方として
政策誘導的なものの方が連帯意識を共有しやすくなっ
ていることを指摘している。この部分，単なる年金の
基本原理を超え国家観に及ぶスケールの大きな議論に
なっている。

第3章「公的年金と私的年金の融合化と国家・個人
の新たなリスク分担」では，まず，各国の年金改革を

「私的年金の公的年金への組入れ」と「公的年金の私的
年金化」の観点から整理した上で，各国に共通する傾
向的特色として給付建てから拠出建てへ，個人勘定
化，加入者による選択といった点をあげている。そし
て，このような傾向は，世代としての長生きリスク，
少子化リスク，運用リスクを年金受給者に転嫁するも
のであるとして前向きに評価している。次に，わが国
における私的年金の発展過程をたどっているが，これ
までの年金政策に関する論考で，公的年金と併せて私
的年金に言及しているものは少なく，興味深い着眼で
ある。特に，自社年金で個人の契約意思よりも制度の
持続可能性を優先させる「制度化」が進んでいるとい
う指摘は興味深い。さらに，公私年金の区分について
検討した結果，そのメルクマールは国庫負担の有無と
所得再分配だけであるが，国庫負担・所得再分配のあ

るのは公的年金の一部だけであることから，それが決
定的と言えるかどうかは疑わしい，としている。これ
らを踏まえ，年金制度における国家の役割の変化とい
う観点から，リスクの拡大に対応し，国家がリスク負
担を個人に転嫁せざるを得なくなるならば，私的年金
を政策的に明確に位置づけ，給付建ての公的年金だけ
でなく，公的年金と私的年金の融合化や拠出建て年金
といった多様な選択肢の中から所得保障のあり方を
選んでいくことが必要であるとしている。

IV

上記のように，本書には著者固有の示唆が多く，有
益な点が多いが，問題点がないわけではない。

例えば，税方式と社会保険方式の区別は，本書にお
ける年金の基本原理の検討における1つの大きなポ
イントであるが，著者は，社会保障財源の租税化（国
庫負担の引上げ）と社会保険料の租税化（制度間調整）
を一応区別してはいるものの（P196など），第Ⅲ部第
2章などの検討では，「社会保険料を財源にしているこ
と」と「保険原理（貢献原則）」を区別せずに扱ってい
る。第Ⅰ部第2章においても，税方式の定義をいっ
たん「財源が租税によって賄われていること」としな
がら，財源の一部に国庫負担が導入されている場合が
あるので，「給付の全額を租税で賄う方式を税方式と
呼ぶ」としているあいまいさがある。両者をより明確
に区別して議論する余地があるように思われる。

また，年金におけるリスク負担について，世代とし
ての長生きリスク，少子化リスク，運用リスクの3つ
を年金受給者が負担すべきであるとしており（P219な
ど），これが第III部第3章などで拠出建てや公私年金
の融合化への流れを肯定するとともに，老後保障に欠
ける部分を補うために最低保障年金の創設を主張する
根拠となっているが，こうしたリスク分担の考え方が
割り切りすぎていないか疑問が残る。著者の年金の現
状の分析は，社会保険と税，公私年金，給付建てと拠
出建てなどが融合してきていることを指摘している点
が特色であるが，結果として単なる現状肯定にならな
いためには，給付建てや公的年金の必要性について，
規範的な観点からの一層の詰めが求められるように思
われる。

このように気になる点はあるものの，年金制度体系
の抜本的な見直しが論議されている現在，本書の刊行
は意義深い。すなわち今日のわが国年金制度の主な課
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題をとりあげ，とりわけ，税方式と社会保険方式の区
分や，国家と個人のリスク分担という基本的な課題を
考察することにより，全体を通して年金の基本原理に
ついての一通りの考察ができる本書は，年金研究にお
いてたいへん有益な書物である。なお，著者は行政の

実務を経て現在筑波大学の法学研究者であり，本書が
制度を丹念に追いつつ原理を語ることができているの
は，著者のこうした経歴による部分もあるものと思わ
れる。

 （にしむら・じゅん　内閣府）
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今回の特集では，公的年金の将来像について，各著者がさまざまなモデルを用いながら，
不確実性やリスクという視点から分析を行っています。我が国では財政再計算や財政検
証により，公的年金財政の将来像が示されてきました。年金財政の健全性を示すために
はかなり先の見通しまで示す必要がありますが，一方で，予測期間が長くなればなるほど，
不確実な要素の入る余地が大きくなっていきます。したがって，不確実性やリスクをどの
ように認識し，どのように対処すべきかというのは大きな課題であるといえます。本特集
が今後の公的年金に関する議論の一助となれば幸いです。 （I.S.）
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